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令和２年９月第１１０回内子町議会定例会会議録（第１日） 

○招集年月日   令和２年９月 ２日（水） 

○開会年月日   令和２年９月 ２日（水） 

○招 集 場 所   内子町議会議事堂 

 

○出 席 議 員（１４名） 

１番  大 西 啓 介 君         ２番  関 根 律 之 君 

３番  向 井 一 富 君         ４番  久 保 美 博 君 

５番  森 永 和 夫 君         ６番   地 幸 雄 君 

７番  泉   浩 壽 君         ８番  大 木   雄 君 

９番  山 本   徹 君        １０番  才 野 俊 夫 君 

  １１番  下 野 安 彦 君        １２番  林     博 君 

  １４番  寺 岡   保 君        １５番  中 田 厚 寬 君       

 

○欠 席 議 員   １３番  山 崎 正 史 君 

 

○地方自治法第１２１条第１項の規定により説明のため出席を求めた者の職氏名 

  町 長  稲 本  壽 君     副 町 長  小野植 正 久 君 

総 務 課 長  山 岡   敦 君     住 民 課 長  二 宮 善 徳 君 

税 務 課 長  𠮷 川 博 徳 君     保健福祉課長  曽根岡 伸 也 君 

こども支援課長  前 野 良 二 君     会計管理者  田 中   哲 君 

建設デザイン課長  正 岡 和 猶 君     農林振興課長  山 中 保 正 君 

小田支所長  畑 野 亮 一 君     環境政策室長  中 嶋 優 治 君 

政策調整班長  上 山 淳 一 君     上下水道対策班長  上 石 富 一 君 

危機管理班長  松 岡 裕 樹 君     商工観光班長  大 竹 浩 一 君 

教 育 長  山 岡   晋 君     学校教育課長  泉   邦 彦 君 

自 治 ・ 学 習 課 長  黒 澤 賢 治 君 

代表監査委員  赤 穂 英 一 君     農 業 委 員 会 会 長  堀 本 健 二 君 

 

○出席した事務局職員の職氏名 

事 務 局 長  林   純 司 君     書 記  和 氣  啓 介 君 

 

○議事日程（第７号） 

令和２年９月２日（水）午前１０時開議 

日程第 １ 会議録署名議員の指名 

日程第 ２ 会期決定の件及び議事日程通告 

日程第 ３ 議長諸般の報告 

日程第 ４ 招集あいさつ及び行政報告 



令和 2 年 9 月第 110 回内子町議会定例会 

‐ 2 ‐ 

日程第 ５ 一般質問 

 

○本日の会議に付した事件 

日程第１から日程第５ 

 

午前１０時００分 開会 

○議長（森永和夫君） 只今、出席議員１４名であります。欠席届が山崎正史議員から提出され

ております。それでは、ただ今から、令和２年９月第１１０回内子町議会定例会を開会いたしま

す。本定例会には、地方自治法第１２１条第 1項の規定により、町長、教育長、代表監査委員及

び農業委員会会長の出席を求めております。また、説明員として 出席通知のありました者は、副

町長及び各課長・班長等の１７名であります。 

 これより、本日の会議を開きます。 

 

日程第 １ 会議録署名議員の指名 

○議長（森永和夫君） 「日程第１ 会議録署名議員の指名」を行います。会議録署名議員は、

会議規則第１１９条の規定により、議長において、１０番、才野 俊夫議員。１１番、下野 安

彦議員を指名します。 

 

日程第 ２ 会期決定の件及び議事日程通告 

○議長（森永和夫君） 日程第２ 会期決定の件及び議事日程通告のうち「会期決定の件」を議

題とします。本定例会の会期は、去る８月２６日開催の議会運営委員会におきまして協議され、

本日から１７日までの１６日間としております。これに、ご異議ありませんか。 

〔「異議なし。」の声あり〕 

○議長（森永和夫君） 異議なしと認めます。 

したがって、会期は、本日から９月１７日までの１６日間に決定しました。 

なお、本日の「議事日程」は、お手元に配布しております、議事日程第７号のとおりでありま

す。 

 

  日程第 ３ 議長諸般の報告 

○議長（森永和夫君） 「日程第３ 議長諸般の報告」をします。 

議長としての報告事項は、お手元に配布しているとおりであります。ご覧いただいたことと思

いますから、ご了承下さい。これをもって、「議長諸般の報告」を終わります。 

 

  日程第 ４ 招集あいさつ及び行政報告 

○議長（森永和夫君） 「日程第４ 招集あいさつ及び行政報告」を町長より受けることに致し

ます。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 稲本町長。 
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〔稲本隆壽町長登壇〕 

○町長（稲本隆壽君） 本日、ここに令和２年９月内子町議会定例会を招集いたしましたところ、

議員各位には、公私共に大変ご多忙中にもかかわらずご出席をいただき、誠にありがとうござい

ます。本定例会に、町長として提出致します案件は、報告が６件、専決処分の承認が１件、決算

認定が８件、剰余金の処分が２件、条例の制定が１件、条例の一部改正が３件、指定管理者の指

定が１件、契約が３件、補正予算が２件、人事案件３件の合計３０件でございます。それぞれの

案件につきましては、その都度、ご説明申し上げますので、よろしくご審議の上、ご決定賜りま

すようお願い申し上げます。 

さて、田んぼでは稲が実り、虫の音が聞かれるようになりました。今年の夏は、連日猛暑が続

いたことで熱中症が心配されましたが、厳しい暑さも少し和らいできたように感じております。

一方で、新型コロナウイルス感染症が全国で拡大・増加しております。町におきましても感染予

防のため、秋以降に開催を予定しておりました健康まつりや伝統芸能まつり、文化祭、全国広報

広聴研究大会などの事業を中止することにいたしました。各地域で毎年開催されております敬老

会や地方祭についても、中止や縮小などの影響が出ています。コロナ禍の収束が見通せない中、

報道によれば、元のような生活に戻るまでには何年か必要ではないかとも言われております。コ

ロナ禍の長期化に備え、感染予防対策と社会経済活動を両立させながら、迅速かつ適切に対応し

なければならないと考えているところであります。そのため、幼稚園、小学校、中学校の２学期

始業にあたり、感染症リスクを最小限にしながら、安心・安全な教育活動を継続するために必要

な保健衛生用品や備品を整備する経費に、総額１，３００万８，０００円の予算を８月１日付け

で専決処分いたしました。また、感染予防対策と致しまして、非接触型、顔認証付、検温システ

ムを購入し、庁舎や学校施設など３９施設へ４７台を設置して運用を開始しておるところでござ

います。 

次に、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた方々の各支援事業について、８月末日時点で

取りまとめた申請状況をご報告いたします。まず、町内事業所支援についてですが、コロナ対策

融資制度の全融資件数は１６１件、融資額は１７億２，２３０万円で、そのうち、利子補給事業

への申請件数は１３１件、令和２年度における利子補給金は６８２万５，０００円となっていま

す。事業者等経営安定補助金は１３９件で、６，１５２万８，０００円、雇用調整助成金につい

ての申請は今のところございません。家賃支援補助事業についても申請はございませんが、今後

申請が行われる見込みです。 

次に、個人支援の実施状況をご報告いたします。まず、国民１人当たり１０万円を給付する特

別定額給付金事業の実績でございますが、給付者数は１６，２０６人、給付率は９９．９１％、

給付額は１６億２，０６０万円でございます。また、子育て世帯への臨時特別給付金申請者数は

９８７人、給付額は１，７７６万円、ひとり親世帯への給付金申請者数は１３０人、申請率は９

７．０％、給付額は３９０万円となっています。一方、新型コロナウイルス感染症拡大の影響を

受け、収入が減少した世帯を対象とする国民健康保険税の免除件数は１９件、免除額は２６９万

６,１００円です。介護保険料の免除件数は１６件、免除額は１１８万７,８００円となっていま

す。緊急小口資金特例貸付の申請件数は２２件、貸付額は４１０万円でございます。その他の事

業では、県民プレミアムチケットを７月４日から、がんばる内子のまち応援チケットを８月３日
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から販売を開始しています。さらに、国の２次補正予算成立に伴い、新型コロナウイルス感染症

対応地方創生臨時交付金の内子町の第２次交付限度額が示されました。その額は３億８，６１４

万３，０００円となっており、現在、各課で事業計画を作成しております。これらの関係予算に

つきましては、今後補正予算で計上させていただきたいと考えておりますのでよろしくお願いい

たします。それでは、早速当面いたしております事務事業等についてご報告申し上げます。ご報

告いたします内容は、９月補正予算の概要について、令和２年７月豪雨について、内子座の耐震

を含む修理工事についてでございます。 

それでは最初に、令和２年度９月補正予算の概要についてご報告いたします。９月補正予算に

つきましては、歳入歳出それぞれ２億５，１５４万２，０００円を追加し、歳入歳出予算の総額

を１２１億５，９６５万円と致しております。これは、前年度同期の予算額と比較し、１８億８，

４５２万６，０００円、１８．３％の増額となっております。詳細につきましては、後ほどご説

明いたしますが、主だったものといたしましては、６月１８日から１９日並びに７月３日から８

日までの梅雨前線豪雨による被害箇所の復旧費として、２億１，８６８万２，０００円を計上し

ております。また、新型コロナウイルス感染症対策経費といたしまして、農林業者の経営支援を

目的とした販路の開拓や機械・設備の導入、人手不足解消の取組みに補助を行う「経営継続補助

金」や、「道の駅ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」「インドア花いっぱい応援

事業」に２，７７１万円。文書管理の業務迅速化と効率化を図るための文書決裁システムなどの

整備費として、２，４５９万５，０００円を計上いたしておるところでございます。財源につき

ましては、令和２年度普通交付税額の確定に伴い、３億４，８５０万円を増額したほか、新型コ

ロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金１億１，３７９万４，０００円を計上しております。

その他、国県支出金や地方債などを充てたことにより、財政調整基金繰入金を３億３，０８９万

３，０００円、公共施設整備基金繰入金を１億１，５５０万円、それぞれ減額致しております。 

 次に、７月豪雨の災害状況についてご報告いたします。ご承知のように、令和２年７月豪雨は、

九州地方をはじめ日本各地で甚大な被害を及ぼしました。８月１８日現在、全国で死者８２人、

行方不明者４人の人的被害が出ているほか、河川の氾濫や土砂崩れにより、家屋や道路、農地な

どに多くの被害が出ています。内子町におきましては、７月７日午前９時５５分、土砂災害警戒

情報発令に伴い、町内全域を対象に避難勧告を発令。災害対策本部を設置し対応に当たりました。

住民の皆さん方の自主避難所も含め、１８か所に避難所を開設いたしましたが、それぞれの避難

所には、手指消毒やマスク着用、体温計測など、新型コロナウイルス感染予防対策を行っており

ます。その後、小田川の知清観測所及び大瀬観測所の水位が避難判断水位に達したことから、午

前１１時４５分、知清２０区、２１区、大瀬本町１区から３区の地域、３１９世帯、７４７人に

避難指示を発令して対応にあたりました。翌日８日には水位が下がったため、午前６時４５分に

避難指示を解除致しました。午前８時４５分に土砂災害警戒情報が解除になったことに伴い、災

害警戒本部に移行し、同時刻に避難勧告を解除し、全避難所を閉鎖。午前１１時８分大雨警報解

除に伴い、災害警戒本部を解散いたしました。この間、町内では土砂崩れや河川の氾濫などの被

害が発生し、最多時で２３世帯、４７人が避難されました。消防団員も二日間で３０６人の団員

に出動していただき、深夜まで対応に当たっていただきました。自主防災組織の皆さんや、警察

や消防をはじめ関係機関の皆さんにも大変お世話になりました。心より感謝を申し上げます。今
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回の豪雨による建物への被害はありませんが、道路や河川、農地、農業用施設、林道などの被害

のうち、国の復旧補助に該当する被害が２５箇所で発生し、その被害額は８，９７０万円となっ

ています。その他の町単独災や修繕等の被害が１３３箇所で発生し、その被害額は７，６０３万

円となっています。現在、被害箇所の調査を実施し、順次災害査定を受けているところです。農

林産物等の被害につきましては、水稲０．２ｈａ、野菜０．１ｈａ、果樹０．２ｈａ、被害額は

７４万２，０００円と見積もっています。これらの災害復旧に必要な経費は９月補正予算に計上

させていただいております。また、国道３８０号の寺村地区で法面崩壊が発生したため、６月２

７日から旧道を迂回路として対応しております。現在、愛媛県では被害箇所の調査測量や観測を

実施しており、１０月の災害査定に向け準備を進めているところです。しかし、復旧には期間を

要する見込みで、ある程度現地の安全が確保できれば防護柵等を設置し、片側交互通行に切り替

える予定でございます。住民の皆さんには当分の間、ご不便をおかけしますがご協力をいただき

ますようお願い申し上げます。 

 最後に、内子座の耐震を含む修理工事に向けた取り組みについてご説明いたします。内子座は

大正５年に創建された芝居小屋で、昭和５７年に内子町へ寄付を受けるとともに内子町の有形文

化財に指定しています。翌年から復原工事に着手し、昭和６０年に完成、こけら落とし公演を行っ

ております。また、平成２７年には国の重要文化財の指定を受け、翌年には内子座１００周年の

記念事業を行うなど、内子町を代表する文化施設として、文楽をはじめとした多種多様な催しを

通じながら、多くの町民の方に親しまれておりますと同時に、多くの観光客にも愛されている施

設でございます。一方、昭和６０年の改修から３０年以上経過し、部材の破損が随所にみられる

ほか、大屋根の瓦のずれ、傷みによる雨漏りも問題となってきています。また、近い将来に発生

が危惧される南海トラフ地震をはじめとする大規模震災に対する耐震性への不安もあり、この先

の世代へと内子座を引き継いでいくためには、耐震診断とそれに伴う補強及び修理工事が必要と

なってきております。こうした状況を受け、今年度より、文化庁の補助を受け、修理工事を実施

するための調査に入ることになりました。この調査は３年間を予定しており、今年度につきまし

ては、測量や地盤調査等を行い、基本図面の作成などを予定しております。さらに、現在、町民

の皆様をはじめ専門家の方々をお迎えして「内子座保存活用検討委員会」を開催しており、この

委員会において、今後の内子座の保存活用に関する計画書づくりを進めているところでございま

す。計画書には、今後の修理や活用の方針を示すこととなっており、文化庁と協議しながら最終

的にとりまとめ、その方針に沿った修理工事を行う予定です。今年度におきましては、１１月中

旬から約２か月間、内子座の内部に足場を組んで調査を行うため、内子座の貸館を控えますが見

学はできるようにいたします。また、本格的な修理工事に入りますと、現在のような催しを行っ

たり、観光客をお迎えしたりすることは難しくなると予想されます。しかしながら、修理期間中

における内子座の活用についても、内子座保存活用検討委員会の中で協議し、修理期間ならでは

の内子座を見ていただけるように工夫をしてまいりたいと考えております。調査から、この先の

修理工事期間において、町民の皆様方にはご不便をおかけする場面が出てくるかと思いますが、

内子座を次の世代へと引き継ぐため、町民の皆様のご理解、ご協力を賜りますよう、どうかよろ

しくお願いいたします。以上、３件の事柄についてご報告申し上げました。これから台風が多く

発生する時期になります。住民の安全確保を最優先に、緊張感をもって迅速な対応に努めてまい
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りますので、引き続き議員各位のご指導とご協力をお願い申し上げまして、招集のご挨拶といた

します。どうぞよろしくお願いします。 

○議長（森永和夫君） 以上で、「招集あいさつ及び行政報告」を終わります。 

 

  日程第 ５ 一般質問 

○議長（森永和夫君） 「日程第５ 一般質問」に入ります。質問は、通告により、一括質問、

一括答弁を行い、再質問から一問一答とするか、最初から一問一答の選択制といたします。議員

の発言時間は会議規則第５６条第１項の規定により４０分以内とします。発言残時間は前方左側

の壁に設置しております残時間表示板でご確認ください。要点を簡潔に、要領よくまとめて質問

されますよう、議員各位のご協力をお願いいたします。理事者におかれましては、議員の質問の

趣旨等に対する確認等がございましたら、先にその旨を告げてから発言してください。議事整理

の都合もありますので、通告者以外の関連質問はご遠慮願います。質問通告者は、３名でありま

す。それでは受付順に、質問を許します。 

最初に、下野安彦議員の発言を許します。 

○１１番（下野安彦君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 下野安彦議員。 

〔下野安彦議員登壇〕 

○１１番（下野安彦君） １１番、下野です。令和２年９月定例議会、久しぶりに１番目にて質

問をします。今朝の新聞を見ますと、昨日の９月１日に新たに国内で６３３人が新型コロナウイ

ルスに感染したと掲載されていました。今回の新型コロナウイルス、ワクチンが開発されるまで

は、先ほどの町長のお話のとおり元通りの生活が戻ってこないのではないかと私も危惧していま

す。大正時代、１９１８年に世界中で大流行したスペイン風邪は、日本では４５万人の死者を出

したということです。人類はこれまでマラリアやコレラ、インフルエンザや結核や赤痢と数多く

の感染症と戦ってきました。歴史を振り返ると、感染症は戦争やホロコーストを上回る大量死を

招き、ある時は国の社会構造を変化させ、ある時は文明を滅亡させたりすることもあったようで

す。私ごとですが、１０年前に亡くなった父親の３回忌の法事をした時に、家族や親族に配布す

るために家系図を作成することにしました。そこで先祖の戸籍を調べていました。父親と祖父の

戸籍を取り寄せると江戸の末期から明治の初めと先祖の家系図が出来ます。「赤痢が流行して 1年

に３回も葬式をして大変だった。」と曾祖父が言っていたと、父親が言っていたのを思い出したの

です。そこで、今回の新型コロナウイルスの流行で、その時手に入れた戸籍の出生日と死亡日を

再度よく調べてみました。すると、明治２９年８月２２日から９月１９日までの１カ月も満たな

い期間に、２歳の子ども、そして跡取りであったその子の父親が２６歳で亡くなっています。そ

して、１週間しないうちにその父親のお父さん、お爺ちゃんが５１歳で亡くなっています。それ

とその後に跡取りだった父親の妹が２２歳で、そして弟が１８歳で、合計５人が亡くなっていま

した。父親が言っていた３人ではなく、５人が亡くなっていました。そして、ただ一人私の曾祖

父となる３男が生きのびて、その後結婚をして私の祖父を生んだおかげで、現在、私がここでこ

のように一般質問ができています。本当にウイルス感染は怖いものであると、つくづく思わされ

ました。さて、今回の９月議会の質問ですが１番目の新型コロナウイルス対策を考えた中での、
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学校教育活動はどのような方針で進めておられるか。また、今後はどう考えておられるかと、２

番目の次年度予算への考え方という質問は、すべて新型コロナウイルスに対する対応といった面

では内容自体は共通していますので、一括質問一括答弁でもよかったのですが、今までの一括質

問一括答弁方式と一問一答方式は質問する立場や聞く立場でどう違うか、わかりやすいかチャレ

ンジしてみますので、答弁の方もご協力いただきますようお願い致しまして質問に入ります。 

それでは「学校教育活動はどのような方針で進めておられるか」の最初の質問です。９月に入

りましたが残暑は厳しく暑い日が続いています。内子町内の幼稚園・小学校の運動会や中学校の

体育祭は、ほとんどの学校が９月から１０月の開催でした。数年前からの校舎の耐震化工事に伴

い一部の学校では５月頃の春の季節に実施してから、それからそのまま春の開催にした学校もあ

るようです。今後の運動会や体育祭、マラソン大会等のスポーツ大会や学芸会等の各種学校活動

の開催はどの時期にどの様な形式で開催されるのか、また中には中止される行事もあると思うが、

教育委員会としてはどう考えておられるのか質問します。 

○議長（森永和夫君） 只今の下野安彦議員の質問に対して理事者の答弁を求めます。 

○学校教育課長（泉邦彦君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 泉学校教育課長。 

〔泉邦彦学校教育課長登壇〕 

○学校教育課長（泉邦彦君） それでは、ご質問の学校教育活動はどのような方針か、また各種

学校活動の開催はということでございますけど、まず、教育活動再開後の基本的な考え方につき

ましては、「新型コロナウイルス感染症対策に係る学校管理上の留意点」並びに「県立学校におけ

る新型コロナウイルス感染防止ガイドライン」等を参考に致しまして、各学校において児童生徒

等の実情に応じた学校行事等の実施の在り方について適切に判断をするとともに、感染症対策の

徹底と学びの保障の両立に努めているところでございます。次にご質問の運動会・体育祭・学芸

会等の開催につきましては、現在のところ、町内すべての小・中学校で開催を致します。実施方

法につきましては、まず、コロナ感染症対策と致しまして、種目数を減らしたり、観客数の制限、

用具の消毒、テントの増設などでございます。また、併せて昨今の高温による熱中症対策と致し

ましても、給水タイムの設定、ミストシャワーの設置、テントの増設等などの予防対策を講じる

ようにして致しております。今後につきましても、児童、生徒及び保護者に対し、活動内容や感

染症対策、発症時の対応などについて丁寧な説明を行い、感染症リスクがゼロでない中での実施

であることを十分理解していただくとともに、児童生徒が安心して参加できるよう感染防止に万

全の措置を講じながら可能な限り開催していきたいと考えております。以上、答弁とさせていた

だきます。 

○１１番（下野安彦君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 下野安彦議員。 

〔下野安彦議員登壇〕 

○１１番（下野安彦君） 各学校においてガイドラインに沿ってすべて開催しているということ

でした。その中でこの質問を出した時点で、各私たちも小学校や中学校からの体育祭に関する案

内文書が来ているわけなんですけど、そういった中でこういう状況ですので、観覧はできるだけ

ご遠慮下さいという私も理解できる文書なんですけど、その中で体育祭などで観客数を減らすこ



令和 2 年 9 月第 110 回内子町議会定例会 

‐ 8 ‐ 

とをという答弁だったんですけど、家族、お父さんやお母さんや、おじいちゃんや、おばあちゃ

ん、皆さん一緒に応援したいなという考えはあると思うんですけどその減らす方法というのはど

のように具体的に考えているのか質問します。 

○学校教育課長（泉邦彦君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 泉学校教育課長。 

○学校教育課長（泉邦彦君） 只今、ご質問の観客数の制限でございますけど、それぞれ各学校、

工夫を凝らしております。例えば一つの学校でいいますと保護者と小学生以下の兄弟の観客とい

うようなことにしておるような学校もございます。いずれに致しましても各学校この決断という

のは苦渋の中での決断ということでございました。感染防止、予防対策ということを十分に配慮

した中での実施ということでそれぞれご家族の方であったり親戚の方等も残念な思いあるかもし

れませんけれども、そこのところは今回のコロナ感染症対策ということでご理解いただけたらと

思います。以上です。 

○１１番（下野安彦君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 下野安彦議員。 

〔下野安彦議員登壇〕 

○１１番（下野安彦君） もう一点、例えば学芸会というのも開催があると思うんですけど、中

学校等では文化祭もあって家族の人も見に行きたいという気持ちだと思うんですけど、やはり狭

い体育館で密を避けるとなると、観客のいないところでそういう発表をするのも寂しいですし、

見に行けないという保護者も寂しいですけど、そこでまたカーテン等で仕切っての観覧席の考え

方をされるのか、それは各学校が判断となると思うんですけど、教育委員会としてはどういう形

が理想でしょうかというか考え方はありますか。 

○学校教育課長（泉邦彦君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 泉学校教育課長。 

○学校教育課長（泉邦彦君） ご質問の学芸会につきましてもやはりどこの学校も苦渋の決断の

中で観客の制限というところをおこなっているところでございます。ですので、それぞれ各学校

が十分に対策をした中での実施ということですので、その点につきましては教育委員会と致しま

しても尊重していきたいというふうに考えております。 

○１１番（下野安彦君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 下野安彦議員。 

〔下野安彦議員登壇〕 

○１１番（下野安彦君） それでは似たような内容とはなりますけど、２番目の質問ですが、そ

ういった９月までの各種行事が縮小や中止となってますが、先ほど課長の答弁でありましたが児

童や生徒、ＰＴＡや保護者の思いというものをかなり各学校で含まれているとは思いますけど、

どのように把握されているのかお尋ねします。 

○学校教育課長（泉邦彦君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 泉学校教育課長。 

〔泉邦彦学校教育課長登壇〕 

○学校教育課長（泉邦彦君） それでは、２番目のご質問ですけど、コロナ禍において多くのス
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ポーツ・文化行事が、縮小もしくは中止が決定されました。児童生徒並びに保護者の気持ちを考

えますと非常に残念に思っております。しかし、これは、児童生徒の安全確保を最優先して判断

されたものであり各学校が苦渋の決断をしたものでございます。どうかご理解をいただきたいと

思います。児童生徒・保護者の意見や感情の把握につきましては、それぞれの行事を変更する際

には変更の趣旨等を、説明会でありますとか、文書にて丁寧に説明をして、理解をしていただく

よう努めております。また、１学期末には児童生徒や保護者等へのアンケート調査やＰＴＡ会合

等においても十分意見等をお聞きしながら、子どもたちに寄り添いながら教育活動に反映をさせ

ているところでございます。以上、答弁とさせていただきます。 

○１１番（下野安彦君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 下野安彦議員。 

〔下野安彦議員登壇〕 

○１１番（下野安彦君） 私、この一般質問することを思いついた中ではテレビの放送の中で全

国放送があったんですけど、夏休み今までの１学期での小学６年生の質問でその子どもが伝えて

いたのがもう一度６年生をやりたいというのが放映されていました。やはり、子どもたちのコロ

ナ禍ではかなりのそういった授業やイベントが中止されたことに伴う不満がかなりたまっている

のかなというふうに感じたからでございます。といいますと先ほどの学校での説明会や文書等で

ＰＴＡとかにある程度、保護者は理解されているということだったんですけど、そしたら、今の

ところ児童の方や生徒さん、保護者からのそういった苦情等はあまり出てないということでよろ

しいでしょうか。 

○学校教育課長（泉邦彦君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 泉学校教育課長。 

○学校教育課長（泉邦彦君） 只今のところそういう報告はこちらの方に入っておりません。 

○１１番（下野安彦君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 下野安彦議員。 

〔下野安彦議員登壇〕 

○１１番（下野安彦君） 分かりました。それでは３番目で収束がまだ見えない新型コロナウイ

ルス感染であるが、学校教育の中での思い出づくりですよね、これが小学、特に中学生や高校生

になると、青春時代であります学校生活での思い出というのがやはり一番に人生の中で深く思い

出されるのではないかと思うんですけど、そういった新型コロナウイルスの縛りの中で学校や教

育委員会は子どもたちの思い出づくりをどこまで反映できているか。また、対策を残り少ない期

間にはなりますが、どう考えておられるか質問します。 

○教育長（山岡晋君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 山岡教育長。 

〔山岡晋教育長登壇〕 

○教育長（山岡晋君） 繰り返しにはなりますが、社会全体が、長期間にわたり、新型コロナウ

イルス感染症とともに生きていかなければならない状況にあって、学校教育においては、感染症

対策と子どもたちの健やかな学びの保障の両立を図り、学校ならではの学校でなければ経験でき

ない学びを大事にして、新学習指導要領が目指す学びを着実に実現していかなければならないと
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思っております。その意味で、学校行事等の特別活動は、児童生徒一人一人が集団的な協働の学

びをとおして、自分たちの力でつくり出す充足感を味わえる重要な機会、教育活動です。各学校

においては、密にならない活動内容や会場環境への配慮など感染予防対策をとった上で、規模縮

小や代替の取組を実施し、できる限り各種活動が経験できるように努めているところでございま

す。具体的に、修学旅行につきましては、現在のところ、中止ではなく旅行日程の変更をするな

どコロナ感染症の予防対策を講じて、実施する方向で進めているところでございます。また、思

い出づくりと言うときに、まず各種行事のことを考えられるのではないかと思いますけれども、

学校現場においては、かつて経験したことのない状況下、日々の学校生活の中で、特別に思い出

づくりと構えるのではなく、感染防止策を最大限図りながら、子どもたちの主体的で対話的な学

びを創意工夫した１時間、１時間の楽しい授業づくり、偏見やいじめのない明るい教育環境づく

りに教職員一丸となって取り組んでおります。その日々の授業、日々の体験、日々の活動の結果

が、子ども達の心に、これまでになく、みんなで頑張った前向きな思い出として印象深く残り、

子どもたち一人、一人のこれからの生きる力につながるように、努めていきたいと思っておりま

す。１学期末に実施した各校の児童生徒、保護者、教職員のアンケート結果からも、この困難な

状況を、力を合わせて前向きに乗り切ろうとする姿勢がそれぞれに伺え、嬉しくまた有難く思っ

ております。２学期からは、感染状況を的確に把握した上で、より確かな感染防止策に努めなが

ら、１学期には実施できなかった体験学習や外部講師を招聘した学習活動なども再開していきた

いと考えております。以上、答弁とさせていただきます。 

○１１番（下野安彦君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 下野安彦議員。 

〔下野安彦議員登壇〕 

○１１番（下野安彦君） 修学旅行の話も聞こうかと思いましたけど、先ほどでました。例えば

実施に向けて検討していくということだったんですが、具体的に県外へは考えておられない、こ

の状況の中では県内という考え方でよろしいでしょうか。 

○学校教育課長（泉邦彦君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 泉学校教育課長。 

○学校教育課長（泉邦彦君） 只今の修学旅行の件でございますけどまず教育長が答弁いたしま

したように、町内、小学校、中学校、すべての学校、実施する予定でございます。まず、小学校

につきましては実施日につきましては、来年の２月下旬から３月中旬頃で実施をする予定に致し

ております。日数につきましてもコロナ等配慮致しまして従来、２泊３日であったものを１泊２

日に変更と。行き先につきましては、今検討中というところでございます。中学校につきまして

も４つの中学実施を致します。今現在の予定ですけれども、実施日は来年度に予定をしておりま

す。行き先については検討中ということでございます。以上です。 

○１１番（下野安彦君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 下野安彦議員。 

〔下野安彦議員登壇〕 

○１１番（下野安彦君） やはり生命と健康が一番ですので、なかなか行き先を決めることは難

しいんじゃないかと思います。そういった中で各種事業縮小中止の中で、私も若い時、小さい時、
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小学校、中学校、高校の時、友達との宿泊やそういった体験が思い出深いんですけど、先ほど言

いましたように。小田の獅子越え荘でも宿泊体験とか、こういうのも今のところは縮小されてい

るのでしょうか。それとも先ほど修学旅行も実施に向けてですけど、２泊３日が１泊２日とかに

いうふうに検討されているということなんですけど、やはり２泊３日の方が楽しい思い出はでき

るしそう考えると安心な考えの中でいつも付き合いの深い同級生という形の中だったら町内だっ

たら獅子越荘などに何回か体験宿泊することによって修学旅行を縮小する分の代替案とか少しで

も思い出ができると思うんですけど、そのような対応はどのようになっていますか。 

○学校教育課長（泉邦彦君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 泉学校教育課長。 

○学校教育課長（泉邦彦君） 修学旅行の実施に向けた考え方につきましては、国交省について

もＧｏＴｏトラベルの中で修学旅行などの教育旅行は基本的に控えるべき旅行には該当しないと。

文科省につきましても教育的エリア、生徒たちの心情に考慮した上で中止ではなく、なるべく実

施としというようなことを発動されております。そういった中で日程等については短くなったり

行く先変更になったりそういうことは出てくるわけでございますけれども子どもたちの思い出作

りということで、それぞれ先生また子どもたちでじっくり話し合っていただいて中身の濃いそう

いった思い出に残る修学旅行にしてもらえるようなそういうことで進めていけたらなというふう

に考えております。 

○１１番（下野安彦君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 下野安彦議員。 

〔下野安彦議員登壇〕 

○１１番（下野安彦君） 続きまして、４番目のいかざきの大凧合戦や内子笹祭り、小田の燈籠

祭りと児童や生徒が参加していた各種イベントもありますし、町長、一番携わっておられる国際

交流協会の海外派遣も中止や縮小されているんですけど、このような子どもたちの夢に対して携

わってこられた町長としてどのように思いがあるか答弁をしていただいたらと思います。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 稲本町長。 

〔稲本隆壽町長登壇〕 

○町長（稲本隆壽君） 私の方からお答えさせていただきます。本当に地域のお祭りであったり、

凧合戦であったり、笹まつりであったり、大人だけじゃなくて子どもたちも関わって盛り上げて

いくということが軒並み中止になってしまった。本当に残念です。残念でたまりません。子ども

たちが大きくなった時に私はあれに参加したんよ、こんなふうに汗かいて地域のおじちゃんたち

と一緒にやったんよ、そんなものが作れないというのは本当に残念でなりません。もう一つ、下

野議員が言われた国際交流協会のドイツ・ローテンブルク市との交流も今年の４月に市長さん他、

子どもたちが内子町へ訪れられるという予定でございました。そして、秋口には内子の中学生た

ちをローテンブルクの方に派遣しましょうということでいろんな準備をしていたんですけど、こ

れができなくなった。ご案内のように中学生たち３００人を超える若者をドイツに送らせていた

だきました。向こうからも市長さん他大勢の皆さん方が来ていただいて交流を積み重ねてきたん

ですけど、本当に残念でなりません。実は、ローテンブルク市の市長の改選がございまして、先
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般、新しい市長さん、マルクス・マーゼル市長が就任されました。この新しい市長さんとも私メッ

セージの交換を致しまして、今まで両国が積み上げてきた交流の財産というのを大事にしたいと。

そして、将来に渡って子どもたちだけじゃなくて大人を含めて交流をやりたい。早くコロナ禍が

とけるといいですね。とけた時には、お互いに交流を再開しましょうというメッセージのやり取

りをさせていただきました。一日も早く交流が再開できることを願っているところでございます。

しかし一方でその限られた状況の中ではあってもコミュニティスクールでの地域人材の活用、あ

るいは、地域の人たちから郷土の文化や歴史、暮らし、伝統行事について学んだり、また体験し

たりする機会や自治センターでの子どもたちを対象にした自然観察やキャンプ、通学合宿などの

講座、また、青少年海外派遣ＯＧからの提案によるシリコンバレーと小田高校を結んだ遠隔授業、

国際交流協会が実施している国際理解講座など、様々な機会を活用して積極的に参加もしていた

だきたいというふうに思っておるところでございます。いずれにしても様々な機会をとらえて今

後も子どもたち、また大人も含めた交流の拡大に頑張っていきたいなというふうに思っておりま

す。以上でございます。 

○１１番（下野安彦君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 下野安彦議員。 

〔下野安彦議員登壇〕 

○１１番（下野安彦君） 町長の気持ちも聞かせていただきまして、まったくそのとおりだと思っ

ております。ローテンブルク市との交流なんですけど、どの時点で保護者やご本人さんの要望が

なければ参加はすることはないと思うんですけど。国の海外への派遣というのはどの時点でどう

いうふうに発表されるのか。またそれが内子町でどのように対応されるのかは検討されているの

でしょうか。 

○自治・学習課長（黒澤賢治君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 黒澤自治・学習課長。 

○自治・学習課長（黒澤賢治君） 私の方からお答えさせていただきます。ローテンブルク市と

の青少年海外派遣事業につきましては、例年秋口に実施をさせていただいているということで、

今年度の事業につきましては、昨年度の段階から事務レベルではやり取りをさせていただいて

おったところです。年が明けまして新型コロナウイルスが世界中に拡大していったということで

それを含めまして、ローテンブルク市の市長さんが交代されるということもありまして今後の対

応についてどうしたらいいかということで事務レベルでは協議をおこなってきたところです。そ

うした中、海外への渡航が禁止になったりしまして、３月の末にハルトル市長の方からドイツの

感染状況、またローテンブルク市での状況、そういったもののご報告がありまして、そういった

状況を踏まえ、ローテンブル市としましても安心してローテンブルク市へお越しくださいという

ような状況ではありませんし、今後の見通しがつかないというメッセージをいただきました。そ

れを受けて内子町の方でも国際交流協会また、行政としましても検討を致しまして止む無く中止

という決定を３月の末に決定させていただいた次第でございます。以上でございます。 

○１１番（下野安彦君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 下野安彦議員。 

〔下野安彦議員登壇〕 
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○１１番（下野安彦君） それは今年のことだと思うんですけど、今後の開催についての実施に

向けて国からの渡航の許可が下りたらすぐに実施しよう、ローテンブルク市との協議の中で実施

しようとされるのか、考え方をお尋ねします。 

○自治・学習課長（黒澤賢治君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 黒澤自治・学習課長。 

○自治・学習課長（黒澤賢治君） 今後のことにつきましては、まず第一にコロナの感染状況が

世界中でどうなっていくか。また渡航が許される状態であるかどうかっていうことが前提になっ

てくると思います。それを受けましてもしそういったことが許されるのであれば、完全な感染症

対策を実施しながらお互いが受け入れる側もこちらが送り出す側も安心して保護者の皆様から子

どもさんを引き受けて、連れていけるという状況が整った時にまた判断させていただきたいと

思っておりますけれども、現在のところは両市町のやり取りの中でコロナ禍が収まったのちにま

た安心してお会いしましょうというメッセージのやり取りをしておりますので現在のところはま

だ先行きが見えていないという状況ですけれども、コロナ禍が収まって渡航ができた段階でまた

新たな取り組みに向けて進めたいというふうに思っております。 

○１１番（下野安彦君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 下野安彦議員。 

〔下野安彦議員登壇〕 

○１１番（下野安彦君） 分かりました。続いてですけど、「次年度予算への考え方」について質

問します。先ほども似たような内容になるんですけど、自治会活動や区の行事、また各種団体の

事業も多くが中止や延期、縮小が続いていますが、本年度の自治会や区や各種団体の予算の執行

状況はどの程度進んでいるのか。どのくらい中止や縮小されて何パーセント程度なのか。このよ

うな現在の状況が続くと考えると、年度末の結果はどの様になると想定されているか質問します。 

○自治・学習課長（黒澤賢治君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 黒澤自治・学習課長。 

〔黒澤賢治自治・学習課長登壇〕 

○自治・学習課長（黒澤賢治君） それでは、私の方からお答えをさせていただきます。議員さ

んご指摘のとおり、新型コロナウイルス感染症の全国的な拡大に伴いまして、自治会であります

とか自治センターの事業、また各種団体の事業であったり、凧合戦、また火祭りなど伝統行事な

どが、多くの事業で中止や延期、また内容の見直しを余儀なくされている状況です。特に、自治

会では、年度当初の桜祭りでありますとか、花見など春のイベント、また町外から不特定多数の

方の参加が予想されます盆踊りであったり、夏祭り、飲食を伴う事業などが中止となっておりま

す。また、運動会などのスポーツ関係の中にも中止されているものがございます。各種団体にお

きましても、不特定多数の参加が見込まれるものや、３密回避が難しい事業などは中止となって

おります。その一方で、環境整備や防災関係事業、伝承行事であったり、人権学習会など、限ら

れた人数での実施。また屋外で感染症対策が十分に行える事業、そういったものは予定通り実施

をおこなっている状況です。また、今後も実施予定の事業もございます。また、敬老会につきま

しては、一同に会して開催するという例年どおりの開催は難しいものの、代わりに自治会の役員

さん方が該当者宅を訪問致しまして、記念品であったり、折詰などを手渡ししまして、お祝いの
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気持ちをお伝えするなど、内容を変更して実施する予定の自治会も多いとお聞きをいたしており

ます。さらに、夏祭りであったり夜市などは、地域の子どもたちにとって、毎年大変楽しみにし

ている事業であるということから、お菓子であったり図書券であったりとかそういったものを配

ることで、少しでも子どもたちの気持ちに応える、そういった取り組みをされているところもご

ざいます。このようにコロナ禍ではあっても、各自治会において実施できる方法や内容を検討し

工夫しながら事業推進にご尽力いただいておるところです。ご存じのとおり、自治会では独自の

事業も多いことや、新型コロナウイルスへの対応に違いもあることなどから、予算の執行状況を

総じて一律でお答えすることはなかなか難しいわけですけれども、現時点で概ねにはなりますけ

れども、２割から４割程度の執行状況のところが比較的多く、最終的には、これも不確定要素が

多い中でのあくまで現在での推測ということになりますけれども、各自治会ともに例年以下とい

うことで、７から８割程度の予算の執行状況と見込んでいるところが多くなるのではないかと推

測されます。また、その程度につきましては、今後の感染状況にも影響されるというふうに考え

ております。以上、答弁とさせていただきます。 

○１１番（下野安彦君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 下野安彦議員。 

〔下野安彦議員登壇〕 

○１１番（下野安彦君） ２割から４割程度の執行状況で最終的には、７、８割の執行かなとい

う想定のようでございます。私も自治会の役にもなっておりますけれども、参加したのは環境整

備の草刈程度であとは自粛、自粛で地域で皆が集まってやるイベントや行事、子どもたちから大

人までそういうのが夏祭り等などなかったら触れ合うこともなく、その後の行事の後でも飲み会

等の懇親を深めることができるわけなんですけど、自治会や区が隣は何をする人ぞがこの秋で

もっと深まるような気がして、大変、危惧しております。野外でできる行事等は、密にならない

ようにされていると聞いたんですけど、実際、まだ具体的にどういったことをされているか、事

例はありますか。 

○自治・学習課長（黒澤賢治君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 黒澤自治・学習課長。 

〔黒澤賢治自治・学習課長登壇〕 

○自治・学習課長（黒澤賢治君） これもすべての自治会で対応が同じというわけではないんで

すけど、例えば先ほど議員さんが言われた環境整備事業であったりあるいは伝承行事、例えば私

の住んでいる地域で言いますと虫送りとかそういった伝承行事であったりとか、スポーツ関係、

例えば運動会は種目が密になってなかなか難しいということで、スポーツならできるだろうとい

うことで軽スポーツに変えて実施する予定のところがあるというふうにお聞きしております。工

夫をしながら３密対策がとれたり感染症対策が取れる方法を考えて実施していったり今後される

ような検討をされるというふうにお聞きしております。 

○１１番（下野安彦君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 下野安彦議員。 

〔下野安彦議員登壇〕 

○１１番（下野安彦君） 虫送りやスポーツ大会で密にならないことをされるという答弁なんで
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すけど、国の方でＧｏＴｏキャンペーンとかそういうふうな制度もされていますけど、なかなか

経済を動かすためには、そういうことも必要だし、かといって密は避けなさいと言われるし、な

かなか判断が難しいと思うんですよ。これがずっと何もしないのが各自治会や区で続いていると

ストレスが溜まってしまい、何とかしたいなという気持ちがあるんですけど。かといって役員さ

ん集まればそれは人が集まるのは無理じゃろうと中止というのがまず先に先行してしまいます。

で、何かをしようとすると密になる体制をどう考えているのかというのになるとみんな答弁がで

きなくなるので、そしたら無難なのは何もせずにおりますかということになってしまうんですけ

ど、町長どうなんですかね。この考え方。密にならないようにやっていかなければ、もう安心安

全は何もしないことですとなってしまって、もうそれが正義になってしまって、何かをしたら、

この人危ないねというとらわれ方をすると思うんですけどどうでしょうか。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 稲本町長。 

○町長（稲本隆壽君） 国等もいろんな生活様式とか行動のガイドラインみたいなものも出して

おりますから、それをしっかり守ってその範囲内でちゃんと工夫をしていくということであまり

言葉は適切ではないかもしれませんが、過剰反応でブレーキを踏んでしまうというのもいかがな

ものかなというのはあります。全体できちんとやった上でやれることはやっていけばいいという

ふうに私は受け止めております。以上です。 

○１１番（下野安彦君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 下野安彦議員。 

〔下野安彦議員登壇〕 

○１１番（下野安彦君） 大変難しい問題ではありますけれども、地域が潤って地域経済もまわっ

ていくためにはｗｉｔｈコロナというふうに言われておりますけれども、何か考えて行動はして

いかないと何もしないことが正義だというふうになってしまうと何も思い出もなく、何もできな

くなると思います。 

 続いてですけど、これから１２月の次年度の予算要求やヒアリングが行われると思うんですけ

ど、コロナウイルスの終息が見えない中、ヒアリングがおこなわれると思うんですけど、先ほど

から言います新型コロナの終息が見えない中で、各種団体や区や自治会はどのような次年度の予

算の編成を考えていけばいいのか。収束するものだと信じて例年どおりの考え方でいいのかをお

尋ねします。 

○自治・学習課長（黒澤賢治君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 黒澤自治・学習課長。 

〔黒澤賢治自治・学習課長登壇〕 

○自治・学習課長（黒澤賢治君） それではお答えをさせていただきます。先ほど答弁もさせて

いただきましたけれども、新型コロナウイルスの収束が見えない状況の中、自治会や各種団体に

おける、今年度事業の実施やそれに伴う予算の執行について現時点で推測することは非常に難し

く、最終的に実績として決算されるのはおそらく各団体ともに年度末から来年度初めころになる

ものと思っております。しかしながら、各自治会におきましては、地域における学習活動であっ

たり、地域づくり、また住民の絆や生きがいづくり、そして防災・減災活動の要であります。そ
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して、各種団体は、それぞれの目的に沿った活動を通して、心身ともに健康で住みよい地域の創

出、また観光交流の振興など不可欠な存在となっております。このように、現在では各団体等の

決算状況の推測が非常に難しいこと、そしてこの先にも不確定要素が多いこと、また、それぞれ

の団体は、内子町のまちづくりを担う重要な組織・団体であることから、町と致しましては、来

年度の補助金等の予算につきましては、コロナの状況でありますとか、団体の予算執行状況を見

守りながら、その収束のいかんにかかわらず、自治会や各種団体が例年同様の目的や計画を実現

するための事業が円滑に実施できるよう配慮をさせていただき、柔軟に対応させていただきたい

と考えております。以上、答弁とさせていただきます。 

○１１番（下野安彦君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 下野安彦議員。 

〔下野安彦議員登壇〕 

○１１番（下野安彦君） コロナウイルスの影響で本年度できなかった事業ということが明確に

なっていれば執行率をみて、次年度予算を考えるのが普通ですけど、そういった判断は今年ウイ

ルスの影響だから、イベントや事業ができてないけど、次年度の予算としては、それは当然とい

うことで判断されるということでよろしいでしょうか。 

○自治・学習課長（黒澤賢治君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 黒澤自治・学習課長。 

○自治・学習課長（黒澤賢治君） 先ほども答弁させていただきましたけど、各自治会、団体が

例年同様、あるいは今年度できなかった分まで目的に応じた事業が円滑に実施できるよう、効果

的に実施できるよう、柔軟に予算編成については対応していただきたいというふうに考えており

ます。以上でございます。 

○１１番（下野安彦君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 下野安彦議員。 

〔下野安彦議員登壇〕 

○１１番（下野安彦君） 先ほど町長にも質問しましたけれども、何もイベントをやらないでし

まうと、経済も何もまわらなくなるし、近所の皆さんとの交流も薄くなってしまいますので、早

くワクチンができることを祈りまして、今回の質問を終わります。ありがとうございました。 

○議長（森永和夫君） ここで暫時休憩します。午前１１時２０分から再開を致します。 

 

午前１１時０６分 休憩 

 

午前１１時２０分 再開 

 

○議長（森永和夫君） 休憩前に続き、会議を開きます。 

 次に、向井一富議員の発言を許します。 

○３番（向井一富君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 向井一富議員。 

〔向井一富議員登壇〕 
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○３番（向井一富君） ３番、向井一富です。９月議会にあたりまして、一般質問通告書に基づ

き、この度は大きく３つの項目について質問させていただきます。今回は一問一答方式で質問さ

せていただきますが、初めてですので不手際等あるかと存じますがご了承のほど、よろしくお願

い申し上げます。 

 まず、先般、回覧にて各戸配布されました第２期内子町総合計画まちづくり戦略についてお尋

ね致します。このことについては、後日、委員会等で詳しく説明があるかと思いますが、前もっ

て情報があるとありがたいと考え、質問致します。 

 その中、一点目、戦略１、稼ぐ力のある内子町を目指すの中から、質問致します。その中の１

つ目は、前期５年間の総括として、果たして内子町民は稼げているのだろうか。５年前より稼げ

るようになったのだろうか。個人所得等がどう推移したのか。前期の総評をお聞かせ願いたいと

思います。よろしくお願い致します。 

○議長（森永和夫君） 只今の向井一富議員の質問に対して理事者の答弁を求めます。 

○農林振興課長（山中保正君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 山中農林振興課長。 

〔山中保正農林振興課長登壇〕 

○農林振興課長（山中保正君） それでは、内子町民は稼げているのか、個人所得等がどう推移

したのかという質問ですが、平成２９年度愛媛県市町民所得統計の数値を見てみますと、内子町

の一人当たりの町民所得は、２７年度は、２２２万９，０００円、２８年度につきましては、２

３０万８，０００円、２９年度は、２４３万７，０００円となっています。３か年で見てみます

と、９．３％の増になっております。農林業分野につきましては、農林振興課で内子町全体の農

林生産物販売実績について調査をおこなっております。平成２７年度につきましては、総販売額

３１億８，５５８万１，０００円でしたが、３１年度には、５．４％の増の３３億５，６８８万

５，０００円となっています。過去５年間では、西日本豪雨などの影響等を受け減少した年もあ

りますが全体的に伸びてきています。販売額が伸びた要因として、青系ぶどうなど新規作物の導

入や農林業施設整備に伴う補助事業の活用などがあげられます。結果、ブドウ・キウイフルーツ

など反収も大幅に伸びています。また、町内事業者と連携し、地場産品の販路開拓を平成２７年

度から実施しており、２７年度の売上高は、１億３９０万３，０００円でしたが、３１年度には、

１２８％増の２億３，６８０万２，００００円と右肩上がりで売上が伸びてきております。売上

が伸びた要因と致しまして、東京・大阪・台湾へ販路拡大したことや、消費者ニーズに対応する

ため首都圏向けに新商品を開発したことです。以上のようなことから、少しずつではありますが

個人所得が伸びてきています。以上、答弁とさせていただきます。 

○３番（向井一富君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 向井一富議員。 

〔向井一富議員登壇〕 

○３番（向井一富君） しっかりと対応していただいて５年間の数字が売り上げとして伸びてい

ると稼げる町になっていると確信めいたご答弁ありがとうございました。 

 続きまして、２番目のご質問に参ります。今度は、後期の戦略の中の内子ならではの「稼ぎ方」

の中に２１世紀は「小規模分散」への転換とありますが具体的にはどういうことを意味されてい
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るのか。ご教示願いたいと思います。 

○総務課長（山岡敦君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 山岡総務課長。 

〔山岡敦総務課長登壇〕 

○総務課長（山岡敦君） 議員ご質問の第２期内子町総合計画基本構想にあります、『２１世紀は

「小規模・分散」への転換をはかること』とございます。これは、後期計画ということではなく

て、第２期内子町総合計画の基本構想ということでございますので、前期計画から継続してこの

小規模分散への転換を図ることを目標として、まちづくりを進めてございます。この意味はと申

しますと、「都市部への人口集中」、また「大量生産・大量消費」、「スクラップ＆ビルド」、「金銭

的な豊かさ」などの高度経済成長がもたらせた２０世紀のような社会ではなくて、規模は小さく

ても地域ごとの特徴を生かした自立的で持続性のある社会を構築すること、都市部にはない「美

しい農村景観」やその中での「暮らし」、「食」、「伝統文化」や「伝統技術」、「地域コミュニティ」

等の地域資源に磨きをかけ、「稼ぐ力」に変えていくということでございます。内子町総合計画基

本構想の戦略１「稼ぐ力のある内子町を目指す」では、「小規模分散」型の「稼ぐ力」の代表例は

「内子フレッシュパークからり」であるとしています。基本構想をそのまま引用すれば、「からり」

は、買い手が見えない大規模出荷型の農業から、消費者と顔の見える直接やりとりする小規模分

散型へと転換させる中で、生産者の「稼ぐ力」を育て、ひいては「攻めの農業」へとつなげて参

りました。これは、からりだけに当てはまることではございません。繰り返しになりますが、豊

かな自然、特色ある町並みと商業空間、優れた企業人を輩出した内子町の創業の遺伝子、それら

内子ならではの地域資源にさらに磨きかけ、それを「稼ぐ力」に変えていくということを目指す

ということでこの基本構想の中で小規模分散型への転換をはかるとさせていただいているところ

でございます。以上、答弁とさせていただきます。 

○３番（向井一富君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 向井一富議員。 

〔向井一富議員登壇〕 

○３番（向井一富君） 今の答弁でございます、からりを代表とする小規模な農家がそれぞれ自

分の名前を生かして販売をするという形の販売形態を説明されたのかなと思いますけれども、な

かなかそれでは全体の売り上げが伸びるというのは想像がつきにくいんですけど、やはり農協を

中心にした販売、一元集荷で販売をしていくっていう、都会へそれをもっていくという販売の仕

方が王道にあって補助的にそういう売り方もあるのかなと思うんですけど、大々的に小規模分散

型というのは、なかなかこういう計画の中に入れるというのはいかがなものかなと思うんですけ

ど、そこら辺、いかがでしょうか。 

○総務課長（山岡敦君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 山岡総務課長。 

○総務課長（山岡敦君） 内子フレッシュパークからりを例に挙げましたが、内子町の資源、特

色に磨きをかけていくというのは例えばずっと内子で取り組んで参りました町並保存であります

とか、景観の保存、現在ではわずかながら、手しごとの会あたりで伝統芸能をさらに伝統技術を

さらに磨き上げながら内子のファンを獲得していくということに私はあるんじゃないかなと思っ
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ております。ある意味で大量生産、それから大量に都市部への販路拡大を目指すというのも一つ

の方法かもしれませんけど、やはり内子を好きになっていただくということがこれからの交流人

口の拡大にもつながりますし、足腰の強いまちづくりができているのではないかなと。それがひ

いては内子に移住を増やすことができたり、定住を進めることができるのではないかなというふ

うに思いまして、将来を見据えた時にやっぱりこういうまちづくりの方がやはり将来的にも生き

残れるような町になるのではないかなというふうに考えているところでございます。 

○３番（向井一富君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 向井一富議員。 

〔向井一富議員登壇〕 

○３番（向井一富君） 意図は十分理解はするのですけれども、現実がちょっと並行して進んで

ないのかなというところもあります。コロナ問題で東京集中型というのが本当に状況として悪い

状況になっているので人口を分散するというのはいい流れになると思います。そういった意味で

はその考えもあるかと思いますけれども、稼ぐ力の中ではもう少し言葉の選び方というのがあっ

てもよかったのかなと思うんですけど、それはいいとして、２０世紀に入ってもなかなか大型店

舗とか大型商業施設の参入がますます進んで大規模集約型が主役になる関係があると思います。

商店街の空洞化が現在進んでおりまして、まさに商店街が小規模分散にあたると考えますけど、

商店街の再生をどう考えていけばいいのか。よかったらご答弁を願いたいと思います。 

○議長（森永和夫君） 向井一富議員、今の質問は、少し通告と外れているように思います。 

○３番（向井一富君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 向井一富議員。 

〔向井一富議員登壇〕 

○３番（向井一富君） 小規模分散とのつながりを説明したつもりなんですけど。例えば大型商

業施設が大規模集約型であれば、やはり商店街というのは小規模分散型になるのではなるのかな

と思いますので空洞化に対しての思いを解消すべく何か手立てはあるのかということを質問した

くて質問しました。 

○総務課長（山岡敦君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 山岡総務課長。 

○総務課長（山岡敦君） この稼ぐ力のある内子町を目指すの中で小規模分散型の取り組みとい

うことについてふれております。小規模分散型にすることがすなわち稼ぐ力のある内子町をめざ

すだけではございませんので、議員もご承知のようにこのまちづくり戦略の戦略１の稼ぐ力のあ

る内子町を目指すの中には、大規模集中から小規模分散へはかることも一つの方法であるという

ふうに規定をしているところでございまして、例えば商店街のあたりの活性化だと、商業者と行

政が共同して特色のある賑わいのある商店を作るという部分で具体的な取り組みとしては実行計

画の中で賑わいのある商店街といったところで具体的に施策を進めているという部分がございま

す。大規模店が町内にも出店する中でやはりそのあおりを受けて商店街が衰退をしていくという

のは内子だけではなくて、全国的なところで見られるわけですけど、内子はそういう中におきま

してもこれだけ町並を訪れていただく方がいらっしゃる。町を愛していただく方がいらっしゃる

中でどう商店街をこれからどう住民の憩いの場にしていくかとか、交流の場にしていくかという
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そういう考え方に立って再生をする必要があるのではないか。また、いろいろな方が起業する中

で現在商店街の中でもぼちぼちと新たにパン屋さんはじめたり、いろんな起業される方がいらっ

しゃいますのでそういうふうなところも行政、精一杯応援していきたいということで、補助制度

のメニューを作って立ち向かっているところでございますので、いずれにしましてもすべてにお

いて大規模集中型ということになるのではなくて、いろいろな手法をもって小規模だけどコツコ

ツと積み上げるとそういったような努力が必要ではないかなというところをこの総合計画のまち

づくり戦略の中では書かせていただいているつもりでございます。 

○３番（向井一富君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 向井一富議員。 

〔向井一富議員登壇〕 

○３番（向井一富君） わかりました。とにかく、コロナで観光客もなかなか戻ってこない状況

が生まれてくるんじゃないかなと思います。外国の入国される方もいつ回復してくるかよくわか

らない中でしっかりとそういう観光客が戻ってくる時にはしっかりと元気のある商店街にしてお

出迎えできるようなまちづくりを目指していただきたいなと思いますので、次の質問に移らせて

いただきます。 

この項目の３つ目の質問は、攻めの農業の展開とあります。たしかに町単位の補助事業を利用

して作物転換施設導入で攻めの農業が図られていることは肌でも感じております。愛媛たいき農

協の農産物取り扱い金額もキウイフルーツや青系ブドウの生産量の増大で全体の売り上げを押し

上げております。特にブドウにおいては内子町は愛媛県で第１位の販売量で全国でも８２位との

データもあります。作物転換は手厚く順調に行われておると思いますけど、その中で若干、干害

対策が手薄になっているのではないかとここ数年の異常気象で水タンクを積んで簡水用の水を運

ぶ農家さんを多く見かけるようになりました。特に今年はひどい状況になっておりまして減収は

否めません。先ほど挙げたキウイフルーツ、ブドウは水の存在が非常に重要な繊細な作物です。

このことに今後どう対処していけばいいのか。何か対策があればお聞かせください。 

○農林振興課長（山中保正君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 山中農林振興課長。 

〔山中保正農林振興課長登壇〕 

○農林振興課長（山中保正君） 干害対策が手薄だと感じるが、対策はあるのかといったご質問

です。近年の気象条件から見ても、これまでにない猛暑といった環境の変化の中で安定的な農業

を営むためにも、干害対策はこれまで以上に必要で欠かすことができない事だと思います。町が

主体となり国や県の補助を活用して整備している事業では、大瀬の中野地区と五十崎の大久喜地

区の用排水施設整備などがあげられます。また、県営事業では、龍宮堰の整備、富長のほ場整備

に合わせた、ため池の整備などを実施しました。現在進めている事業といたしましては、満穂地

区の営農飲雑用水施設整備や大登団地・門松団地・２３０高地の用排水施設の整備を進めている

ところです。また、町の単独事業といたしましては、内子町農林業施設整備事業があります。こ

れは、農林業者が整備する施設の資材代に対して補助を行うもので、小規模な貯水槽なども補助

対象になりますのでご活用していただいたらと思います。地域によっては、まだまだ水不足に頭

を悩ませている地域もございます。今後とも、水不足解消に向けて地域に出向き、どのような事
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業が地元にとってベストな選択なのか話し合いながら進めていきたいと思います。以上答弁とさ

せていただきます。 

○３番（向井一富君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 向井一富議員。 

〔向井一富議員登壇〕 

○３番（向井一富君） ありがとうございます。手厚く支援をしていただいて農家の方も本当に

助かっている部分もあります。水の問題は大きな問題ですので引き続きよろしくお願い申し上げ

ます。 

この項目の４つ目はこの度のコロナ等で稼ぎたくても稼げない稼げなくなった人が全国でもた

くさんおられます。そこで社会福祉協議会でお金が借りられる緊急小口資金総合支援資金等の特

別貸し付けの現状をお尋ねしますが、先ほどの町長のあいさつの中でも入っておりましたのです

が、また重ねてお願い致します。緊急小口資金貸付については、全国においても８月の２４日時

点で１，０４５億円となっていて２００９年のリーマンショックの時の８０倍にもなっています。

内子町でもその傾向があるのではないかと想像できますので、現状を答えられる範囲でお答えく

ださいということでよろしくお願い申し上げます。 

○保健福祉課長（曽根岡伸也君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 曽根岡保健福祉課長。 

〔曽根岡伸也保健福祉課長登壇〕 

○保健福祉課長（曽根岡伸也君） 特例貸付の現状についてお答え申し上げます。この貸付事業

につきましては、内子町社会福祉協議会が窓口となって行っている生活福祉資金貸付事業のうち

新型コロナウイルス感染症の影響で生活資金にお困りの方向けの貸付でございまして、現在まで

の特例貸付件数は２２件。貸付金額は４１０万円でございます。 

○３番（向井一富君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 向井一富議員。 

〔向井一富議員登壇〕 

○３番（向井一富君） この制度を十分に知ってない方もおられると思うんですけど、なかなか

借りにくいというところもあると思うんです。現実問題としては。個人の問題ではありますが、

借りたお金は返さないといけないし、しかし仕事はない。このことに稼げる町としてはどう向き

合うのか、具体的に何か対策があればよろしくお願いします。 

○保健福祉課長（曽根岡伸也君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 曽根岡保健福祉課長。 

○保健福祉課長（曽根岡伸也君） この制度をしっかり町民の方にお届けするためには言われま

すように、周知啓発活動が大変重要だと思っているところです。町の方では全戸回覧での回覧も

おこないました。それから、広報うちこでのそれぞれの融資事業などについての周知を広報で行

わせていただいているところです。今後におきましても社会福祉協議会が窓口でございますから

生活相談の一環としてしっかり対応をさせていただきたいというふうに考えておるところでござ

います。 

○３番（向井一富君） 議長。 
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○議長（森永和夫君） 向井一富議員。 

〔向井一富議員登壇〕 

○３番（向井一富君） 先ほど申したとおり、稼ぐ力の町を標語されておりますので、こういっ

た困っている方、お金を貸してもらうのはありがたいことですが、その後どうしていったらいい

のかっていう手厚い支援をぜひ差し伸べてもらいたいなと思いますのでよろしくお願いします。 

 この項目の５つ目、戦略１、稼ぐ力の最後の質問になりますが、コロナにより今後数年稼ぐこ

とが難しい場面が想像されますが、コロナが後期計画にどう影響し、計画の見直しも余儀なくさ

れることも想定されますが、そこのところのお考えをお聞かせ願いたいと思います。 

○総務課長（山岡敦君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 山岡総務課長。 

〔山岡敦総務課長登壇〕 

○総務課長（山岡敦君） 第２期内子町総合計画後期計画は、昨年度、町民学習会や町民まちづ

くりアンケートの実施に加えまして、住民メンバー２３名と役場職員２６名がそれぞれのテーマ

ごとに策定チームを編成して、後期計画の重要施策、ミライ・プランの策定を行ったところです。

また、初めての試みとして、町内の中学生・高校生が「将来、住みたい内子町」について話し合

う「学校別未来づくりワークショップ」を開催し、中・高校生の考えを計画に取り入れておりま

す。これらの策定作業については、新型コロナウイルス感染症が拡大する前に終了致しておりま

すので、コロナ禍を想定した計画にはなってございません。そのため、新型コロナウイルス感染

症のような突発的な事案につきましては、基本計画にとらわれることなく、柔軟な対応を行って

まいりたいと思っております。具体的に申しますと、これから最終段階で整備、確認致します実

施計画、いわゆる私たちの課の仕事の中で、柔軟に対応していきたいと考えておりますので、い

ずれにしましても今後住民の皆さんと対話をしながらこの実施計画づくりに推進していきたいと

いう風に思います。基本計画というのは、基本構想部分は１０年間の総花的な町も目標、基本計

画は前期、後期、５年ごとのまちづくりの目標を定めるというものでございますので、こういう

突発的な事象に対して、その計画の中に盛り込むのが果たしてどうなのかということもございま

す。そういう部分につきましては、繰り返しになりますが、柔軟に対応ができる実施計画の中で

対応しながら進めて参りたいと考えております。 

○３番（向井一富君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 向井一富議員。 

〔向井一富議員登壇〕 

○３番（向井一富君） 続いて、住み続けられる内子町をめざすについてお尋ね致します。その

中の一つ目は、前期の総括として、果たして内子町は住み続けられる町になっているのか、そこ

のところをどう評価されているのか、お聞かせ願いたいと思います。 

○総務課長（山岡敦君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 山岡総務課長。 

〔山岡敦総務課長登壇〕 

○総務課長（山岡敦君） 第２期内子町総合計画後期計画基本構想では、「住み続けられる」内子

町をめざすために「規模拡大のまちづくりからの転換」、それから「内子流のコンパクトなまちづ
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くり」、「町民と行政が力を合わせて、安心・安全を築く」、また「ＵＩターン人口を確保する」、

「愛着と誇りの持てる町」を掲げてございます。町としては、企業誘致や移住につなげるため、

町内全域への光ファイバー網の整備を行い、空き家バンク制度や移住体験住宅の整備による移住

促進、地域おこし協力隊の積極的活用による地域活性化に取り組みました。また、安全で安心し

て暮らせるように、防災行政無線の整備、消防設備の充実強化、防災計画や防災マップの改訂、

自治会館の耐震・建替、防災士を養成するなど自主防災力の強化も行ってまいりました。さらに、

子育て支援の充実のため、認定こども園の開設、放課後こども教室等の充実強化、子育て家庭へ

の経済的支援、こども支援課及び発達自立支援センターの設置など、計画に沿って着実に事業を

推進してまいっているところです。その結果、住み続けられるための環境や制度面で、一定の成

果は上がっているものと認識しておりますが、依然、社会減による人口減少に歯止めがかからず、

厳しい状況が続いていると分析をしております。そのため、こういった諸問題の課題を分析しな

がら、引き続き後期計画で「住み続けられる」内子町をめざした事業に取り組んでまいりたいと

考えております。 

○３番（向井一富君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 向井一富議員。 

〔向井一富議員登壇〕 

○３番（向井一富君） この点で具体的にＵ・Ｉターンの確保はできたのか。特殊出生率は計画

とおり推移したのか。お答えいただきたいと思います。 

○総務課長（山岡敦君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 山岡総務課長。 

○総務課長（山岡敦君） お答えする前に、合計特殊出生率は次の項目の質問になりますが、こ

れは新たな質問ということでよろしいでしょうか。 

○３番（向井一富君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 向井一富議員。 

〔向井一富議員登壇〕 

○３番（向井一富君） 先ほどの質問が終わって、次の質問に入りました。申しわけありません。

ということでよろしくお願いします。 

○総務課長（山岡敦君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 山岡総務課長。 

〔山岡敦総務課長登壇〕 

○総務課長（山岡敦君） 移住者の受け入れを推進するための施策としては、「空き家バンク制

度」、それから「定住促進事業補助金や移住者住宅改修支援事業」、また「都市部での移住フェア

への参加」、「移住サポーター制度」などを活用しながら、平成３１年度までに１００世帯２６５

人の移住者を確保するように計画しておりました。移住者の統計を取り始めた平成１９年度から

令和元年度までの移住者数は、８２世帯、１７１人となっております。こちら達成率で申し上げ

ますと、世帯数ベースで８２％、移住者数ベースで６４．５％の達成率となってございます。た

だし、この数字は町の相談窓口を通じて移住された方のカウントでございますので、直接内子町

へ移住された方は、すべてを含んでいるわけではございません。現状では目標数値を達成できて
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おりませんが、一方でここ数年、地域おこし協力隊の活躍もありまして、小田地域への移住者が

徐々に増加傾向にあるというニュースも報道されてございます。現在はコロナ禍の影響で対面で

の移住相談は行えていないような状況ですけど、移住ポータルサイトでの情報発信、それから移

住促進動画の積極的な活用であるとか、オンラインでの移住相談等を行いながら、移住者の受け

入れに努めている所でございます。次に、合計特殊出生率のことを触れられました。町は、子育

て世代の移住者受け入れに加えて、放課後児童クラブなどの拡充、それから内子町子ども医療費

助成事業の創設、うちこ子育て応援事業の創設、愛顔の子育て応援事業、子育て世代包括支援セ

ンター、ニコニコサポートの設立、発達支援センターの設立、子育て支援センター事業の充実、

また保育園の建て替え等による保育環境の充実・強化など多方面から子育て、育児、出産、教育

を支援しております。しかし、平成３１年度の目標１．６人に対しまして、現状は１．２５人と

なってございまして、現在のところ数値が下がった原因分析については、詳細についてできてお

りませんが、今後もさらに子育て支援の充実・強化に努めてまいりたいというふうに考えている

ところでございます。 

○３番（向井一富君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 向井一富議員。 

〔向井一富議員登壇〕 

○３番（向井一富君） 子育て支援については内子町は周辺の市町村から、うらやましがられる

くらい中学３年生までの医療費の無料化とか、大洲や八幡浜もこの度やるようになっております

けれども、内子町はそういう市町村に先んじてしっかりと子育て支援をしているということで、

内外に強くアピールしていただいて、なお子どもをたくさん産んで育てれる町みたいな感じの施

策をとっていただきたいなと思います。宣伝もしっかりとやっていただきたいなと思います。 

 ３つ目に入ります。後期の戦略２の中に高齢者や障がい者福祉を充実させるとありますけれど

も、２０２５年問題、２０４０年問題と高齢化がますます進行していきます。介護施設の不足等、

介護の考え方も見直す必要に迫られると思います。そこで家庭で介護の必要に迫られる場合、介

護向け住宅改造や福祉用具の需要が必要になると思います。その介護用住宅改造、福祉用具の費

用を現在は一時的に全額個人が負担することになっておりますが、それが荷になるご家庭もある

と思いますので高額医療費等でも導入されている受領委任払い制度にに転換できないかお尋ね致

します。ここで一点お詫びを申し上げます。一般質問通告書の中で、この受領委任払いのことを

委託払いということで通告しとったんですけど、お詫びして訂正していただきたいと思います。

誠に申し訳ありませんでした。その点についてお尋ね致します。 

○保健福祉課長（曽根岡伸也君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 曽根岡保健福祉課長。 

〔曽根岡伸也保健福祉課長登壇〕 

○保健福祉課長（曽根岡伸也君） 介護住宅改造等で費用の受領委任払いは導入できないかとい

うご質問でございますが、内子町では一旦全額１０割を支払って頂きまして、その後に所得に応

じた介護給付分の支給を受けるという償還払いにより、住宅改修費支給事業を行っているところ

でございます。ご指摘の受領委任払いの導入につきましては、より利用しやすい制度とするため、

償還払いと受領委任払いを選択できるように要綱の整備をしたいと考えておるとところでござい
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ます。 

○３番（向井一富君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 向井一富議員。 

〔向井一富議員登壇〕 

○３番（向井一富君） 理にかなったご判断、ありがとうございます。しっかりとこのことでた

めらわれている方もちょいちょいおいでるみたいでしたので、すごくありがいと思いますのでよ

ろしくお願いしたいと思います。 

 住み続けられる町についての最後の質問になりますけれども、ｗｉｔｈコロナで住み続けられ

る新しい生活形式が問われております。そのコロナ禍の新しい生活が後期計画にどう反映されて

いくのか。先ほど稼ぐ力のところでもありましたけれども、再度、住み続ける町についてもご答

弁をお願いしたいと思います。 

○保健福祉課長（曽根岡伸也君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 曽根岡保健福祉課長。 

〔曽根岡伸也保健福祉課長登壇〕 

○保健福祉課長（曽根岡伸也君） 新しい生活様式につきましては、日常生活の各場面において

国民一人ひとりが習慣として身に付ける必要がある基本的な感染防止対策として、国が提案して

いるものでございます。国民全体に広く呼びかけているものでございまして、内子町が独自に提

唱を行うものではないことから、総合計画の中には「新しい生活様式」を受けた独自目標は定め

ることは致しません。国の提唱に沿い、各課、各分野で行います町民対象の活動や、健康増進事

業のあらゆる場面において周知や啓発に努めてまいりたいと考えております。 

○３番（向井一富君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 向井一富議員。 

〔向井一富議員登壇〕 

○３番（向井一富君） この最近、コロナ回避で田園回帰や分散型社会がしきりに呼ばれており

ます。先ほども申しましたように東京一極集中の弊害がここにきてでているんじゃないかなと思

います。そういった意味では各自治体が人々の分散をしっかりとうけもつという形で進んでいた

だきたいと思いますけれども、そういう意味では内子町に来ていただくような施策、特に重点的

な施策というものが何かあれば教えてもらいたいと思うんですけど。 

○総務課長（山岡敦君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 山岡総務課長。 

○総務課長（山岡敦君） 先ほど移住定住の部分でも申し上げました中でちょっと触れてなかっ

た部分がございます。実は現在、愛媛県といたしましてもそういったような観点、特にコロナ禍

の中で地方分散というか、今だからできる地方の魅力の発信ということを考えまして、現在、Ｎ

ＰＯ法人、ふるさと回帰センターの報告によりますと、いろいろなセンターでの面談とかセミナー

を開催することによって、移住相談、移住者が右肩上がりに増えているという状況でございます。

愛媛県にもかなり移住者が入ってきているという部分で内子町もそれに乗じる形で一生懸命取り

組んでいきたいなと思いますがこれからの一つの在り方として地方で仕事ができるというそうい

う施策が今現在、進めようとしておりまして、具体的にいうとテレワーク、それからバケーショ
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ンを併せたワーケーションとかいう新しい言葉も生まれてきますが、田舎暮らしを体験しながら

仕事ができるという魅力を発信していこうということで、ひいては移住者の獲得につなげていく

というところで現在、南予地方局を中心にそういう事業も取り組んでおりますし、内子町として

も県と歩調を合わせながらまだ決定ではございませんが、そういう動きも視野に入れて現在取り

組んでいるところでございますので、これからの動きに注目をしていただきたいというふうに

思っております。これも一つ先ほど言いましたように、内子町のきらりと光る魅力、これに磨き

をかけて移住定住の幅広い分野で多くのチャンスが生まれるというふうに考えております。 

○３番（向井一富君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 向井一富議員。 

〔向井一富議員登壇〕 

○３番（向井一富君） そこら辺のことでしっかりと対応をしていただきたいと思います。ピン

チはチャンスととらえてですね、ここがチャンスの入り口なんだということで内子町がしっかり

と都会の人を受け入れるような仕組みを作っていただきたいと思います。 

 続きまして、コロナ対策の大きな項目の２つ目、コロナ対策の地方創生臨時交付金の内子町の

活用状況についてお尋ねします。まずこの項の一つ目は、具体的にどのように使途されたか。１

次２次の地方創生臨時交付金は、内子町ではどのように使途をされたか、また、使用されようと

計画されているかお尋ね致します。 

○総務課長（山岡敦君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 山岡総務課長。 

〔山岡敦総務課長登壇〕 

○総務課長（山岡敦君） 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金は、新型コロナウ

イルス感染拡大を防止するとともに、感染拡大の影響を受けている地域経済や住民生活を支援し、

地方公共団体が地域の実情に応じてきめ細やかに必要な事業を実施できるように創設された事業

でございます。１次配分の使途については、感染拡大の防止策、新型コロナウイルス感染拡大の

影響を受けた地域経済や住民の支援とされてございます。町で計画した主な事業ですが、感染拡

大の防止策と致しましては、非接触型、顔認証付検温システムや非接触型体温計、飛沫防止パネ

ルなどの整備などをおこなっております。また、新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けた事

業者の経営の安定と継続を支援するため、コロナ対策融資への利子補給や事業者経営安定補助金、

そのほか、ＧＩＧＡスクール構想に基づくタブレット端末やネットワークの強靭化、Ｗｅｂ会議

システム導入事業などをおこなってございます。 

次に、２次配分の使途でございますが、家賃支援を含む事業継続や雇用維持への対応、「新しい

生活様式」を踏まえた地域経済の活性化等への対応とされております。現在、２次配分の事業計

画を全町あげて検討している段階でございまして、今月中には取りまとめ、国の方に申請をした

いというふうに考えております。具体的な政策立案ができましたら、速やかに議会へもお諮りし

たいと考えておりますのでよろしくお願い致します。 

○３番（向井一富君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 向井一富議員。 

〔向井一富議員登壇〕 
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○３番（向井一富君） 次にこの項目の２つ目、５月１日以降、ひとり親世帯等臨時特別給付金

支給受給者と同等の環境、コロナで厳しい環境に置かれた対象者の方は５月１日以降おられるか

どうか確認したいと思います。よろしくお願いします。 

○こども支援課長（前野良二君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 前野こども支援課長。 

〔前野良二こども支援課長登壇〕 

○こども支援課長（前野良二君） ご質問の内子町ひとり親世帯臨時特別給付金は、令和２年５

月分児童扶養手当受給世帯を対象に給付させていただきました。ご質問の主旨からすると、新た

に、令和２年６月分以降、新たに児童扶養手当受給世帯に認定された世帯数のことと考えますが、

その世帯数は現在４世帯でございます。 

○３番（向井一富君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 向井一富議員。 

〔向井一富議員登壇〕 

○３番（向井一富君） ６月の質問では５月１日以降にそういう状況になったひとり親世帯に給

付金を出すのか出さないのかという質問をさせていただいた時には、出しませんという形で答弁

をいただきました。制度があるので仕方がないのかなと思うんですけれども、第二次の補正臨時

交付金も出るということでございますので再度考え方が変わらないのか、答弁をお願いしたいと

思います。 

○こども支援課長（前野良二君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 前野こども支援課長。 

○こども支援課長（前野良二君）前回の議会の時にも答弁させていただきました。今回の給付金

は新型コロナウイルス拡大により学校の休校などで家計の影響が大きかったひとり親世帯に対し、

できるだけ早く支援をすることを目的として支給をさせていただきました。現在では学校も５月

２５日には、再開されて子どもたちも家で過ごす時間も減って、家計の負担も軽減されてたと考

えております。前回の私の答弁と繰り返しにはなりますけれども、そういったことを踏まえると

この給付金の目的は果たされており、現状ではこの給付金を活用した対象世帯の拡大支給は現在

のところ考えておりません。 

○３番（向井一富君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 向井一富議員。 

〔向井一富議員登壇〕 

○３番（向井一富君） 分かりました。 

 続きまして、特別定額給付金について。今年の４月２日から４月２７日の間にお子様が例えば

生まれたとすれば、２７日以降に生まれたお子様と同級生ながら少し差が出て言葉が悪いですけ

ど差別されたような感じになるんじゃないかなという思いをされている方が全国には多くおられ

るのと、このコロナ禍の中で、おなかで育てながら厳しい状況でお困りの中で子どもさんを出産

されるという思いを込めてこの特別定額給付金を今年の４月２７日から来年の４月１日まで支給

するという自治体も全国にかなりおられるんですけど、それの取り組みについてはいかがでしょ

うか。出すことはできないでしょうか。出来ないか。 
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○こども支援課長（前野良二君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 前野こども支援課長。 

〔前野良二こども支援課長登壇〕 

○こども支援課長（前野良二君） ご質問にあった地方創生臨時交付金、現在、内子町の子育て

世帯の現状については向井議員さんのおっしゃったとおり、我々もよく理解しております。地方

創生臨時交付金、元々の趣旨というのが国民一人当たり１０万円の給付を行う特別定額給付金で

す。これは、新型コロナウイルス感染拡大防止対策として、国が国民に対し、様々な経済活動の

自粛を要請する中で、迅速かつ的確に家計への支援を行うことを目的に実施されたものです。内

子町においても、その主旨を踏まえ、町民に対し迅速な給付金支給に努力をしてきたところであ

り、国が目指すところの定額給付金の支給の目的は概ね達成できたと考えております。そのこと

から、今回の交付金を活用した町独自の特別定額給付金の支給は現在のところ考えておりません。 

○３番（向井一富君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 向井一富議員。 

〔向井一富議員登壇〕 

○３番（向井一富君） たぶん、このコロナの地方創生臨時交付金を使うにあたり、２７日を過

ぎてからのお子さんにも交付金が使えるというようなことが国の方から通知があったと思うんで

すけど、その通知は確認されていますか。 

○こども支援課長（前野良二君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 前野こども支援課長。 

○こども支援課長（前野良二君） その通知は確認しております。 

○３番（向井一富君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 向井一富議員。 

〔向井一富議員登壇〕 

○３番（向井一富君） 今年はこども支援課が内子町に出来まして、こども支援課元年という記

念の年になろうかと思います。子育てにすごく力を入れている町なんだということをアピールす

るためにもこの事業は取り組む意味があると思いますけど、町長、いかがでしょうか。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 稲本町長。 

○町長（稲本隆壽君） 当面、今のところは所期の目的が達成できているんではないかなという

ふうに思っております。今後大きな社会状況等が変化をすればまた考えていくこともあるかと

思っておりますけど当面は今のままで行かせていただきたいと思っております。 

○３番（向井一富君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 向井一富議員。 

〔向井一富議員登壇〕 

○３番（向井一富君） とにかくこども支援課ができた年でもありますのでまだ日にちはありま

すのでしっかり検討していただいて前向きに考えていただきたいと思います。 

 続きまして、最後の質問になります。ここのところ、町長、任期満了が近づいたせいか、町長

選についていろいろな噂話をよく耳にするようになりました。そこで稲本町長に４選目に対する
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所信を問いたいと思います。稲本町政１２年の実績は誠に顕著であり、町民の皆様もそう評価さ

れていることは間違いないと思います。ハード面、ソフト面、たくさんの実績がありすぎて詳細

に語りつくせませんが、思いつくところで加戸病院移転開設、公共施設、学校、保育施設の耐震

化、また新築、学校のエアコン設置、防災無線の充実、町産品の販路拡大、愛媛大学医学部との

連携、地場産業の六次産業化、デマンドバスの運行、国際交流事業、東京豊島区と防災協定締結、

自治会自主防災組織の強化、子ども医療費の中学校卒業までの無料化、インフルエンザ予防接種

の助成、内子町総合計画の策定推進、重要文化財の保護、有効活用、その中でも国県の事業を積

極的に取り込んでの事業の推進により健全財政の立て直しなど数多くの実績をあげられたと考え

ます。また、合併後の旧３町を平等なまなざしで見られ、分け隔てのない行政施行は、目を見張

ります。このことは、町民の皆様が周知のことと存じますし、続投を希望されている町民の方は

多いと思いますが３期目を終えられようとしている今、３期目を現在まで振り返っての思いと、

内子町は、第２期内子町総合計画まちづくり戦略の後期に向けて、少子、高齢、人口減少化、過

疎化、また、コロナ対策等、非常に難しい町の舵取りを迫られるまさに、時代の分岐点にあると

思います。そこには優秀な町長さんが必要と考えるが、４期目を目指されるのか、お考えをお聞

きかせ願いたいと思います。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 稲本町長。 

〔稲本隆壽町長登壇〕 

○町長（稲本隆壽君） 向井議員にお答えを致します。ご質問の中で高い評価を述べていただい

て、大変恐縮しております。身に余る光栄をいただいたなと心から御礼を申し上げたいと思いま

す。結論から申し上げますと、来年年明け早々に執行されます内子町長選挙においては、私は立

候補しない考えであることを申し上げさせていただきたいと思います。少し振り返らせていただ

きたいと思います。私の町長就任以来大きな政策の柱としては、何とか子どもたちに夢が与えら

れるような町を作っていきたい。お年寄りの皆さんが安心できて住めるような町にしたい。働く

人達が元気になるような町にしたい。そして、防災対応を含めた安全安心な町にしたい。こうい

うことを大きな政策の柱にして今日まで向き合わせていただきました。微力ではありますけれど

も、自分なりに全力で向き合わさせていただいたんじゃないかなというふうに思っておるところ

です。まず、少し振り返りますと、子どもたちに夢をということにつきましては、向井議員さん

から縷々細かい事業の展開内容についてご質問の中で触れさせていただきました。幼稚園や学校

の教育施設の耐震化であったりエアコンの設置であったり、教育の環境の整備については一定で

きたんじゃないかなと思います。また、国際交流でドイツのローテンブルク市と姉妹都市盟約を

結びまして、特に子どもたちの国際化への関心の高まりや英語力の強化につながってきたのでは

ないかというふうに受け止めております。また、沖縄県宜野座村との姉妹都市の縁を生かしまし

て、子どもたちの伝統芸能に接する機会が持てるようになった。これも挙げられるというふうに

思います。それから、中学卒業までの医療費の無料化ができたということ。そして、大きな費用

を投入しましたけれども、内子運動公園の整備が概ね完了したことがあります。 

２点目の働く人に元気をでございますけど、町内どこでも光回線の整備ができまして、町内ど

こでもネット環境が整備ができたということは大きかったなと思います。また町が関与した農産
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物や企業産品の販売額が招集ご挨拶の中でも申し上げましたように右肩が少しずつ上がってきた。

一定の成果が見えてきたんではないかなと思います。なによりもからりが全国モデル道の駅に認

定されるなど高い評価を受け、内子町の農業、農村の振興に貢献できるようになったというふう

に受け止めております。特に大事な水の問題があります。満穂地域全域に水道の施設の整備がで

き、若干残っておりますけどできた。これも大きかったんではないかなと思います。また実行委

員会の皆さんが本当に踏ん張って頑張っていただきました内子座文楽であります。２０数回重ね

てまいりましたけれども、全国の皆さん方が大勢内子座にきていただくようになりまして、一定

の評価を受けるようになったんではないかなと思います。実行委員会の皆さん方に心から感謝を

申し上げたいと思います。お年寄りに安心をでございます。これも向井議員さんのご質問にもあ

りましたけれども、やはり大きかったのは加戸病院の誘致、また愛大の医学部との寄附講座の開

設によりまして済生会小田診療所にお医者さんを派遣していただくことになった。これによって

地域医療がより充実してきたんではないかなと思っております。これはお年寄りだけではなくて

内子町町民全員に影響が与えられたのではないかと思います。それからデマンドバスの全町運行

がございます。安心・安全の町づくりの分野におきましては、防災行政無線施設のデジタル化が

全町でできたと。現在戸別の受信機等整備しておりますけれども順次整備できていくだろうと

思っております。それから少しずつではありますけれども、自治会館が避難所にもなるというこ

とで老朽化しているところ、危険性の高いところから整備をさせていただきました。ちょっとこ

れはまだ時間がかかるかもしれませんが着実に取り組んでいくべき課題であろうというふうに

思っております。残したものとしましては、先ほど申し上げましたように内子座の改修が今年度

調査工事に入ります。これも少し時間がかかる、着手したところだというふうに思っております

し、本町の商店街の街路灯の整備であったり、無電柱化の問題、まだこれからというところで宿

題として残しました。それからコロナの感染拡大によって地域経済の低迷したり、観光動向の不

透明化によって新深山荘建設が凍結ということになっております。これも宿題として残しました。

もろもろ他にも行政の継続性を考えるとこれから計画していくもの、実施に移すものなど、継続

してやっていくものももろもろあると思いますけど整備すればそういったことが考えられるとい

うふうに思います。また一方で町の財政でございますけど、合併した時には起債総額が１６１億

円ございました。基金が２８億円でございました。私が町長にならせていただいた時に、起債総

額は１１６億円、基金が３３億円でございました。これは一般会計でございます。令和２年度に

は起債総額が約８０億円、基金が総額が６４億円、これは何も事業をやらずにプールしていくと

いうことではなくて、次の世代のために、次の子どもたちのために、若者たちのためにある程度

プールして思い切って使っていくその原資になればいいというつもりで、こういうふうな財政運

営の仕方をさせていただきました。県内では健全度合いはいい方ではないかなというふうに受け

止めております。また全国レベルの表彰もたくさんいただきました。からりが全国モデル道の駅

に認定を受けたり、内閣総理大臣賞をいただきました。文化庁長官表彰、また内子座が国の重要

文化財に認定をされ、アジア都市景観賞もいただいたり、これは職員のがんばりや町民の皆さん

のがんばりが大きかったんですけど、広報うちこが２年連続内閣総理大臣賞をいただいたり、こ

ういう数々の高い評価を受けました。公約は町総合計画の施策と連動させながら、自分なりに全

力で向き合ってきたいというふうに思っております。ただ、その評価につきましては、町民の皆
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さんの皆さん方に委ねさせていただきたいと思っております。２つ目の考え方として、長く公務

に携わらさせていただいたということがあります。ご案内のように私は、昭和４９年２２歳で旧

内子町に奉職をさせていただきました。平成１１年４８歳から教育長をさせていただきました。

そして助役、副町長に就かせていただき、平成２１年からは町長として仕事をさせていただきま

した。職員時代からしますと、４７年間になります。この間、町民の皆さん、議員の皆さんをは

じめ、多くの人に支えられ、励まされ、今日に至ってきました。現在は、愛媛県町村会の会長、

全国町村会の副会長をさせていただくなど、長く公務に携わらせていただきました。町長という

立場は行政のトップとしてその権限を行使することにあります。その時々の状況にもよると思い

ますが、私は町長のそういう立場を考えると、町長という職は３期１２年、これが適当なのでは

ないかと自分なりに解釈をしているところであります。そういうふうに総合的に考えたうえでこ

れから行政に新たな空気を注ぐ必要もあると思います。今期をもって町長の任を解かせていただ

きたいと考えているところでございます。以上、答弁とさせていただきます。 

○３番（向井一富君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 向井一富議員。 

〔向井一富議員登壇〕 

○３番（向井一富君） 今の答弁を聞いて驚いたわけなんですけど、答弁の中でまだ少しやり残

したことがあるということも言われたと思うんですけど、先ほどから申し上げておりますように、

内外ともに非常に厳しい舵取りを迫られた内子町じゃないかなと思いますけど、現時点では稲本

町長より優れた町長はいないんじゃないかなと町の人もそう思われとるんじゃないかなと思うん

ですけど、考え直していくということはないでしょうか。もう一度、再度聞き直します。よろし

くお願いします。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 稲本町長。 

○町長（稲本隆壽君） お気持ちはありがたく受け止めさせていただきますけれども、私の考え

はぶれることはありませんので、ご了解いただきたいというふうに思います。 

○３番（向井一富君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 向井一富議員。 

〔向井一富議員登壇〕 

○３番（向井一富君） 分かりました。心の中でしっかりと決められておるということでござい

ますので、なかなかそれ以上の言葉は出ないんですけど、それにしても前の河内町長から全幅の

信頼を受けて町政を担ってこられた、先ほども縷々述べさせていただきましたけれども、功績は

大きいものがあろうかなと思います。先ほども申し上げたとおり、町を見渡しても稲本町長に勝

る人はいないという個人的には感じているところもあるんですけど、やり残したこともあるとい

うことで、誰に跡を任すのかということも大事になってこようかと思います。現時点で後継者と

いうことをどう考えておられるのか、お聞かせ願いたいと思います。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 稲本町長。 

○町長（稲本隆壽君） これからいろんな状況の中で立候補される方があろうかと思います。こ
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の場ではその話は控えさせていただきたいと思います。 

○３番（向井一富君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 向井一富議員。 

〔向井一富議員登壇〕 

○３番（向井一富君） 以上で終わります。ありがとうございました。 

○議長（森永和夫君） 午前中の一般質問はここまでとし、午後１時３０分から再開を致します。 

午後０時２９分 休憩 

 

午後１時３０分 再開 

 

○議長（森永和夫君） 休憩前に続き、会議を開きます。 

 次に、関根律之議員の発言を許します。 

○２番（関根律之君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 関根律之議員。 

〔関根律之議員登壇〕 

○２番（関根律之君） それでは通告に従いまして、私の一般質問をさせていただきたいと思い

ます。私は最初から一問一答方式で行いたいと思いますので、どうかよろしくお願い致します。

６月以降、都市部を中心に新型コロナウイルスの感染判明者数が増え、医療体制が脆弱な地方へ

の波及が大変心配されていましたが、７月末頃をピークに全国で感染判明者数も減少傾向にあり、

県内でも感染判明者が確認されない日が続くなどもあり、町民の間でも少しずつ落ち着きを取り

戻しているように見えます。しかしながら、この冬のインフルエンザ流行シーズンにかけてイン

フルエンザと新型コロナウイルスの症状の見分けがつきにくいことからも医療機関等でも症状者

への対応は難しいとも言われ、感染への警戒を緩めることはできません。住民が安心して経済社

会活動をおこなっていくためにはこれまでの発症者や濃厚接触者への検査だけではなく医療や介

護など社会的に欠かせない仕事に従事する人たちに対して感染者を早期発見するための検査を拡

充していくことが必要と言われますが、国や県の対応は遅く、住民の感染への不安はいっこうに

解消されていません。病院、介護施設、障がい者施設、保育園、学校などの職員などに対して定

期的なＰＣＲ検査が必要と考えます。県や国の指示を待つことなく、こうした定期検査を必要と

する人数を算出して検査計画案を作成し、県に検査実施を要請できないでしょうか。その際、検

査費用はいったん町債や基金を活用し町の予算から出し、後に県や国に交付金を要求していくと

いうことを検討はできないでしょうか。 

○議長（森永和夫君） 只今の関根律之議員の質問に対して理事者の答弁を求めます。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 稲本町長。 

〔稲本隆壽町長登壇〕 

○町長（稲本隆壽君） 私の方から関根議員にお答えをしたいと思います。 

新型コロナウイルス感染症の拡大は、日本の国民生活および経済活動に甚大な影響をもたらし

ておりまして、なかなか収束が見通せない状況にあるというのはご案内のとおりでございます。
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ご質問の定期的なＰＣＲ検査の実施につきましては、今後、感染の第２波、第３波も懸念される

中で、医療や、介護、保育サービスの維持、児童生徒の学びの保障を行う上で、最も重要な対策

の一つであると考えております。愛媛県におきましては来月以降、医療圏域ごとに全自動ＰＣＲ

検査装置の導入や、不安を抱える妊婦への分娩前ウイルス検査が行われることとなるなど、順次

検査体制の拡充が行われているところです。しかしながら希望する方が自由に検査を受けられる

という状況にはなっておらず、町が直接、県の検査機関に検査依頼はできないという状況であり

ます。やはり、人々の行動を制限をするという大きな要因は、もしかしたら感染するかもしれな

い、もしかしたら他人に移すかもしれないという不安があるがために、行動にブレーキがかかっ

たり、ひいては経済活動にブレーキがかかるというような状況だと、こういう不安をどういうふ

うにして解消するか。これは検査体制の拡充、検査機械の拡大をする以外に私はないと思ってお

ります。そういう意味では、今、議員のご質問にあったように、そのご質問については私も同じ

ような意見をもっておるところでございます。特に、介護にかかわるサービスをしておられる皆

さん方、あるいは行政の職員であったり、幼稚園、保育園、学校の先生方であったりそういう直

接接するようなところについては、優先的にきちんと検査をするということがとても大事だとい

うふうに私は思っております。この７月に、「介護サービス事業所、障害福祉サービス事業所そし

て保育所等における新型コロナウイルスの感染拡大防止のために、感染が疑われる職員をはじめ、

当該事業所等の関係者が優先的にＰＣＲ検査を受けられるよう、検査体制を整備すること」を、

全国町村会として要望としてまとめ、関係各省庁に対して強く要望を行ってきたところでござい

ます。順次、国の方もそういう体制整備ができつつあるというふうに思っておりますので、そう

いう状況をしっかりと見守りながら、特に対応していきたいというふうに思っておりますが、議

員ご指摘の通り、いつでもどこでも自由にということについては、民間で対応するしかないとい

うのが今現状だと思います。３万円から５万円くらい１回かかると。その費用をどういうふうな

形でまかなっていくのか。それも１回だけでは済まないわけでございます。定期的にやっていか

ないといけないということがありますから、国の方としてもしっかりその体制を整えていただき

たいと、その動向を見守っていきたいというふうに思っているところでございます。以上で答弁

とさせていただきます。 

○２番（関根律之君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 関根律之議員。 

〔関根律之議員登壇〕 

○２番（関根律之君） 町長からこういった病院や介護施設、快適に必要なエッセンシャルワー

カーなどという言い方もされますが、こういう仕事につく職員の方々に対して定期的な検査をし

ていくことが重要という考えをしっかりともっていらっしゃるということにつきまして、安心し

ました。また、町村会を通じても強く国や県に要望するということで県においても検査体制の拡

充が全児童のＰＣＲ検査機械ですかというのも決まったようですし、これからそういった拡充を

どうやっていくかということが検討されているところだと思いますけど、具体的に病院、介護障

がい者いろいろあると思いますし、あとは検査の頻度をどのくらいにするかというようなことも

あろうかと思います。内子町だけでということではなくてこれは県内全体での市町においても同

じような要望をもっておられると思いますので、内子町だけ優先してというわけにはいかないと
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いうことはよくわかりますけど、そういった検査の優先度、私は新型コロナウイルスの死亡者で

高齢者、持病をもっている方が非常に多いということからもまずは高齢者施設で働く従業員の方

がまずは優先されるべきだろうというふうに考えますけど、そのあたりの優先度、それから定期

的なといいましても２週間に１回くらいが適当ではないかというようなことも言われていますけ

ど、そういったことを具体的に県やそういった機関と検討する機会なんかはあったんでしょうか。

そういった協議はされているのでしょうか。 

○保健福祉課長（曽根岡伸也君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 曽根岡保健福祉課長。 

○保健福祉課長（曽根岡伸也君） ＰＣＲ検査の今後の取り組みにつきましては、８月の２８日

に新型コロナウイルス感染症対策本部決定ということで、今後のＰＣＲ検査の在り方などについ

て指標が出されております。まだ指標がだされたという段階でございまして、優先度であるとか

頻度について細かい内容につきましては、今後順次検討されていく予定になっているところでご

ざいます。今のところ、現在においては、またそのあたりの議論までには至っておりません。 

○２番（関根律之君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 関根律之議員。 

〔関根律之議員登壇〕 

○２番（関根律之君） ＰＣＲ検査の指標が８月２８日に出されたということですが、国からの

指針、県からの指針でしょうかということが一点と、優先度の違い、これは町としてどう考えて

いるかということでもけっこうなんですけど、高齢者施設、それから保育園、学校などあります

けど、そういった優先度みたいなことを町として考えているようなことがあれば教えていただけ

ますでしょうか。 

○保健福祉課長（曽根岡伸也君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 曽根岡保健福祉課長。 

○保健福祉課長（曽根岡伸也君） 先ほどご紹介いたしました、新型コロナウイルス感染症に関

する今後の取り組みが令和２年８月２８日に新型コロナウイルス感染症対策本部の決定として出

されたものでございます。町内での優先順位についてはまだ議論はされておりません。今後検討

していかなければならないという考えでございます。 

○２番（関根律之君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 関根律之議員。 

〔関根律之議員登壇〕 

○２番（関根律之君） 一点目の質問、お答えいただいてないような気がするんですけど、国の

対策本部ということでしょうか。 

○保健福祉課長（曽根岡伸也君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 曽根岡保健福祉課長。 

○保健福祉課長（曽根岡伸也君） 国の新型コロナウイルス感染症対策本部が決定したものでご

ざいます。 

○２番（関根律之君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 関根律之議員。 
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〔関根律之議員登壇〕 

○２番（関根律之君） これからそういう制度の方も議論されてないということで検討されてい

くということになると思いますけど、ぜひ町の方でも高齢者施設や保育園や学校などの実情を聞

き取っていただいて懸命な判断をしていただきたいというふうに思います。 

 それから２番目として、今後の感染拡大に向け、医療や介護、保育の現場にクラスターが発生

した場合の対応、具体的には人員確保、そういったことの対策というのは協議されていますでしょ

うか。 

○保健福祉課長（曽根岡伸也君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 曽根岡保健福祉課長。 

〔曽根岡伸也保健福祉課長登壇〕 

○保健福祉課長（曽根岡伸也君） 内子町が設置いたします町立の認定こども園、児童館などの

児童福祉施設においては、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」、保育所における

感染症対策ガイドラインに沿い、感染症対策の徹底を図っているところでございます。民間の病

院や診療所、介護サービス施設においても「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」

や業種ごとの「感染症対策マニュアル」に沿った対策を取っていただいておるところでございま

す。町立の認定こども園、児童館などでクラスターが発生した場合には、保健所の指示を仰ぎ、

感染症対策を講じることとし、必要であれば施設の休館、休園を行うこととしております。介護

サービス施設では感染者が発生した際におきましては、業務継続時に問題となる職員不足に対応

するため、愛媛県において感染者発生施設等に応援職員の派遣調整を行う、えひめ福祉支援ネッ

トワークを構築されたところでございます。この県のシステムとは別に、大洲喜多特別養護老人

ホーム事務組合の各施設も参加する愛媛県老人福祉施設協議会においても同様の職員相互応援シ

ステムを構築をしているところでございます。病院や診療所におきましては、感染予防対策に重

点を置き、万全の対策を講じて頂いており、クラスターが発生した場合には、保健所の指示によ

り、状況に応じその後の対策を講じるとされているところでございます。以上でございます。 

○２番（関根律之君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 関根律之議員。 

〔関根律之議員登壇〕 

○２番（関根律之君） しっかりと協議、検討されているということで特に介護施設については

県とは別に相互応援システムというものにそういうものが出来上がっていると、検討がされてい

るという答弁をいただきまして、町民としても安心できるところだと思います。 

 ３番目として、新型コロナウイルス拡大の影響による収入減少に対して個人に対して、事業者

に対して、様々な支援がこれまでも講じられてきているところではありますけれども、先に全戸

配布で回覧において、緊急小口資金ですとかその時の支援方法というのは回覧で案内されており

ますし、広報うちこにおいても、個人支援と事業者支援という形でわけて非常に分かりやすくそ

の時の支援方法についてご案内をしていただきまして非常にありがたくそういうふうに案内して

いただいていることについてはよかったというふうに思っておりますけれども、その後、様々な

追加の支援ということができまして、ホームページ上では個人支援と事業者支援のところで追加

で支援方法があるということについても追加されているのでそこをみた方については非常に分か
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りやすい形にはなっているんですけど、ホームページをご覧になれない方ですとか、そのことが

ホームページ上にあるということを知らない方にとっては追加の支援方法があってもなかなか覚

えていないですとか、そういったこともあるのではないかと思っておりまして、ここにきて改め

て、個人支援の方法、事業者支援の方法、そういったことがありますよということを改めて周知

をしていただくことが必要ではないかと考えるんですが、そのあたり今後の周知についてどのよ

うに考えておられるのかお願します。 

○総務課長（山岡敦君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 山岡総務課長。 

〔山岡敦総務課長登壇〕 

○総務課長（山岡敦君） 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、収入が減少した個人や事

業所の各種支援事業について、広報うちこ６月号でお知らせをするとともに、公式ホームページ

に詳細を掲載しております。また、追加された支援事業については、７月号以降の広報紙で掲載

をしてまいりました。一方で広報紙への掲載依頼がございましても、紙面が限られていることか

ら掲載できない場合も生じております。そのため、広報紙への掲載は原則１回ということで取り

扱わさせていただいてございます。公式ホームページではバックナンバー等も掲載しておりまし

て、ホームページが閲覧可能な方につきましては、過去の掲載内容も確認できるように準備を整

えております。よって、広報誌を通じての再度の掲載というのは基本的には考えてございません。

しかし、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、生活に困窮されている方のために必要な支

援情報というのは私どもも必要だと考えてございます。今後の状況を見極めながら必要に応じて、

新しい制度ができた場合にはまた広報誌への掲載も当然、考えて参りますし、ホームページの掲

載も考えていくところでございます。ホームページが閲覧できない方へのためにという、そこら

辺も十分配慮していかないといけないというふうに考えておりますので支援情報をまとめたチラ

シ、議員冒頭にもございましたように、各戸回覧でありますとか、戸別配布の別のチラシを分か

りやすくまとめたやつを周知できないかなというふうに考えてございます。情報を周知するとい

うことが大前提、それからその周知した内容で個別に適切に対面で相談を受けるということも大

切なことだと思いますので、そういうふうな形に繋げるためにも周知については力を入れて参り

たいと思います。 

○２番（関根律之君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 関根律之議員。 

〔関根律之議員登壇〕 

○２番（関根律之君） 追加の周知の方法についても丁寧にその方法を考えていただいていると

いう答弁をいただきまして、ぜひそのように懸命な判断でやっていただきたいというふうに思い

ます。 

 次に、豪雨災害への避難対応ということで次の質問に移らせていただきます。昨日は防災の日

でした。７月の記録的豪雨は日本各地に甚大な被害をもたらしました。内子町でも、７日午前９

時５５分に内子町全域に避難勧告、１１時４５分には知清下流沿岸と大瀬の本町の一部地域に避

難指示が発令され、翌８日朝に避難勧告・避難指示が解除されるまで町内１８か所に避難所が開

設されたということを今日も説明いただいたところであります。一昨年の西日本豪雨災害から
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たった２年で、またしても災害級の集中豪雨を経験し、激甚化する気象災害への避難対策の重要

性はますます高まっています。７月上旬に起きた集中豪雨による住民への避難対応について、２

０１８年７月の西日本豪雨災害の教訓として活かされたこと、難しかったことなど町としてどの

ように評価し、今後の対策をどのように考えているかお聞きしたと思います。 

まず一番目と致しまして、住民への避難所への誘導、避難所での対応はどのようなものだった

のでしょうか。 

○総務課長（山岡敦君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 山岡総務課長。 

〔山岡敦総務課長登壇〕 

○総務課長（山岡敦君） 改めて言うまでもございませんが、平成３０年７月西日本豪雨は、西

日本を中心に記録的な大雨をもたらして、未曾有の大災害を引き起こしました。その被害は、私

たちの記憶と想像を遙かに超えるもので、改めて、自然災害の脅威と災害に対する備えの大切さ

を学んだところでございます。各自主防災会では、西日本豪雨災害を契機として、防災士資格の

積極的な取得や、避難経路、避難場所、危険区域を確認するなどの図上訓練、専門家や大学、ま

た「アマチュア無線の会」などと連携した実行性の高い防災訓練などを実施されるなど、自助・

共助の意識がずいぶんと高まってきたと実感しております。非常時の避難につきましても、町の

避難勧告を待たずして、自主避難されるケースが増えてまいりました。今回もそうでございまし

た。内子町でも、その取り組みを後押しするため、昨年度から自主防災組織活性化支援事業費補

助金により、限られた予算の中ではありますが、積極的に支援をさせていただいているところで

ございます。町の取り組みと致しましては、これまでも再三ご説明申し上げてきましたように、

まず非常時の情報伝達手段の強化として、デジタル防災行政無線の整備並びに戸別受信機の整備

に取り組んで参っております。また、防災無線放送内容をメール配信サービスを進める一方で、

地域防災計画の改定、避難所備蓄品の充実や避難所でもある自治会館の新築等に積極的に取り組

んでおります。今後も、まずは「内子町から一人の犠牲者も出さない」という強い決意でもって、

諸対策に向き合っていく考えでございます。さらに現在は、新型コロナウイルス感染症に対して

も細心の注意が必要であり、これまで以上に、多様な避難の方法、一人一人に配慮したキメの細

かな避難所運営のあり方が求められております。そのような中におきまして、７月上旬におきま

した集中豪雨による住民への避難対応について町長の招集挨拶にもありましたが、重なる部分も

ございますけれども改めてご説明申し上げたらと思います。７月４日土曜日から１１日土曜日に

かけまして災害対策、警戒本部を計５回設置し、対応にあたっているところでございます。特に、

大雨となりました７月７日火曜日から８日水曜日にかけましては、７日の午前９時５５分に土砂

災害警戒情報が発令されたことに伴いまして、その後全町に避難勧告を発令しました。また、小

田川の増水により１１時４５分には、知清橋下流、大瀬商店街の地域、３１９世帯、７４７人に

避難指示を発令しました。避難勧告の発令、避難所開設の情報につきましては、防災行政無線、

メール配信に加えて、愛媛県災害情報システムによりテレビのデータ放送に表示することにより

広く周知をしております。開設した避難所は計１８か所、うち５カ所においては住民の皆さんに

よる自主開設でございました。７日のお昼、午後０時３０分の最多時点で、２３世帯４７名の方

が避難されてございます。各避難所においては、コロナ禍の影響で感染防止対策に注力致しまし
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た。マスク着用、手指消毒、定期的な換気、ドアノブなどの共用部分の消毒などを実施をしてお

ります。消防団の皆さんも、７日から８日にかけまして、合計３０６人の団員が水防活動にあたっ

ていただきました。職員も、総勢１１０名が対応にあっているところです。今回の災害対応を振

り返りますと、平成３０年の西日本豪雨の教訓から、町民の皆さんの自主的な早めの避難が随所

に見受けられました。日頃の防災訓練による成果であると感じております。町としても、空振り

を恐れず早めの避難を呼びかけたこともあり、幸いにも人的被害はございませんでした。以上で

ございます。 

○２番（関根律之君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 関根律之議員。 

〔関根律之議員登壇〕 

○２番（関根律之君） 町が今回の豪雨対応についても非常にきめ細かく対応していただいてい

るということは、前回の西日本豪雨の教訓を受けてしっかりやっていただいているというふうに

は実感しているところではあります。非常にありがたいというふうに思っております。その上で

あえてお聞きするんですけど、避難指示が出された方が７４０数名対象がおられるということで、

その内、この避難指示以外の方も含めてだと思うんですけど、避難所に避難された方が最大で２

３世帯４７人という数字もいただいたんですけどなかなか私自身の周りの人を見ていても避難所

に避難する方が少ないというふうに、これは内子町に限ったことではないんですけど、そのあた

りどの様に認識されているのか。精一杯やっていらっしゃるというところも分かりますし、町と

して何か工夫というか何か考えておられるところがあるのかどうか。もう一度、お聞きしたいと

思います。 

○総務課長（山岡敦君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 山岡総務課長。 

○総務課長（山岡敦君） 次の質問のご予定の内容とも若干重複はしますが、改めてお答えさせ

ていただきますが、町としては何より正確な情報と迅速な避難を呼び掛ける、早め早めの避難を

心がけているところでございます。避難指示を出して住民の皆さんが一律に避難をするというこ

とを考えると避難をすることがかえって危険なところにいらっしゃる方ももちろんいらっしゃい

ますし、より安全なところに避難されている方もいらしゃるかもしれません。それから垂直避難

をされていらっしゃる方もいらっしゃいますし、ようは自分の身に危険が感じられない場合を想

定されていると思いますので、一律に避難所に避難することがいいことかというとそうでもない

部分もありますので、その時、その時の状況によってまずはご自分の判断で判断されるというの

が避難の大原則ではないかなと思います。我々としては今こういうふうに水量が雨量がある危険

が迫っています、早め早めの避難をお願いしますということで避難の周知を呼び掛けて、避難所

についてもどこそこを開所していますという情報をお伝えをしているところでございますので、

全員がその避難所に避難してくださいという呼びかけではございません。とにかく安全なところ

に逃げていただくということが大前提であろうというふうに考えています。 

○２番（関根律之君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 関根律之議員。 

〔関根律之議員登壇〕 



令和２年 9 月第 110 回内子町議会定例会 

- 39 - 

○２番（関根律之君） 次の質問ともかぶるようなことを再質問で聞いてしまったんですけど、

次の質問に移らさせていただきます。 

 7 月の今回の豪雨災害を受けてだと思うんですけど、国は災害時に市町村が出す避難情報のう

ち「避難勧告」というものを廃止して、「避難指示」に一本化する方針を固めたと報じられており

ます。そうすると、受け取る方にとっては、これまでの「避難勧告」、推奨よりも、指示という形

に変わりますので、より一層強いメッセージになると思いますので、住民にとってみればより避

難しなければならないと求められているんだというふうに感じることになると思うし、そういう

ふうに国としては求めているんだと思うんですけど、一方で、７月上旬の今回、避難勧告が発令

された時でも、先ほども申しました２３世帯４７人という数を聞きましても、避難した人の割合

は、非常に低い割合ではないかと思うんですけど、その理由として様々な要因があると思うんで

すけど、おっしゃられたように却って外に出て移動することは危険だというふうに判断されたと

いうことももちろんあると思います。しかし、根底のところで大きな理由の一つには避難所への

滞在の不安というのがあるんだと思うんです。不安という要因の一つは、プライバシーへの配慮

というのがやはり低いのではないかということです。「非常時なんだから我慢しなくては」という

ような日本人にありがちな心の持ち方みたいなものが、避難所は一時しのぎの場所だからプライ

バシーですとか快適性というのは犠牲にされても仕方がないというふうにされて、本当に避難が

必要な時でもなかなか人が集まらないというような事態になっているのではないかなというふう

に感じます。今回、避難所に避難せずに、自宅にとどまったある一人暮らしの高齢者の方、この

方、土砂災害警戒区域でもあるんですけどこの方が「こういう時にＡＺホテルのようなところに

泊まれないだろうか。」というようなことをおっしゃっていたんですね。そして私もそういうホテ

ルに泊まるというのは、なかなかハードルが高いんじゃないかという気もしたんですけど思った

んですけど、昨日の愛媛新聞の防災特集などをみても避難所の対応の一つとして宿泊施設という

のも検討されるべきではないかということも報じられておりました。避難所対応として感染予防

や、体調の悪化を防止する観点から、やはり最も望ましいのは、ホテルや旅館等の宿泊施設への

避難だと思います。もちろん全員というわけにはいかないと思いますし、まずは高齢者や障がい

者、乳幼児などを抱える方、災害時要配慮者が優先されるべきですけど、実際に東京都や長野県、

静岡県などは宿泊業者の団体等と災害時の避難所確保の協定を結んだり、検討を始めているとい

う自治体が出てきているということです。内子町でも避難勧告、指示が発令されるような災害時

に避難所の滞在場所として、町内の宿泊業者等と協議を始めていただきたいと考えますが、いか

がでしょうか。 

○総務課長（山岡敦君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 山岡総務課長。 

〔山岡敦総務課長登壇〕 

○総務課長（山岡敦君） 先ほど答弁したことと一部重複する部分もありますが、改めてご質問

があった部分についてお答えさせていただいたらと思います。まず、身の危険を感じれば、空振

りを恐れず、直ちに安全な場所へ避難していただくことが先ほども申し上げた通り、それが一番

重要であると言えます。行政としても一番大切な対策としては、避難への適切な誘導と多様な避

難者に対応した避難所の充実と安全・安心な運用だと考えます。おっしゃられたプライバシーに
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配慮した部分というのは、これからの避難所運営には求められていることだろうと思いますし、

一足飛びにはいかないとしてもこちらの方は少しずつ充実させていただきたいと考えております。

具体的には一斉に大勢の避難人員を収容する場所としては体育館と考えられますが、体育館はど

ちらかというと長期にわたる避難には適さない場所でございますのでまずは短期の避難滞在に適

格なそういった環境を整備することが非常に重要であると思います。よって、今度の交付金のあ

たりも活用させていただきながら、そういう段ボールベッドの配備、そういうふうなところは充

実をさせていただきたいなと考えておるところでございます。避難ということを考えますと一律

に避難所に避難をするということでもないということを先ほど申し上げましたとおり、「難を避

ける」ことでありますから、安全な場所におられる人は避難所に行く必要性はないということで

ございますし、必要性も高くないと考えております。何があるか分からないということも想定し

て普段から自分が住んでいる場所の災害リスク等をひとりひとりがお考えいただいたらなという

ふうに思います。それと併せて危険箇所の把握でありますとか、こういった時にはここにまずは

逃げようというそういう家族での話し合い、地域での話し合いが大切でないかなと思います。新

型コロナウイルスが大きな問題となっておりまして、避難所運営にあたっては非常に課題の多い

ことだろうと考えております。こちらについては、先の６月議会におきまして、久保美博議員、

向井一富議員のご質問にも一部ご答弁させていただいた部分もございますけど、現在、感染症が

終息していない現在において、避難所への避難者数を増やすことが、かえって感染拡大のリスク

を高めてしまうということもひとつございますので、避難所が過密状態なることを防ぐために、

可能な場合は、特にこれは愛媛県も推奨しておりますけど、分散避難が大切になってこようと思

います。親戚や友人の家、それから車による高台避難、自宅２階への垂直避難などもその選択肢

の１つでございますので、あらゆる場面を想定して考えていただきたいと思います。それからホ

テル宿泊施設での協定、これも考えてはどうかというご質問ですが、そういうホテルとか宿泊施

設についての避難につきましてはある程度長期化するような、場合において非常に有効ではない

かなと考えておりますが、それと短期の場合、それから内子町の場合、立地条件考えますと、ホ

テル、旅館については内子の中心部以外にはないわけです。中心部にしかないということでそこ

に山間部の方から避難することによって逆にリスクを高めてしまうということも十分に考えられ

ますので、簡単にホテルがあるからホテルと避難契約を結んだらいいとか、避難所開設の締結を

結んだらいいじゃないかという考え方にはちょっとすぐには結びつかないだろうと思います。こ

れは、あらゆる場面において長期化する場面でありますとか特に配慮が必要な高齢者、それから

障がい者等への優先的な避難の在り方とかそういうことを考えながら視野に入れながら今後の検

討課題にさせていただきたいと考えております。もちろんまるっきり考えないというわけではご

ざいませんのでいろんな場面を想定して、内子町の防災の在り方というのを総合的に検討させて

いただきたいなと考えます。 

○２番（関根律之君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 関根律之議員。 

〔関根律之議員登壇〕 

○２番（関根律之君） 避難所運営に関してプライバシー確保の重要性についてきちんと認識さ

れているということが聞けて安心しましたし、ホテル、宿泊施設への避難ということは簡単では
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ないということはよくわかります。ただ、要配慮者がどのように避難をするのかというのは町だ

けが対策するということでないですけど、自主防災組織とかそういうことも含めてちゃんとこれ

から準備ですか避難勧告の前に先に高齢者等避難準備というのが出ると思いますけどまずはそう

いう情報が出た時にあなたはどうしますかというのを個別にあらかじめ検討しておくということ

も必要ではないかと思うんですけど、そういった中で検討課題として宿泊施設というのも選択肢

の一つとしてあがってくればいいなと思うんですけど、おそらくホテルや宿泊施設もそういう豪

雨災害の時には、災害級の雨なんかの時にはお客さんもキャンセルになってほとんど空いている

んじゃないかと推測するんですけれども、そういった時にうちのところは受け入れられるよとか

それが有償なのか無償なのかという問題もありますけど、有償でも入りたいという人が中にはい

らっしゃると思うんですよね。そういった業者と協議をしていただいてそういう災害時でも対応

が可能な宿泊施設みたいなのを案内していただくだけでも選択肢のひとつになり得るというふう

に思いますので、ぜひ前向きに検討していただきたいと思いますが、もう一度そのあたり検討い

ただけるかどうかご答弁いただけますでしょうか。 

○総務課長（山岡敦君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 山岡総務課長。 

○総務課長（山岡敦君） いつくかご質問いただきましたが、一つ、地域の要配慮者の把握とい

う面につきましては、地域にお住いの方が一番よくご存知だと思いますので地域の自主防災会あ

たりでそういう要配慮者の支援がどうできるのかというところを考えていただきたい。それにつ

いて支援につきましては町も全面的にバックアップしたいというふうに考えております。それか

ら先日避難所となる学校とも話し合いをさせていただいて現在、避難場所については体育館を考

えさせていただいてそこを運用させていただいておりますが、学校についてはこういう時期です

し、体のご不自由な方ですとか、高齢者の方については、教室の開放も考えられるというふうに

ご提案もいただきました。避難所の場所となる体育館のカギは行政の方でも預からさせていただ

くことになりましたし、学校によっては、教室のカギあたりも大丈夫だよというところもお話実

際にいただいておりますのでまずはそういうふうなところも利用できないかということをまず考

えたいというふうに思います。何より避難者の方が一番身近でそういったプライバシーの確保が

できる安全・安心で避難できる、生活ができるところの確保ができればより、いいわけでござい

ますので、まずはそこら辺の検討をやっていきたいなと思っております。ホテルとか旅館の対応

につきましてはどこの自治体も考えられているんではないかなと思いますけど、長期にわたって

は先ほども言いましたように必要なことになるだろうと考えますが、まず優先順位としては先ほ

ど申しましたように、身近で安心して過ごせる、滞在できる場所の確保、整備といったことに尽

力したいなと考えています。 

○２番（関根律之君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 関根律之議員。 

〔関根律之議員登壇〕 

○２番（関根律之君） プライバシーの配慮に関してこれから順次検討されていくという答弁も

いただきましたけどその中で、段ボールベッドという具体的な災害時に非常に有効だということ

について言及していただきました。ネットなんかで調べてみると３００を超える自治体が製造業
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者と協定を結んで自治体に保管するのではなくて業者等が保管しておいてその時に運んできても

らうというようなそういう協定を結んでいるというところが多いようなんですけど、その段ボー

ルベッドについての検討状況、数ですとか、どの程度の数、用意しようとか、いつくらいまでの

時期にとか、もう少し具体的にお答えいただけるとありがたいのですがいかがでしょうか。 

○総務課長（山岡敦君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 山岡総務課長。 

○総務課長（山岡敦君） 今回の交付金で対応させていただくというふうなことも答弁させてい

ただきましたがこれについては今月中に事業の確定をさせていただくことになってますので、９

月中には申請ができるような段取りにしたい。それまでには数を。予算の関係もございますし、

枠の関係もございますので、まだ数とかの確定はさせていただいてないんですが、粗方９月中に

は絞り込みができようと思っております。これの交付金の予算については、いずれにしましても

議会に諮らせていただいて早急な予算執行をやりたいなと思っておりますので、できるだけ早く

予算等取りまとめられましたら議会の方にお諮りをしたいなというふうに考えております。 

○２番（関根律之君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 関根律之議員。 

〔関根律之議員登壇〕 

○２番（関根律之君） プライバシー配慮に関してもう一点だけ具体的にお聞きしたいんですけ

ど、今回の豪雨がある前にいろんなところで避難所の運営ですとか、新型コロナの対策をした上

での運営というのがいろいろテレビ等でも放映されておりましたけれども、その中で例えばこう

いったカーテンのようなものをやってりいる避難所ですとか、簡易テントをみたいなものを体育

館においてコロナ感染を防ぐという対策をされているところが紹介されていましたけど、避難者

を贅沢というんではなくてもうちょっとプライバシーの配慮されたところであれば避難所にいき

たいというところもあると思いますので、ぜひ前向きにプライバシー確保のための覆い等は前向

きに検討していただきたいというふうに思うんですけど、そのあたりの具体的な検討状況につい

てお尋ねします。 

○総務課長（山岡敦君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 山岡総務課長。 

○総務課長（山岡敦君） 避難所の在り方というのがこれまでは男性目線で作られてきている部

分が非常に多い部分がございます。なので、女性の視点、子どもの視点、妊婦さんの視点、高齢

者の視点とかいろんな多様な視点が必要なんだろうと思います。当然、先ほど言いましたように

段ボールベッドあたりもこれまでよりかはプライバシーに配慮したような仕切りもできますので、

一つの有効な方法であるなと思います。これについては議員の方からもご紹介がありましたので、

いろいろな全国的な事例とか今、避難の運営の在り方にどういった課題があるのか、問題がある

のかというのも絶えず情報収集をしながら実際に我々も災害本部の対応でずっとそこにつきっき

りという部分もあるわけなんですが、やっぱりそういう避難の現場というのも出向いて検証する

必要があるなというふうに考えておりますので、前向きにいろいろな方法について検討させてい

ただきたいなというふうに思います。 

○２番（関根律之君） 議長。 
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○議長（森永和夫君） 関根律之議員。 

〔関根律之議員登壇〕 

○２番（関根律之君） 最後に、防災対策の重要性というのは誰に聞いても重要であるというふ

うに皆さん認識されていると思うんですけど、一方、限られた予算の中で予算の配分をどうして

いくかというのが町の大事な仕事なわけでありまして、町民の方の話なんか聞くと、新深山荘計

画でありますとか観光政策にこれまで内子町はだいぶ力を入れてきたけれども、やはり新深山荘

計画については、あまり評判がよくないというところもございます。本当に防災対策をしっかり

としてほしいというのは町民の多くの方が思っているところだと思うんですけど、国の交付金を

利用して、そういった防災対策をしていくということももちろん重要ですけど、町独自の財源を

使った対策としてやれることはやっていくということも町民から求められているというふうに思

うんですけど、町長、防災対策について今後町としてしっかりやっていくということを力強い答

弁をいただきたいんですけどいかがでしょうか。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 稲本町長。 

○町長（稲本隆壽君） これは申し上げるまでもなく命に係わることですからしっかりやらなく

ちゃいけないと同時にやっぱり新たな観光政策なりなんなりもそれぞれの分野で足もとのことを

みることも大事なんですけど、少し将来見ながら今対応しとくべきことは対応しないといけない

と思うんですね。そういうことも大事なんで、これはだめでこれはやるとか、これをやってあれ

はダメでという話ではない。必要なものはやらないといけないというふうに思います。それから

もう一つ災害で話をしますとやっぱり、事前に準備しとかないといけないことと起こった時に対

応しないといけない。起こった時には、国のいろんな災害補助金等があります。それから町も１

億円災害対応の基金を持っております。それを取り崩してでも町民の方々の命や早く日常生活に

復帰してもらうためには、対応しないといけないことがあるかもしれません。本当はそういうも

のを取り崩してやることは決していい状況ではないんですけど、万が一にはそういうことも必要

だというふうに私は思います。以上です。 

○２番（関根律之君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 関根律之議員。 

〔関根律之議員登壇〕 

○２番（関根律之君） 次の質問に移りたいと思います。環境政策についてです。今年の夏も、

観測史上初といわれるような記録が全国各地で相次ぐ、猛暑が続いています。世界各地でも記録

的な高温、大雨、大規模干ばつ等の異常気象が増加し、こうした異常気象は地球温暖化が原因と

して、各国で温室効果ガス排出の削減などの取り組みが進んでいます。国連気候変動枠組み条約

のエスピノーサ事務局長と国際再生可能エネルギー機関のカメラ事務局長が共同で声明を出し、

「新型コロナウイルス感染症は、目下、人類が直面している最も喫緊の脅威となっているが、同

時に気候変動こそが長期的に私たち人類が直面する最大の脅威であることを忘れてはならない」

と訴えています。地方自治体においても、「気候非常事態宣言」を決議する自治体が続いており、

なかでも人口約１万５，０００人の鳥取県北栄町など人口規模の小さい町での宣言が注目されま

す。北栄町の宣言では、２０５０年までのカーボンゼロ、つまり人為起源のＣＯ２実質排出ゼロ
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という数値目標を設定し、目標達成のための様々な具体的な取り組みを提起しています。（１）と

して、第２期内子町総合計画「重点施策ミライ・プラン」での環境への主な取り組みとして、自

然エネルギーの利用を促進し、エネルギー自給率向上を高めることとしています。そのための具

体的な項目や達成に向けた手法について、現在どのように検討されていますでしょうか。 

○環境政策室長（中嶋優治君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 中嶋環境政策室長。 

〔中嶋優治環境政策室長登壇〕 

○環境政策室長（中嶋優治君） エネルギー自給率向上の具体的な検討についてのご質問にお答

えさせていただきます。第２期内子町総合計画「ミライ・プラン」の中では、議員おっしゃいま

したように、「環境危機に行動するまち」の主な取り組みとして、食料、エネルギーの自給率向上

を目指しており、自然エネルギーの利用を促進し、エネルギー自給率を高めることを位置付けて

おります。具体的な取り組みと致しましては、従来より進めております木質バイオマスやＢＤＦ

バイオディーゼル燃料の利用促進を図ると共に、太陽光発電設備、蓄電池等におきましては、補

助事業によりまして、一般家庭での再生可能エネルギー関連設備の普及・拡大を進めることとし

ており、太陽光発電システムにおいては、今後５年間の計画期間で４０件以上の設置によりまし

て、年間ベースで１７０Ｍｗｈの発電により、二酸化炭素換算で８６ｔ以上の排出量削減を図っ

てまいりたいと考えております。また、後期計画においては、公共施設における再生可能エネル

ギー設備の導入を検討することとしており、基本的な方針としましては、近年の豪雨災害などを

想定し、災害時には地域の避難施設等で照明や空調等の電源を確保し、平時においては温室効果

ガスの排出削減を実現できるといった「自立・分散型エネルギーの確保」といった視点で検討を

進め自給率向上を図ってまいりたいと考えております。以上、答弁とさせていただきます。 

○２番（関根律之君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 関根律之議員。 

〔関根律之議員登壇〕 

○２番（関根律之君） 具体的な手法について丁寧に答えていただいてありがとうございます。

特に太陽光発電を増やすことについても具体的にＣＯ２で８６ｔ以上の削減効果というような数

値まで含んで答弁いただいたわけですけれども、国レベルの中では２０５０年までにカーボンを

ゼロにしないと立ち行かないことも言われてまして、日本においてはまだそこまでしっかりと批

准まではいってないですけど自治体の中で独自にそういった宣言をだして目標をもって取り組ん

でいるところもあるという中で内子町においてもこういったことに取り組んでいくということは、

分かるんですけど、現在排出されているＣＯ２、排出量はこれくらいで、具体的に何年までにこ

れくらいに削減するというようなやはりそういう手法が内外へのアピールであったり、町民に対

して協力を呼び掛ける上でもそういった具体的な数値目標ということが求められていくと思うん

ですけど、そういった具体的な数値目標を設定することについては、どのように検討されていま

すでしょうか。 

○環境政策室長（中嶋優治君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 中嶋環境政策室長。 

○環境政策室長（中嶋優治君） 現状につきましては平成３１年度につきましては、電気でみま
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すと７７９万キロワットアワーというふうな電気量を使用してございます。ＣＯ２に換算します

と、５，４４６トンでございます。これにつきましては、内子町のすべての施設、教育委員会部

局それから学校、指定管理施設、すべての温室効果ガス昨年度の実績でございますが、６，６３

９トン、その内の構成比でいいますと８２％を占めておりますのでまずは電気といったことに対

して排出削減をしていかないといけないということは近々の課題であると思います。一方温対法

といいます、地球温暖化対策の推進に関する法律によりまして策定が義務付けられております地

球温暖化対策実行計画事務事業編と、自治体はこの事業編というのを策定しないといけないわけ

なんですけど、現在内子町は第４次エコオフィスプランの最終年度にあたっております。こちら

の方では平成３０年度実績で６，８４５トンＣＯ２換算で出ておりまして、計画のベースとなり

ます２６年度比０．９７％の減ということでございまして１％削減できなかったという実績でご

ざいますけど、地方自治体の事務事業編につきましては、今後改訂を行うようにしておりますの

で具体的な数字、国の指針に沿ったものを検討していきたいというふうに考えております。 

○２番（関根律之君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 関根律之議員。 

〔関根律之議員登壇〕 

○２番（関根律之君） 国の指針にそって今までも実行計画を立ててしっかりとＣＯ２の排出な

んかも把握しているというようなことが聞けて大変よかったと思うんですけど、そういったこと

をホームページですとか、広報誌などで積極的にこれからも広報して町民にもより地球温暖化対

策へ協力を呼び掛けるようなそういう取り組みをやっていただきたいと思うんですけど、そう

いった環境政策の広報についてどのように考えておられるのか。 

○環境政策室長（中嶋優治君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 中嶋環境政策室長。 

○環境政策室長（中嶋優治君） 先ほどの答弁で実績報告申し上げたんですが、１年古いものを

申し上げております。申し訳ございません。ここで訂正させていただいたらと思います。３１年

実績で６，６３９トンのＣＯ２換算量で２６年をベースとしました比率は、３．９％の減という

大幅な減で、目標としております１％の減というのは達成できております。これはご案内のよう

にコロナ禍ということで年度末におきまして施設の利用があまりできなかったりとか、指定管理

でありますソルファ小田スキー場がこれは暖冬の影響もありますけど、営業できなかったという

ことで重油とか軽油そういったガソリン類を含めまして非常にＣＯ２の削減という面では寄与し

ている。一方経済はまわらなかったということでございます。ご質問の広報につきましては、順

次、町の広報誌、それからホームページ等で発信させていきたいと思っておりますけどなかなか

あまり人の心にふれるようなといいますか全国的な取り組みの中で内子町はこういうことをやっ

ていますよみたいなことが現状としてあまり発信できていないのかなという可能性はございます

のでその辺、全国的な先進的な例も参考にどういうふうに町民の方に分かっていただけるか、全

国の方にそういった内子町の取り組みを分かっていただけるような発信ができるかというのは、

また検討していきたいと思います。以上です。 

○２番（関根律之君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 関根律之議員。 
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〔関根律之議員登壇〕 

○２番（関根律之君） ありがとうございます。前向きな答弁、ＰＲ広報についても検討してい

ただいているということでぜひよろしくお願いします。 

それで最後になりますけれども、内子バイオマス発電所の稼働ということで、先進的な取り組

みを自然エネルギー再生可能エネルギーの発電を内子町でも推進、取り組んでいるわけですけれ

ども、いわゆる自治体新電力と、自治体が出資する電力会社というのが、自治体新電力という動

きが、全国でもあるようですけれども、内子バイオマス発電所がある内子町として、こういった

新電力ということを設立して、よりその本庁舎ですとか、電力を下げている見える化するですと

か、そういった取り組みをすることによっての内外へのＰＲ効果というのはあると思うですけれ

ども、こういったことは検討できないでしょうか。 

○総務課長（山岡敦君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 山岡総務課長。 

〔山岡敦総務課長登壇〕 

○総務課長（山岡敦君） まず、自治体新電力の件でございます。設立することについてという

ことで、問いでございますが、それについてお答えさせていただきます。地域新電力につきまし

ては、地方自治体の戦略的な参画のなかで小売電気事業を営んで得られる収益等を活用して地域

の課題解決に取り組まれているとそういう事例が多くみられるということでございます。内子町

におきましては平成３１年度より民間企業によるバイオマス発電所が稼働し、地域の未利用間伐

材を有効利用した木質ペレットの需要創出、同時に林業の活性化という課題解決に向けた取り組

みがスタートしたところでございます。ご提案の、自治体が中心となった新電力の設立につきま

しては、既に民間企業におかれ、発電事業を基軸にした地域経済圏の確立を目指し、地域循環型

社会の大きな歯車を担っておられますので、現在のところ、町が主体的に発電事業を検討するこ

とは考えてございません。次に、本庁舎や、公共施設での新電力からの電力調達などの検討につ

いてですが、現在、内子町におきまして、本庁舎や小中学校などの高圧で供給を受ける公共施設

３０か所につきましては、個別需給契約に基づいて四国電力株式会社から電力供給を受けている

ところでございます。いわゆる新電力から公共施設への電力供給については、業務用電力という

高圧の供給はされる分野におきまして、県内の一部の市町においても実施をされているようでご

ざいます。新電力からの電力供給に切り替えるということは、コストの面、それからＣＯ２削減

などの要件を設定することによる環境配慮型の契約が可能となるなどのメリットが考えられます。

今後の検討課題とふうにさせていただきたいなあと考えています。 

○２番（関根律之君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 関根律之議員。 

〔関根律之議員登壇〕 

○２番（関根律之君） 電力の調達についても、しっかりと新たな方法も含め、検討されている

というこを聞きまして安心致しました。今後も地球温暖化対策をですね、町民にとっても非常に

関心が高いことになっていると思いますので、ぜひ、前向きにこれまで以上に力を入れてやって

いただきたいというふうに要望致しまして、私の一般質問を終わります。 

○議長（森永和夫君） 以上で、一般質問を終わります。 
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○議長（森永和夫君） 本日の議事日程はすべて終了いたしました。 

明日３日、午前１０時から本会議を開きます。日程は全議案に対する審議であります。 

 本日はこれをもって散会致します。 

午後 ２時４１分 閉会 

 

 

 

 

 

 

地方自治法第１２３条第２項の規定により、ここに署名する。 

 

内子町議会議長 

 

内子町議会議員 

 

内子町議会議員 
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令和２年９月第１１０回内子町議会定例会会議録（第２日） 

○招集年月日   令和２年９月２日（水） 

○開会年月日   令和２年９月３日（木） 

○招 集 場 所   内子町議会議事堂 

 

○出 席 議 員（１４名） 

１番  大 西 啓 介 君         ２番  関 根 律 之 君 

３番  向 井 一 富 君         ４番  久 保 美 博 君 

５番  森 永 和 夫 君         ６番   地 幸 雄 君 

７番  泉   浩 壽 君         ８番  大 木   雄 君 

９番  山 本   徹 君        １０番  才 野 俊 夫 君 

１１番  下 野 安 彦 君        １２番  林     博 君 

  １４番  寺 岡   保 君        １５番  中 田 厚 寬 君 

   

       

 

○欠 席 議 員   １３番  山 崎 正 史 君 

 

○地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席を求めた者の職氏名 

  町 長  稲 本  壽 君     副 町 長  小野植 正 久 君 

総 務 課 長  山 岡   敦 君     住 民 課 長  二 宮 善 徳 君 

税 務 課 長  𠮷 川 博 徳 君     保健福祉課長  曽根岡 伸 也 君 

こども支援課長  前 野 良 二 君     会計管理者  田 中   哲 君 

建設デザイン課長  正 岡 和 猶 君     農林振興課長  山 中 保 正 君 

小田支所長  畑 野 亮 一 君     環境政策室長  中 嶋 優 治 君 

政策調整班長  上 山 淳 一 君     上下水道対策班長  上 石 富 一 君 

危機管理班長  松 岡 裕 樹 君     商工観光班長  大 竹 浩 一 君 

教 育 長  山 岡   晋 君     学校教育課長  泉   邦 彦 君 

自 治 ・ 学 習 課 長  黒 澤 賢 治 君 

代表監査委員  赤 穂 英 一 君     農 業 委 員 会 会 長  堀 本 健 二 君 

 

○出席した事務局職員の職氏名 

事 務 局 長  林   純 司 君     書 記  和 氣  啓 介 君 

 

○議事日程（第８号） 

令和２年９月３日（木）午前１０時開議 

日程第 １ 会議録署名議員の指名 

日程第 ２ 議事日程通告 
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日程第 ３ 報告第 ６号 株式会社内子フレッシュパークからりの経営状況を説明する書類の

提出について 

日程第 ４ 報告第 ７号 小田まちづくり株式会社の経営状況を説明する書類の提出について 

日程第 ５ 報告第 ８号 公益財団法人内子町国際交流協会の経営状況を説明する書類の提出

について 

日程第 ６ 報告第 ９号 健全化判断比率の報告について 

日程第 ７ 報告第１０号 資金不足比率の報告について 

日程第 ８ 報告第１１号 内子町教育委員会の点検・評価の書類の提出について 

日程第 ９ 議認第１１号 令和２年度内子町一般会計補正予算（第６号）の専決処分の承認を

求めることについて 

日程第１０ 議認第１２号 平成３１年度内子町一般会計歳入歳出決算の認定について 

日程第１１ 議認第１３号 平成３１年度小田高校寄宿舎特別会計歳入歳出決算の認定について 

日程第１２ 議認第１４号 平成３１年度内子町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定

について 

日程第１３ 議認第１５号 平成３１年度内子町介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて 

日程第１４ 議認第１６号 平成３１年度内子町介護保険サービス事業特別会計歳入歳出決算の

認定について 

日程第１５ 議認第１７号 平成３１年度内子町後期高齢者医療保険事業特別会計歳入歳出決算

の認定について 

日程第１６ 議案第７８号 平成３１年度内子町水道事業会計剰余金の処分について 

日程第１７ 議認第１８号 平成３１年度内子町水道事業会計決算の認定について 

日程第１８ 議案第７９号 平成３１年度内子町下水道事業会計剰余金の処分について 

日程第１９ 議認第１９号 平成３１年度内子町下水道事業会計決算の認定について 

日程第２０ 議案第８０号 内子町議会議員及び内子町長の選挙における選挙運動の公費負

担に関する条例の制定について 

日程第２１ 議案第８１号 内子町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する

基準を定める条例の一部を改正する条例について 

日程第２２ 議案第８２号 内子町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例

の一部を改正する条例について 

日程第２３ 議案第８３号 内子町小田深山観光施設条例の一部を改正する条例について 

日程第２４ 議案第８４号 内子町小田深山観光施設（小田深山渓谷関連施設）の指定管理者の

指定について 

日程第２５ 議案第８５号 第 44 号 令和２年度内子町クリーンセンター２号ガス冷却室耐火

物補修他工事に係る工事請負契約について 

日程第２６ 議案第８６号 第 85 号 愛媛県ＧＩＧＡスクール端末等共同調達に係る物品購入

契約について 
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日程第２７ 議案第８７号 第 45 号 内子東自治センター耐震補強改修建築主体工事に係る工

事請負契約について 

日程第２８ 議案第８８号 令和２年度内子町一般会計補正予算（第７号）について 

日程第２９ 議案第８９号 令和２年度内子町介護保険事業特別会計補正予算（第２号）につい

て 

日程第３０ 諮問第 ２号 人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて 

日程第３１ 諮問第 ３号 人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて 

日程第３２ 諮問第 ４号 人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて 

 

○本日の会議に付した事件 

日程第１から日程第３２ 

 

午前１０時００分 開会 

○議長（森永和夫君） 只今、出席議員１４名であります。欠席届が山崎正史議員から提出され

ております。 

それでは、只今から本日の会議を開きます。 

 

  日程第 １ 会議録署名議員の指名 

○議長（森永和夫君） 日程第１ 会議録署名議員の指名を行います。会議録署名議員は、会議

規則第１１９条の規定により、議長において、１２番、林 博議員、１３番、寺岡 保議員を指

名します。 

 

  日程第 ２ 議事日程通告 

○議長（森永和夫君） 日程第２ 議事日程通告をします。本日の「議事日程」は、お手元に配

布しております、議事日程第８号のとおりであります。 

 これから議事日程に従って、提出議案の審議に入ります。 

 

日程第 ３ 報告第６号 株式会社内子フレッシュパークからりの経営状況を説明する書

類の提出について 

○議長（森永和夫君） 「日程第３ 報告第６号 株式会社内子フレッシュパークからりの経営

状況を説明する書類の提出について」を議題とします。 

 提出者の説明を求めます。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 稲本町長。 

〔稲本隆壽町長登壇〕 

○町長（稲本隆壽君） 報告第６号、株式会社内子フレッシュパークからりの経営状況を説明す

る書類の提出につきましては、その内容を農林振興課長に説明致させますので、よろしくご審議

の程、お願い申し上げます。 
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○農林振興課長（山中保正君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 山中農林振興課長。 

〔山中保正農林振興課長登壇〕 

○農林振興課長（山中保正君） 只今、タブレットに送信しましたのでご確認をお願いします。

それでは、報告第６号、株式会社内子フレッシュパークからりの経営状況についてご説明させて

いただきます。 

資料ナンバー２、ピンク色の表紙の１ページをご覧ください。第２３期、令和元年度の事業報

告でございます。１ページの下段、会社全体の項目のところから説明させていただきます。第２

３期、総売り上げの目標を税込み、７億２，６００万円を掲げ、営業を展開してまいりましたが、

実績は、対前年度比４．５％増となる６億８，１２０万円と前年度以上の売上げがあったものの、

目標額に対し、９３．８％の達成率でございました。目標には達しませんでしたが、特産物直売

所の全面改装を機に集客が伸び売上げの増加につながりました。今期の会社全体の売上は、対前

年度比６．７％増の３億９，７５０万円となりました。 

２ページ３行目をお願いします。４月のリニューアルオープンから売上は順調に推移し、売り

場スペースが広く、相乗効果もあって、順調で安定した売り上げとなりました。９行目をお願い

します。２月下旬に新型コロナウイルスによるパンデミックが始まってからは不要不急の外出自

粛が呼び掛けられ、旅行、観光業は一気に冷え込み、団体客の食事は全てキャンセルとなり、計

画していたイベントも中止になるなど落ち込む一方で決算にも少なからず影響が出ています。部

門ごとの販売実績は、２ページの表１に記載していますが、表の右から２番目、実績増加率では、

レストランを除くすべての部門で、前年度を上回る結果になっております。 

３ページをお願いします。各部門の営業状況につきましては、概要を報告致します。特産物直

売所では、直売所の全面改修に伴い、売上を伸ばしました。特に加工品について、以前の売り場

より格段に陳列状態がよくなり、３６％増と売上を飛躍的に伸ばしました。販売額は前期に比べ

１．５％増の３億９，４４４万５，０００円となりましたが、目標の４億２，３７０万円に対し

達成率は９３％でした。出店事業につきましては、松山三越、高島屋の他に、県下のフジ各店に

出店しました。フジ内子店内のインショップも９年が経過し、１年を通じて安定した売上を上げ

ております。 

次に、４ページのレストランについて、販売額は、前期に比べ０．８％減の７,８１１万８，０

００円でした。夏、秋とも順調に売上を伸ばしておりましたが、２月以降、新型コロナウイルス

感染拡大の影響を大きく受け、国内外からの団体客が軒並みキャンセルとなってしまい、ＪＲ四

国の伊予灘ものがたりも運休し、大口の業務がなくなったことが影響しております。次に、シャー

ベット工房は、リニューアルオープンに合わせ順調に売上を伸ばした結果、販売額は前期に比べ

９．７％増の３，６８４万２，０００円となりました。業務用のギフトアイスは安定した取引と

なっているほか、冬場の閑散期には手作りクッキーや菓子などの販売をしており、新商品開発に

も取り組んでいるところです。 

次に、５ページ、パン工房の販売額は、前期に比べ４％増の７，５２２万３，０００円となり

ました。人気商品である、からりブレットに加えてスイーツの販売も本格化しており、新しい商

品の開発も進めております。次に、燻製工房の販売額は、前期に比べ５．６％増の４，０９３万
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７，０００円となりました。町内外のイベントには積極的に参加し、焼きソーセージは人気を博

しているところですが、コロナの影響によりイベントの自粛が続いているため苦戦をしています

が、新たな販路の可能性を模索していきたいところです。 

次に、６ページ、あぐり亭については、販売額は、前期に比べ６．５％増の１，５８４万６，

０００円となりました。こちらもレストランと同様コロナが始まってから多大な影響を受け、一

時休業に追い込まれました。今後は状況を見据え、効率化と経費面の管理を強化し、利益率の高

い店舗にしていくことが求められます。次に、農産加工場について、販売額は、前期に比べ５９．

２％増の３，９７９万２，０００円となり、かつてない売上高となりました。昨年度は災害の影

響でもち麦が入荷せず苦戦しましたが、今年度は順調に入荷し販売額を伸ばしました。あわせて、

元年度はじゃばらが躍進的な売上となりました。ここ数年のじゃばらの認知度は高く企業が動き

始めたことが影響しました。また、新商品開発にも積極的に取り組んでおり、令和２年春には、

じゃばらキャンデー、じゃばらドリンクが発売されました。 

７ページをお願いします。最後に、営業部は、直売所出荷者数の確保、新規販路の開拓および

新商品開発を目標に活動しました。今後はコロナの影響による移動の自粛で、本店に顧客を呼び

込むことが難しい状況でありますので、インターネット通信販売や新規出店等、販路の開拓が必

至であり、営業展開を強化して参ります。以上が、２３期の事業報告の概要でございます。 

次に、決算報告書についてご説明を致します。１６ページをお願いします。初めに損益計算書

について説明します。上段、右端、売上高３億９，７５０万３，０５２円から期首棚卸高と仕入

及び原材料費の合計額から、期末棚卸高を差し引いた売上原価は、１億５，２０４万９，５９２

円となり、売上高から売上原価を差し引いた売上総利益は、２億４，５４５万３，４６０円でご

ざいます。ここから、営業に係る費用である、販売費及び一般管理費を差し引いた営業利益は、

１９２万５，３９３円となりました。この営業利益に、下段の営業外収益、１４２万７，８０１

円を加え、営業外費用、１万，７，６２０円を差し引いた経常利益は、３３３万５，５７４円で

ございます。この額に、特別利益１３２万５，０００円を加え、特別損失１３０万６，６７２円

を差し引いた税引前当期純利益は３３５万３，９０２円となり、法人税等２０万３，５００円を

差し引いた当期純利益は、３１５万４０２円となっています。なお、損益計算書に記載していま

す販売費及び一般管理費の内訳につきましては、１７ページのとおりでございますので、お目通

しいただきますようお願いいたします。 

次に、１５ページをお願いします。貸借対照表について説明します。表の左側、資産の部です

が、流動資産と固定資産を合わせたもので、合計は下段の１億３，８７５万８，５４４円でござ

います。次に、表の右側、下段、純資産の部のうち、下段、繰越利益剰余金は、前期繰越剰余金

に、先ほどご説明しました損益計算書の当期純利益３１５万４０２円を加えた、期末残高は、８

９８万１，３４９円となり、純資産の部の合計は、８，９１３万１，３４９円でございます。表

の右側、一番下、負債・純資産の部の合計は、表の左側一番下、資産の部の合計と同額でござい

ます。 

次に、１８ページをお願いします。株主資本等変動計算書でございます。ページの中ほど、繰

越利益剰余金については、当期首残高５８３万９４７円に、当期純利益３１５万４０２円を加え

た、当期末残高は８９８万１，３４９円となっております。今期は、純利益を計上しましたが、



令和 2 年 9 月第 110 回内子町議会定例会 

‐ 54 ‐ 

コロナの関係があり、今後の見通しが立たないことから、６月２９日開催の定時株主総会におき

まして、本年度は、「剰余金の配当はしない」という事で承認を得ております。以上が、２３期の

決算報告でございます。それでは、最後に第２４期の事業計画等の概要を説明させていただきま

す。 

１１ページにお戻りください。第２４期の事業計画でございますが、今期は世界的な新型コロ

ナウイルス感染拡大から始まりました。いつ本当に収束するのか、これからどう対処したらいい

のか分からないことが一番の不安となっています。そうした中、新たな取り組みとして、レスト

ランのテイクアウト弁当、直売所の野菜やパンの定期便、高砂店の出店を増やすなど、今やれる

ことを躊躇なく実践しているところでございます。具体的な事業や数値を表明できないもどかし

さがありますが、今はただ早く収束することを願いながら、様々な手段、工夫・努力・新たな挑

戦で、会社の維持継続に奔走する１年になると覚悟しています。 

１２ページをお願いします。これらの状況を踏まえ、今期のからり全体の売上目標を前期の約

２％減となる、７億１，０００万円、会社の収支目標は、経常利益は０円としています。今期中

の新型コロナウイルスの収束が予測できない状況ですが、社員、出荷者一丸で販売、営業努力を

行いこの難局を乗り切っていきたいと考えております。ご了解賜りますようよろしくお願い致し

ます。なお、この第２３期事業報告、決算報告並びに第２４期事業計画につきましては、令和２

年６月２９日開催の定時株主総会に提出し承認されています。以上、経営状況の報告とさせてい

ただきます。 

○議長（森永和夫君） ただいまの報告に対する質疑があれば許します。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（森永和夫君） ありませんので、これにて質疑を終結します。 

本件は、報告事項であります。 

よって、報告のとおり受理することと致します。

 

日程第 ４ 報告第７号 小田まちづくり株式会社の経営状況を説明する書類の提出につ

いて 

○議長（森永和夫君） 「日程第４ 報告第７号 小田まちづくり株式会社の経営状況を説明す

る書類の提出について」を議題とします。 

 提出者の説明を求めます。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 稲本町長。 

〔稲本隆壽町長登壇〕 

○町長（稲本隆壽君） 報告第７号「小田まちづくり株式会社の経営状況を説明する書類の提出」

につきましては、その内容を小田支所長に説明致させますので、よろしくご審議の程、お願い申

し上げます。 

○小田支所長（畑野亮一君） 議長。 

○議長(森永和夫君)  畑野小田支所長。 

〔畑野亮一小田支所長登壇〕 
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○小田支所長（畑野亮一君） それでは、報告第７号、小田まちづくり株式会社の経営状況につ

いて、ご報告いたします。 

議案書２の黄色い表紙からになります。小田まちづくり株式会社の第 1９営業期経営状況につ

きましては、去る８月２８日に、定時株主総会が開催され、承認されたところでございます。 

1 ページをお開き下さい。第１９営業期の営業報告でございますが、事業期間は、令和元年７

月１日から令和２年６月３０日となっています。今期は、１０月の消費税率の引き上げ、冬季の

温暖化によるスキー客の大幅な減少、新型コロナウイルスの感染拡大による複合的な影響があり、

売り上げが大きく落ち込みました。また、２月以降は新型コロナウイルス感染症の影響で「せせ

らぎデー」等のイベントが実施できなかったほか、緊急事態宣言が発出されていたゴールデンウ

イークには 5日間の休業を余儀なくされました。そのような状況の中、新型コロナウイルス感染

防止対策を行うとともに、「公式オンラインショップ」の開設や、うどんのテイクアウトを開始す

るなど、経営努力を重ねましたが、売上高３％増の目標を達成することはできず、最終的に売上

高６％の減となりました。小田の郷せせらぎの売上げ状況としまして、特産品販売施設「せせら

ぎ」の利用客数が７万６，１６６人、対前期比９３％、売上額６２，９７１，６５０円で、対前

期比９４％となっています。一方、軽食堂「かじか亭」の来客者数は１万６，１８２人で、対前

期比１０１％、売上額は１，３２２万５，３５０円で、対前期比１０３%と増加しております。厳

しい状況のなか経費削減に努めた結果、減価償却５３万８，９１３円と当期純利益１１万８，０

６１円を確保することができました。 

２ページをお開き下さい。せせらぎへの農産物等の出荷者は１２７名で、売上額別の出荷者数

は、表のとおりであります。お客様１人当たりの売上単価は８２７円で、前年とほぼ同額となっ

ています。「道の駅」の実施事業といたしましては、各種補助金等を活用いたしまして、軒だしテ

ントの設置や、パンフレットの制作、公式オンラインショップ等の開設を行っております。また、

新型コロナウイルス感染症対策として飛沫防止のフィルムや消毒液の設置等を行うとともに、レ

ジ袋の有料化に対応するため、動線の見直しやマイバックの普及に努めております。 

 次に、３ページの事業報告でございます。今期は、せせらぎデーを５回開催した他、町内外の

イベントに８回、延べ２４日間参加して、オダメイドやせせらぎの商品販売と合わせて、小田の

郷せせらぎのＰＲ活動を行っています。 

次に、決算状況について、ご説明いたします。５ページの貸借対照表をお開き下さい。まず、

左側の資産の部でございますが、Ⅰの流動資産が、現金及び預金、売掛金、棚卸資産等合わせま

して２，２６４万８，８４６円でございます。Ⅱの固定資産の合計が、１，０２０万９，９７４

円、その内訳は、有形固定資産９９９万５，８６８円。無形固定資産２１万３，９０６円。投資、

その他の資産２００円でございます。Ⅲの繰延資産として１３８万５５４円を計上しています。

これは、前期までの研究開発やホームページのデザイン作成に要した費用の自己負担分を繰延資

産としたものでございます。資産の部の合計は、３，４２３万９，３７４円となっております。 

次に、右側の負債の部ですがⅠの流動負債は、買掛金、未払い金など合わせて５２７万６，７

１７円となっております。Ⅱの固定負債はございません。 

次に、純資産の部につきましては、１の資本金３，５３５万円、５万円×７０７株に、３の利

益剰余金、マイナス６３８万７，３４３円を加えた純資産の部合計は、２，８９６万２，６５７
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円となっています。負債・純資産の部の合計は、３，４２３万９，３７４円となっております。 

続きまして、６ページの損益計算書です。Ⅰの売上高の合計が、２，２８１万９，１４１円。

内訳は、町からの指定管理料、急速充電器維持管理などの業務委託及び受託収入として３３８万

３,５６０円。ＪＡ商品、ソフトクリームなどの直接販売商品の売上が、１，１２４万８,１５３

円。出荷者からいただく販売手数料収入が、８１８万７,４２８円となっています。Ⅱの売上原価

の合計、８６２万５，６６５円を差し引き、期末棚卸高８１万７，７４４円を加えました売上総

利益は、１，５０１万１，２２０円です。Ⅲの販売費及び一般管理費が、１，５１７万４，６０

４円で、売上総利益からこの販売費及び一般管理費を差し引いた１６万３，３８４円が、今期の

営業損失でございます。この営業損失に、預金利息・雑収入等の営業外収益４，５０９円を加え

て、繰延資産償却・雑損失等の営業外費用４３万８，３７４円を差し引きました経常損失が５９

万７，２４９円でございます。これに特別利益８９万８，８１０円を加えた税引前当期純利益は

３０万１，５６１円で、法人税等の税額１８万３，５００円を差し引きました１１万８，０６１

円が当期の純利益となっております。 

７ページ上段には、先ほど申し上げました販売費及び一般管理費の内訳を掲載しております。

下段は期末棚卸資産の内訳となっておりますのでお目通し下さい。 

 ８ページは、株主資本等変動計算書となっており、今期を含めた利益剰余金は、マイナス６３

８万７，３４３円となっています。 

９ページは、個別注記表、1０ページからは第２０期の事業計画及び収支予算書となっています。

内容につきましては、お目通しをいただいたらと思います。第２０営業期は、新型コロナウイル

ス感染防止対策を徹底して行うこととしております。その上で、せせらぎ施設全体の売上を、前

期比４％増を目標とし、良質な農産物や匠の木工品など小田地区ならではの特産品の出荷を促し、

店内を充実させます。また、公式オンラインショップを充実し、ネットでの販売を促進するとと

もに、キャッシュレス化を進めます。加えて、地域の商店が減少する中、地域ニーズを把握し、

その対応について引き続き検討していきます。また、高齢化が進む生産出荷者の出荷物集配等の

サポートや新しい生産出荷者の開拓など、取締役会、生産出荷組合、町との意思疎通を図りなが

ら、一体的な取り組みによって、地域への来訪者増を図り、健全経営に努めていくこととしてお

ります。以上、第１９営業期における小田まちづくり株式会社の経営状況の報告とさせていただ

きます。 

○議長（森永和夫君） 只今の報告に対する質疑があれば許します。 

○１１番（下野安彦君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 下野安彦議員。 

○１１番（下野安彦君） 道の駅のせせらぎの中でもかじか亭ですけど、そこでの新型コロナウ

イルスの感染拡大により営業の短縮があったにも関わらず、前年度比１０３％の来客数で売り上

げが伸びておりますが、来客された方のどの辺から来られたかというアンケートでもされていた

らこういった時期にそういった売り上げを伸ばしているということはヒントがあるかもしれませ

ん。例えばからりの営業に対することにもつながることなので。どういった点でＳＮＳ等の情報

の発信によりお客さんが伸びたとか。そういった把握はされているか。そういった質問は出ませ

んでしたか。 
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○小田支所長（畑野亮一君） 議長。 

○議長(森永和夫君)  畑野小田支所長。 

○小田支所長（畑野亮一君） 株主総会においてはそういった質問は出ませんでしたがミカタス

イッチ株式会社の方に再委託されまして今後、メニューの見直し、メニュー表等の印刷物の見直

しもかなりリニューアル感が出ているのは事実だと思います。どの辺の方が来られているかとい

うことについては、かじか亭単体の資料は持ち合わせておりませんが、町内、町外が半分程度と

いうふうにせせらぎ全体では聞いております。最近では、お盆などのアンケート調査の結果によ

りますと松山あたりから来られる方が３割程度いらっしゃったようでございます。私もよく利用

させていただいておりますけど最近小田に入っている若い移住者の方とかあるいはバイオマス発

電所の関係の方とかそういう方もよくお見掛け致しますので、そういう意味で全体として食事の

場所として売り上げが伸びているのではないかと推察しております。 

○１１番（下野安彦君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 下野安彦議員。 

○１１番（下野安彦君） この状況の中で伸びるということは大変すばらしいことだと思います

のでもう少し具体的に調査をされてそれを他の部署でも生かされるようにされたらという提案を

して質問を終わります。 

○議長（森永和夫君） 他に質疑はありませんか。 

○１２番（林博君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 林博議員。 

○１２番（林博君） 下野議員の関連になるんかもしれんのですが、現在、かじか亭、またそよ

かぜ、ここらはミカタスイッチの法人に再委託をされて活用をされて活用をされておるという報

告なんですが、そこらが損益計算書の中にどう表れているのか。無償の使用あたりで対応をされ

ておるのか。ミカタスイッチから開発された商品あたりもせせらぎで販売されておるように、認

識しておるんですが、そこらのミカタスイッチさんとの日常の運営が損益計算書あたりにどう表

れているのか質問をしたいと思います。 

○小田支所長（畑野亮一君） 議長。 

○議長(森永和夫君)  畑野小田支所長。 

○小田支所長（畑野亮一君） ご質問の件ですが、損益計算書を見るだけではなかなか分かりに

くいかと思います。内訳でございますけれども、業務委託、受託収入、３３８万３，５６０円の

中にかじか亭の運営経費、それからそよかぜの利用料等が入っております。具体的に言いますと

かじか亭につきましては売り上げの５％を入れていただくという契約になってるようでございま

して、金額と致しましては６０万４，２１２円がこの中に含まれております。また、そよかぜの

利用料と致しましては、８万７，６７８円が計上されております。またオダメイドという商品も

現在、ミカタスイッチの方で販売しておりますが、これはせせらぎの方に下ろしていただいて出

荷組合の方と同じ手数料をいただいているということになっております。 

○議長（森永和夫君） 他に質疑はありませんか。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（森永和夫君） ありませんので、これにて、質疑を終結します。 
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 本件は報告事項であります。従って、報告のとおり受理することとします。 

 

日程第 ５ 報告第８号 公益財団法人内子町国際交流協会の経営状況を説明する書類の

提出について 

○議長（森永和夫君） 「日程第５ 報告第４号 公益財団法人内子町国際交流協会の経営状況

を説明する書類の提出について」を議題とします。 

 提出者の説明を求めます。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 稲本町長。 

〔稲本隆壽町長登壇〕 

○町長（稲本隆壽君） 報告第８号「公益財団法人内子町国際交流協会の経営状況を説明する書

類の提出」につきましては、その内容を自治・学習課長に説明致させますので、よろしくご審議

の程、お願い申し上げます。 

○自治・学習課長（黒澤賢治君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 黒澤自治・学習課長。 

〔黒澤賢治自治・学習課長登壇〕 

○自治・学習課長（黒澤賢治君） それでは私の方から報告第８号、公益財団法人・内子町国際

交流協会の経営状況につきまして、ご報告させていただきます。 

資料２の「経営状況を説明する書類」の小田まちづくり株式会社の次のオレンジ色の表紙の次

のページをお開き下さい。タブレットには、只今送信させていただきました。なお、この３１年

度事業報告並びに決算資料につきましては、去る６月５日の同協会理事会、また、６月２２日の

評議委員会におきましてご承認をいただいているものでございます。それではご報告をさせてい

ただきます。国際交流協会は、平成３１年度におきましても、国際的な視野と実践力を備えた人

材を育成し、もって活力ある地域社会の形成に寄与することを使命として、各種事業を行いまし

た。主なものをご報告させていただきます。まずローマ数字のⅠ番の交流促進事業についてでご

ざいますが、１の意識啓発・情報発信事業につきましては、毎月１回、機関紙「ゆうてぃあ」を

「広報うちこ」へ掲載したほか、ホームページやフェイスブックにより協会の活動を広く国内外

に発信いたしております。２の各種講座運営事業につきましては、（１）の国際理解講座と致しま

して、１０月１８日には、外国語指導助手、ＡＬＴのサマンサさんを講師にお迎えし、アフリカ

系アメリカ人の家庭の伝統的な料理づくりと会食、また、その文化などについて学ぶ講座を開催

致しております。２４名にご参加いただきました。さらに、２月２１日には、外国語指導助手の

キリアンさんにお越しいただき、出身地であるアイルランドの伝統的な行事や文化について学習

する機会を設け、２１名にご参加をいただいております。 

 次に、このページから次の２ページにかけましての（２）の外国語講座につきましては、高校

生以上を対象にした英会話３コース・ドイツ語２コースを開催したほか、小学生を対象に英語で

あそぼうを１０月から月１回開催を致しております。次に、２ページの３の交流イベント・体験

事業につきましては、３ページをお開きいただきたいのですけれども、３ページの一番上の（２）

の国際交流の集い事業といたしまして、内子町子どもフェスティバルへの出展やドイツフェスタ
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への開催協力、いかざき大凧合戦や小田の郷ふるさとまつり、大瀬農業祭柿まつりにブースを出

展したほか、第１５回内子町駅伝大会にも参加をいたしております。 

次に、４ページをお開きください。大きいⅡの助成事業につきましては、１の青少年海外派遣

事業として２５回目となる派遣を７月１９日から２９日の１１日間の日程で、９名の中学生を

ローテンブルク市とスイスのジュネーブへ派遣致しております。なお、当事業につきましては、

内子ライオンズクラブ様、昭和刷子株式会社様、株式会社森本様からそれぞれ１名分の協会負担

分派遣費用をいただいております。次に、２から４の助成事業につきましては、３１年度は、申

請はございませんでした。次に、大きいⅢ番の法人管理の１番、寄附金につきましては、町内各

企業、団体等へ寄附のお願いを行ったほか、平成２８年度に創設致しました賛助会員制度に基づ

き、会員拡大に努めました。 

次に、５ページをお開きください。２の理事会・評議員会、３の特定資産運用管理委員会、４

の研修・会議等への出席につきましては、ご覧のとおりとなっておりますのでお目通しをお願い

致します。 

次に、６ページをお開きください。６ページの５の職員の状況についてでございますけれども、

平成３１年３月３１日付の職員の退職に伴いまして、新たに４月１日より後任の職員１名を雇用

いたしております。 

次に、このページから次のページ、７ページにかけての、６の役員の状況につきましては、ご

覧の通りでございます。お目通しをいただければというふうに思います。 

次に、収支決算書類について、ご報告をさせていただきます。８ページをご覧ください。貸借

対照表でございますけれども、表の真ん中あたりの列になります当年度（Ａ）の欄をご覧くださ

い。科目の大きいⅠ番資産の部で、１の流動資産合計が、８２８万９，９７２円で、２の固定資

産のうち、（１）特定資産の合計が、２億５４万６，１４７円、流動資産と固定資産を合わせた資

産合計が、２億９１７万９，５５９円でございます。次に、大きいⅡ番負債の部で、１の流動負

債は、未払金・前受金・預り金を合わせた負債合計が１７万９，９２９円でございます。次に、

大きいⅢ番、正味財産の部で１の指定正味財産の合計が、２億１，３１２万９，０４７円。正味

財産の合計は、２億８９９万９，６３０円で、一番下の負債と正味財産合計が、２億９１７万９，

５５９円となっております。 

次に、９ページをお開きください。正味財産増減計算書でございます。会社でいう損益計算書

にあたるものでございます。真ん中どころの当年度(Ａ)の欄をご覧下さい。まず、大きいⅠ番、

一般正味財産増減の部、１の経常増減の部、（１）の経常収益の中の特定資産運用益は、４７５万

９，７４７円で、受取会費が２４万４，０００円、事業収益の中の外国語・国際理解講座及び各

種事業会費等の合計が、８９万５，３７０円、一般寄付金や指定寄付金などの受取寄付金等につ

きましては、３１年度、株式会社森本様、及び森本継雄様より合計２００万円の特定資産寄付金

をいただくなど、合計２２９万３，０００円となっており、経常収益合計が８１９万２，２９３

円でございます。 

次に、（２）の経常費用の主なものと致しまして、人件費が３４４万５，５５３円、助成金の青

少年海外派遣事業補助金が１２５万１，０００円、経費の中の旅費交通費、１１３万２，００５

円の中には、青少年海外派遣事業の団長・引率の旅費が含まれております。また、支払手数料８
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３万５，６６２円は、資産運用の金融商品の買付にかかる手数料などの経費でございます。これ

ら経常費用の合計が、７８９万５，２０５円となっております。 

 次に、１０ページをご覧ください。前ページの経常収益から経常費用を差し引きました評価損

益等調整前当期経常増減額が２９万７，０８８円。それに特定資産評価損益等を合わせた当期経

常増減額が２９万７，０８８円となっております。そして、その結果と致しまして、一般正味財

産期末残高が、マイナス４１２万９，４１７円となっております。次に、大きいⅡ番、指定正味

財産増減の部の当期指定正味財産増減額が、マイナス１，３３８万７，５６１円となっており、

指定正味財産の期末残高が、２億１，３１２万９，０４７円となっております。以上のことによ

りまして、大きいⅢ番の正味財産期末残高は、２億８９９万９，６３０円となっております。 

続いて、１１ページになりますけれども、１１ページにつきましては、財産目録を掲載させて

いただいております。こちらは、先ほどご説明させていただきました貸借対照表にあります資産

並びに負債の内容について掲載をさせていただいておりますので、お目通しをいただいたらと思

います。 

最後に、１２ページから１５ページにかけて令和２年度の事業計画を、また、１６、１７ペー

ジが令和２年度収支予算書となっておりますので、ご参照をいただければというふうに思います。

以上、報告第８号、公益財団法人・内子町国際交流協会の経営状況ついての報告とさせていただ

きます。よろしくお願い致します。 

○議長（森永和夫君） 只今の報告に対する質疑があれば許します。質疑はありませんか。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（森永和夫君） ありませんので、これにて質疑を終結します。 

 本件は報告事項であります。よって、報告のとおり受理することと致します。 

 

  日程第 ６ 報告第 ９号 健全化判断比率の報告について 

  日程第 ７ 報告第１０号 資金不足比率の報告について 

○議長（森永和夫君） 「日程第６ 報告第９号 健全化判断比率の報告について」及び「日程

第７ 報告第１０号 資金不足比率の報告について」以上２件を一括議題とします。 

 提出者の説明を求めます。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 稲本町長。 

〔稲本隆壽町長登壇〕 

○町長（稲本隆壽君） 報告第９号「健全化判断比率の報告について」、報告第１０号「資金不足

比率の報告について」、この２件の報告案件につきましては、その内容を総務課長に説明させます

ので、よろしくご審議の程、お願い申し上げます。 

○総務課長（山岡敦君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 山岡総務課長。 

〔山岡敦総務課長登壇〕 

○総務課長（山岡敦君） それでは、私の方から、議案書１の５ページ、報告第９号「健全化判

断比率の報告」についてと、議案書１の６ページ、報告第１０号「資金不足比率の報告」につい
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てご説明を申し上げます。只今、タブレットの方に議案書１の５ページに送信させていただきま

したので、ご覧いただきたいと思います。本件につきましては、（平成１９年６月の）地方公共団

体の財政の健全化に関する法律により、財政の健全化判断、財政の早期健全化判断、財政の再生

判断を示す指標につき、監査委員の審査に付し、その意見をつけて議会への報告及び公表が義務

付けられているものでございます。健全化判断比率、すなわち実質赤字比率、連結実質赤字比率、

実質公債費比率、将来負担比率の４つの指標を、５ページ、報告第９号の一覧表で示しています。 

また企業会計においては、６ページの報告第１０号の一覧表に示しているように、資金不足の比

率を示す指標ということになります。これらの５つの指標によって、財政運営の健全化等を示す

ことになってございます。 

まず、最初に議案書１の５ページ、報告第９号、健全化判断比率の報告についてご説明申し上

げます。平成３１年度における実質赤字比率及び、連結実質赤字比率は黒字となっておりますの

で、こちらのところは該当ございません。次の実質公債費比率でございますが、２．１％でござ

いました。平成３０年度と比較致しまして、３１年度が３．１％でございましたので、１．０％

改善しているという状況でございます。実質公債費比率が１８％を超えますと、新たな財政計画

や起債発行に当たりまして、国・県の許可が必要になります。更に２５％を超えますと地方債の

発行が制限されるということになります。次の将来負担比率も該当ございません。前年度と同様

に基準値内となっているところでございます。それぞれの項目にある括弧の数字、こちらは早期

健全化基準をいずれかの項目で超えますと、健全化判断比率を公表した年度の末日までに財政健

全化計画を策定しなければならないことになってございます。 

続いて、議案書１の６ページでございます。報告第１０号「資金不足比率について」ご説明申

し上げます。平成３１年度における資金不足比率につきましては、２つの事業会計において資金

不足は発生していません。よって、ここは該当がないということでございます、なお、参考数値

イエローカードにあたります経営健全化基準の欄に数字が入っておりますので、お目通しくださ

い。以上、報告第９号、及び報告第１０号は、７月１３日から７月２２日にかけまして、赤穂代

表監査委員、山本監査委員の審査を終えましたので、このことにつきましては、別冊資料８の８

月１８日付審査意見を付して、本日、内子町議会９月定例会に報告するというものでございます。

以上、ご説明にかえさせていただきます。よろしくご審議のほど、よろしくお願いします。 

○議長（森永和夫君） 只今の報告に対する質疑があれば許します。 

○議長（森永和夫君） 他に質疑はありませんか。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（森永和夫君） ありませんので、これにて、質疑を終結します。 

 本件は報告事項であります。よって、報告のとおり受理することと致します。 

 

日程第 ８ 報告第１１号 内子町教育委員会の点検・評価の書類の提出について 

○議長（森永和夫君） 「日程第８ 報告第１１号 内子町教育委員会の点検・評価の書類の提

出について」を議題とします。 

 提出者の説明を求めます。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 
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○議長（森永和夫君） 稲本町長。 

〔稲本隆壽町長登壇〕 

○町長（稲本隆壽君） 報告第１１号「内子町教育委員会の点検・評価の書類の提出」につきま

しては、その内容を学校教育課長に説明致させますので、よろしくご審議の程、お願い申し上げ

ます。 

○学校教育課長（泉邦彦君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 泉学校教育課長。 

〔泉邦彦学校教育課長登壇〕 

○学校教育課長（泉邦彦君） それでは、報告第１１号、内子町教育委員会の点検・評価の書類

の提出について、ご説明を申し上げます。まず紙ベースにつきましては、資料ナンバー３をご準

備ください。タブレットにつきましては只今、お送りさせていただきました。内子町教育委員会

では、毎年、教育行政の管理、執行状況につきまして自己点検及び報告を行い、その結果に関す

る報告書を作成し、議会に提出するとともに、公表しているところでございます。 

タブレット１枚めくっていただけたらと思います。点検・評価の対象となります事業でござい

ますが、平成３１年度中に実施を致しました学校教育課関連の２１事業につきまして、５ページ

から２５ページ、また自治・学習課関連の１７事業につきまして２６ページから４２ページでご

ざいます。内容につきましては、お目通しいただければと思います。今後におきましても、学校

教育の方針と施策、社会教育の方針と目標、人権・同和教育基本方針を基に、教育や文化、スポー

ツの推進に努めて参りたいと思いますので、何卒よろしくお願い致します。 

 以上、内子町教育委員会の点検・評価の報告とさせていただきます。 

○議長（森永和夫君） 只今の報告に対する質疑があれば許します。質疑はありませんか。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（森永和夫君） ありませんので、これにて、質疑を終結します。 

 本件は報告事項であります。よって、報告のとおり受理すること致します。 

 

○議長（森永和夫君） ここで暫時休憩をします。午前１１時１０分から再開します。 

 

午前１０時５９分 休憩 

 

午前１１時１０分 再開 

 

○議長（森永和夫君） 休憩前に続き、会議を開きます。 

 

日程第 ９ 議認第１１号 令和２年度内子町一般会計補正予算（第６号）の専決処分の承

認を求めることについて 

○議長（森永和夫君） 「日程第９ 議認第１１号 令和２年度内子町一般会計補正予算（第６

号）の専決処分の承認を求めることについて」を議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 
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○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 稲本町長。 

〔稲本隆壽町長登壇〕 

○町長（稲本隆壽君） 議認第１１号、令和２年度内子町一般会計補正予算（第６号）につきま

しては、期日に施行する必要があり、議会を招集する時間的余裕がなかったため、地方自治法第

１７９条第 1項の規定により町長が専決処分したものについて報告し、承認を求めるものでござ

います。議案書１の１０ページをお願いします。令和２年度内子町一般会計補正予算（第６号）

の補正につきましては、歳入歳出それぞれ１，３００万８，０００円を追加し、歳入歳出予算の

総額を１１９億８１０万８，０００円とするものでございます。その内容につきましては、副町

長に説明致させますので、よろしくご審議の上、ご承認賜りますようお願いいたします。 

○副町長（小野植正久君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 小野植副町長。 

〔小野植正久副町長登壇〕 

○副町長（小野植正久君） それでは、私の方から、議認第１１号 令和２年度内子町一般会計

補正予算（第６号）の専決処分の承認を求めることについてご説明を申し上げます。 

本案につきましては、町内の幼稚園・小中学校における新型コロナウイルス感染症対策にかかる

予算につき、議会を招集する時間的余裕がなかったため、地方自治法の規定により町長が専決処

分したものについて報告し、承認を求めるものでございます。 

 議案書１の１０ページをお願いします。 

 令和２年度内子町一般会計補正予算（第６号）につきましては、歳入歳出それぞれ１，３００

万８，０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を１１９億８１０万８，０００円とするものでご

ざいます。 

 １５ページをお願いします。補正予算（第６号）の財源につきましては、国県支出金７０７万

４，０００円、一般財源５９３万４，０００円でございます。 

 １６ページをお願いします。まず、歳入でございます。１３款、国庫支出金、２項、国庫補助

金、７目、教育費国庫補助金でございます。小・中学校における新型コロナウイルス感染症対策

のためのマスク等購入支援事業費補助金として１８万４，０００円、学校再開に伴う感染症対策

として学習保障等に係る支援事業費補助金として５７５万円を計上しております。１４款、県支

出金、２項、県補助金、８目、教育費県補助金でございます。幼児教育の質向上のための緊急環

境整備事業費補助金として、１１４万円を計上しております。１７款、繰入金、１項、基金繰入

金、１目、基金繰入金でございます。今回実施する国庫補助事業の自己財源分として、５９３万

４，０００円を財政調整基金から繰り入れることとしております。 

 １７ページをお願いします。続いて、歳出でございます。ただいまご説明いたしました補助金

等を活用し、町内の幼稚園、小・中学校が学校再開に向け、新型コロナウイルス感染症リスクを

最小限にしながら、十分な教育活動を継続するため必要な保健衛生用品や備品などを整備するこ

とで、児童及び生徒が安心して学ぶことができる体制の整備をおこなう経費を計上しております。 

小学校費として７７４万６，０００円、中学校費として４１２万２，０００円、幼稚園費として

１１４万円を計上しております。以上、議認第１１号、令和２年度内子町一般会計補正予算（第
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６号）の専決処分の承認を求めることについてご説明を申し上げました。よろしくご審議の上、

ご承認賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（森永和夫君） これより質疑に入ります。 

○１１番（下野安彦君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 下野安彦議員。 

○１１番（下野安彦君） 今回の新型コロナウイルスの感染症の防止のための備品の購入をされ

ておるということですけど、学校教育の方で児童生徒の個人的につけてこられている方はマスク

されていると思うんですけど、これに関しては完全に個人的な家庭での対応となっていると思う

んですけど、衛生的な面とかそういう問題はないですか。 

○学校教育課長（泉邦彦君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 泉学校教育課長。 

○学校教育課長（泉邦彦君） 只今のご質問の学校での衛生面問題ということのご質問ですけれ

ども、現在のところ、それぞれマスクにおきましてもまた消毒液、除菌シート等におきましても

各学校には事前に配布をしまた不足する場合には、こちらの方に連絡をもらえれば、また保健セ

ンター等から補充をするという体制をとっておりますので現在のところそういう衛生面での希望

というか問題点は出てきておらないと認識しております。 

○１１番（下野安彦君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 下野安彦議員。 

○１１番（下野安彦君） 私が言っているのは、児童・生徒さんが家庭的にマスクをつけてこら

れる中、いろんな家庭もあると思いますので対応が十分にできない場合とかにこういった備品の

中から学校にある程度の在庫を構えて先生の判断とか校長の判断で家庭的にも不都合が生じてい

るから、この中からマスクを使用しなさいとかいうそういう考え方をされているかという質問な

んですが。 

○学校教育課長（泉邦彦君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 泉学校教育課長。 

○学校教育課長（泉邦彦君） 只今のマスク等につきましては当然、学校の方でも準備をしてお

りまして子どもたちが仮にマスクをしないで学校に忘れてきたとか、そういう場面にはその時々

に応じて学校で準備をしております。衛生用品を提供しているという状況でございます。 

○議長（森永和夫君） 他に質疑はありませんか。 

○２番（関根律之君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 関根律之議員。 

○２番（関根律之君） この補正予定の１，３００万あまりのうち、財政調整基金繰入金が５９

３万あまりとなっているんですけど、これはどうして国・県の補助金で全額賄われないのか。対

象の物を買う時、この国や県の補助金の対象でない物を買われたのか。元々補助金が何割となっ

ているのか。そのあたりのことを教えていただけないでしょうか 

○学校教育課長（泉邦彦君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 泉学校教育課長。 

○学校教育課長（泉邦彦君） お答えを致します。今回の専決予算につきましては、大きく３つ
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の事業でございます。その中の１つ、幼稚園費につきましては１０分の１０の補助。残りマスク

等支援事業、また小・中学校への備品等につきましては２分の１の補助ということになっており

ます。それで残りにつきましては国の交付金が充てられる予定になっておりますけど、まだ現在

のところ確定というところではありませんので、この基金からの繰入金という処理にしておりま

す。以上です。 

○議長（森永和夫君） 他に質疑はありませんか。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（森永和夫君） ありませんので、これにて質疑を終結します。 

 これより、討論に入ります。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（森永和夫君） これにて、討論を終結します。 

 これより、「議認第１１号 令和２年度内子町一般会計補正予算（第６号）の専決処分の承認を

求めることについて」の採決に入ります。 

 本案を原案のとおり承認することに賛成の方はご起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（森永和夫君） 起立、全員であります。 

 したがって、本案は原案のとおり承認することに決定しました。 

 

日程第１０ 議認第１２号 平成３１年度内子町一般会計歳入歳出決算の認定について 

日程第１１ 議認第１３号 平成３１年度小田高校寄宿舎特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて 

日程第１２ 議認第１４号 平成３１年度内子町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算

の認定について 

日程第１３ 議認第１５号 平成３１年度内子町介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認

定について 

日程第１４ 議認第１６号 平成３１年度内子町介護保険サービス事業特別会計歳入歳出

決算の認定について 

日程第１５ 議認第１７号 平成３１年度内子町後期高齢者医療保険事業特別会計歳入歳

出決算の認定について 

○議長（森永和夫君） 「日程第１０ 議認第１２号 平成３１年度内子町一般会計歳入歳出決

算の認定について」「日程第１１ 議認第１３号 平成３１年度小田高校寄宿舎特別会計歳入歳

出決算の認定について」「日程第１２ 議認第１４号 平成３１年度内子町国民健康保険事業特

別会計歳入歳出決算の認定について」「日程第１３ 議認第１５号 平成３１年度内子町介護保

険事業特別会計歳入歳出決算の認定について」「日程第１４ 議認第１６号 平成３１年度内子

町介護保険サービス事業特別会計歳入歳出決算の認定について」「日程第１５ 議認第１７号 平

成３１年度内子町後期高齢者医療保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について」以上の６件を

一括議題とします。本案について説明を求めます。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 
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○議長（森永和夫君） 稲本町長。 

〔稲本隆壽町長登壇〕 

○町長（稲本隆壽君） 議認第１２号、平成３１年度内子町一般会計歳入歳出決算の認定につい

て、議認第１３号、平成３１年度小田高校寄宿舎特別会計歳入歳出決算の認定について、議認第

１４号、平成３１年度内子町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について、議認第１

５号、平成３１年度内子町介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について、議認第１６号、

平成３１年度内子町介護保険サービス事業特別会計歳入歳出決算の認定について、議認第１７号、

平成３１年度内子町後期高齢者医療保険事業特別会計歳入歳出決算の認定につきましては、その

内容を会計管理者に説明致させますので、よろしくご審議の上、ご認定を賜りますようお願い申

し上げます。 

○会計管理者（田中哲君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 田中会計管理者。 

〔田中哲会計管理者登壇〕 

○会計管理者（田中哲君） それでは、議認第１２号から議認第１７号までの平成３１年度一般

会計及び特別会計の決算について、ご説明いたします。各会計の決算につきましては、地方自治

法第２３３条第３項の規定により、監査委員の審査に付した決算及び意見を議会に提出し、議会

の「認定」をいただくものでございます。 

では、議認第１２号、平成３１年度一般会計(歳入歳出)決算」について、ご説明いたします。

資料ナンバー４「一般会計決算書」の２ページ・３ページをご覧下さい。まず歳入です。１款「町

税」の収入済額は、１４億６，２００万３１円、前年度より９８万円余りの増で、歳入全体に占

める割合は１３．８％です。税目別に見ますと、固定資産税・軽自動車税で前年度より増額、町

民税・町たばこ税は減額となっております。不納欠損額につきましては１４９万円余りで、８３

名分を処理したものです。収入未済額２，１６８万円余りは、６９５名分の滞納額です。また、

調定額に対する収入率は、９８．４％です。その詳細につきましては、資料ナンバー７決算資料

の５ページから７ページに記載しておりますので、後ほどご確認をお願いします。８款、地方交

付税の収入済額は、４７億４，９０２万９，０００円で、前年度より 1億４，６８３万円余りの

減となっております。歳入全体に占める割合は、４４．８％になります。なお、普通交付税につ

きましては、合併特例措置により、平成２７年度から平成３１年度までの５年間、段階的に減額

されたところでございます。１０款１項分担金の収入未済額１６０万円余りは、道路橋梁新設改

良費、社会資本整備総合交付金及び災害復旧事業費に係る分担金の繰越でござます。 

次に４ページ、５ページをお開き下さい。１１款、使用料及び手数料の収入未済額２，０５６

万円余りは、そのほとんどが、町営住宅及び駐車場使用料の未収入分です。その詳細につきまし

ては、資料ナンバー７決算資料の９ページで、後ほどご確認をお願いします。１２款、国庫支出

金の収入未済額２億３，８６１万円余りは、社会資本整備総合交付金、災害復旧事業等の補助金

に関する繰越です。１３款、県支出金の収入未済額２億３，７８１万円余りは、林業施設整備事

業、がけ崩れ防災事業、災害復旧事業等の補助金に関する繰越です。１４款、財産収入の２項、

財産売払収入３，７７６万円余りについては、梺団地などの土地の売払い収入及び基金保有の国

債売却益によるものです。１５款、寄附金の収入済額１，３７２万円余りは、ふるさと応援等の
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寄附金でございます。１９款、町債の収入済額は、６億６，９７６万円余りで、前年度より４億

７，３９４万円余りの減となっております。収入未済額３億６，６４０万円は、林業振興債、土

木債、消防債、自治会館整備事業債、災害復旧事業債の繰越です。 

 

続いて、６ページ、７ページをご覧ください。そうしまして、歳入合計につきましては、 一

番下の収入済額合計、１０５億９，４３５万２，７９７円で、前年度より７，０７８万円余り、

率にして０．７％の増となっています。 

次に８ページ、９ページです。歳出の主なものを説明いたします。２款、総務費の支出済額は、

１１億７，００２万４，９７１円で、前年度より９，０４４万円余りの増です。３款、民生費の

支出済額は、２５億９，９０１万７４３円で、前年度より１億１，０３６万円余りの増。４款、

衛生費の支出済額は、７億９，２４０万７，７６１円で、前年度より１億２，１９７万円余りの

減となっています。６款、農林水産業費の支出済額は、８億３，８２０万６，６６９円で、前年

度より１億１，４４５万円余りの増です。なお、翌年度への繰越は、農地費、林業振興費及び林

業施設費の事業です。８款、土木費の支出済額は、９億８，１９４万２６２円で、前年度より２，

２１４万円余りの減、繰越は、道路橋梁費、河川費、内子運動公園費の事業です。９款、消防費

の支出済額は、５億７，１３９万８，７６６円で、前年度より８，１０２万円余りの増、繰越は、

消防施設費及び防災費の事業費となっております。 

次に１０ページ、１１ページをお開きください。１０款、教育費の支出済額は、１１億５１４

万９，５９２円で、前年度より３億４２０万円余りの減となっております。繰越は、自治センター

費の事業です。１１款、災害復旧費の支出済額は、５億４，００８万４，９１０円で、前年度よ

り１億２，６９１万円余りの増となりました。繰越は、農林業施設及び公共土木施設の災害復旧

事業です。そうしまして、歳出合計につきましては、一番下の支出済額合計、１０１億５，１８

５万４，４５０円で、前年度より１億５，７８９万円余り、率にして１．６％の増となっていま

す。 

次にページ数を大きく飛びまして１７０ページをご覧ください。実質収支に関する調書です。

３番の歳入歳出差引額は、４億４，２４９万８，３４７円となり、そのうち繰越明許費の繰越額

は、１億２，０４８万９，０００円、また、当該年度には、事故繰越がありますので、その繰越

額が１億１，０１０万２，０００円となり、５番の「実質収支額」は、２億１，１９０万７，３

４７円となっています。 

次に財産に関する調書でございます。決算書の１７２ページをご覧ください。公有財産の異動

で土地及び建物の動きを記載していますが、その詳細は、資料ナンバー７決算資料の１０３ペー

ジで後ほどご確認をお願いします。 

次に決算書の１７６ページをご覧ください。物品の所有状況です。取得価格が５０万円以上の

「重要物品」につきまして、年度内の増減を一覧表に掲載しています。これにつきましても資料

ナンバー７決算資料の１０４ページに記載しておりますので、後ほどご確認をお願いします。 

次に１７８ページ、１７９ページをお開きください。基金の決算です。ご覧のとおり 1番から

２６番まで２６の基金があり、動きのあった主なものを説明いたします。１番「一般会計財政調

整基金」です。債権の欄の年度中増加高の１億１，０７１万円余りは、平成３１年度一般会計か
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ら基金へ積立をしたものです。２番「減債基金」については、有価証券の欄にある国債２億５，

００６万円余りを売却し、その額、売却益、利息及び一般会計からの積立金の合計２億７，５０

３万円余りを「預金」として、積立てております。なお、同様に３番「地域福祉基金」、４番「土

地開発基金」、１５番「高池健康づくり基金」及び１６番「いかざき小田川はらっぱ基金」につき

ましても、有価証券の欄にある国債を全て売却し、その額及び売却益を預金として、積立ててお

ります。次に３番「地域福祉基金」です。預金の欄、年度中減少高の２，３９２万円につきまし

ては、愛媛大学寄付講座に充てるための２，２００万円及びリハビリ用健康機具購入に１９２万

円を繰出したものです。７番「公共施設整備基金」です。預金の欄の、年度中増加高１億８，２

９１万円余りを積立て、年度中減少高の１億１，２９８万円余りを防災行政無線個別受信機等の

公共施設整備に繰出したものです。また、債権の欄の年度中増加高１億４，８２９万円余りは、

平成３１年度一般会計から基金へ積立をしたものです。 

１７９ページに移りまして、１９番「エコロジータウン内子ふるさと応援基金」です。預金の

欄の年度中増加高１，０９８万円余りは、寄附金とその利息で、年度中減少高の５９０万円は、

寄附金の返礼品及び学校備品購入等に繰出をしています。２６番「森林環境譲与税基金」につき

ましては、平成３１年度から森林環境譲与税が創設され、それに合わせ、年度末にこの基金を創

設したもので、林業の整備及びその促進に関する事業に充てられるものでございます。そうしま

して、基金の年度末現在高合計額は、一番下の欄の右、６５億２，０８５万４，５４３円となり、

前年度から１億９，０１４万円余りの増額となっています。以上で、議認第１２号「平成３１年

度一般会計歳入歳出決算」の説明とさせていただきます。 

続きまして、議認第１３号から議認第１７号までの５つの「特別会計決算」について説明いた

します。資料ナンバー５特別会計決算書の２ページ、３ページをお開きください。小田高校寄宿

舎特別会計です。まず、歳入です。１款「寄宿舎事業収入」の収入済額２１６万円余りは、寄宿

舎の部屋使用料です。２款「繰入金」は、一般会計からの繰入で５１４万円余り、３款「諸収入」

の５９７万円余りは、部屋の光熱水費などでございます。歳入合計は、７９０万５，６４７円で

す。 

 次に、１０ページ、１１ページをお開き下さい。歳出です。寄宿舎事業費の一般管理費２９９

万円余り、施設管理費２６８万円余り、寮生の給食費２２２万円余りとなっています。歳出合計

は、歳入合計と同額の７９０万５，６４７円です。 

 次に、１４ページ、１５ページをお開き下さい。国民健康保険事業特別会計です。まず、歳入

です。１款、国民健康保険税の収入済額は、３億３，１８８万円余りで、前年度より１，２１８

万円余りの減です。また、調定額に対する収入率は、９２．７％です。不納欠損額は、２３名分

の２７９万円余り、保険税の収入未済額は、２，３４５万円余りとなっています。そうしまして、

歳入合計は、２１億３，４０８万５，４９０円で、前年度より６，６２７万円余りの増となって

います。 

次に１６ページ、１７ページをお開き下さい。歳出です。２款の保険給付費、１５億１，３４

３万円余りが、主なものでございます。歳出合計は、２０億６，４１１万２，９７８円で、前年

度より７，２２３万円余りの増となっています。 

 次に４０ページ、４１ページをお開きください。介護保険事業特別会計です。まず、歳入です。
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１款、保険料の収入済額は、４億１，４８２万円余りで、なお、その保険料を納めていただく６

５歳以上の１号被保険者数は、年度末現在で６，４３８名です。また、不納欠損額が３６万円余

りで、収入未済額は、１，４２２万円余りとなっております。その詳細は、資料ナンバー７決算 

資料の７４ページで、後ほどご確認をお願いします。１０款、繰入金は、一般会計からの繰入れ

で、３億９，３４９万円余りとなっております。歳入合計は、２６億３，４３７万９，９１０円

で、前年度より７１５万円余りの減となっております。 

次に４２ページ、４３ページをお開き下さい。歳出です。主なものは、２款の保険給付費で２

４億３，４４３万円余りになっております。なお、要支援・要介護者数は、年度末現在で１，３

５４名です。歳出合計は、２６億７０８万９，３２７円で、前年度より１，９０４万円余りの増

となっています。 

次に８０ページ、８１ページをお開き下さい。介護保険サービス事業 特別会計です。まず歳入

です。１款「サービス収入」は、利用者２０３名のケアプラン作成にかかる収入１，０１０万円

余りです。２款「繰入金」は、一般会計からの繰入で８３９万円余り、歳入合計は１，８５０万

３，３４３円です。 

 次に８２ページ、８３ページをお開き下さい。歳出です。１款、総務費の支出済額は１，１１

１万円余りで、そのほとんどが人件費です。２款、事業費は、ケアプランの外部委託等の経費７

３８万円余りです。歳出合計は、歳入合計と同額の１，８５０万３，３４３円となっております。 

次に８６ページ、８７ページをお開き下さい。後期高齢者医療保険事業特別会計です。まず歳

入です。１款、後期高齢者医療保険料の収入済額は、１億４，４５７万円余りです。なお、年度

末の被保険者数は、３，６８８名となっています。３款、繰入金の８，３７６万円余りは、一般

会計からの繰入れです。そうしまして 歳入合計は、２億３，２２９万５６２円でございます。 

最後に、８８ページ、８９ページをお開き下さい。歳出です。その主なものは、２款「後期高

齢者医療広域連合納付金」で、２億２，２９５万円余りで、歳出合計は、２億２，４９４万５，

９４２円となっています。以上で、議認第１２号から議認第１７号、平成３１年度一般会計決算 

及び特別会計決算の説明とさせていただきます。ご審議の上、認定賜りますようお願い致します。 

○議長（森永和夫君） 監査委員から、審査意見書が提出されておりますので、報告を求めます。 

○代表監査委員（赤穂英一君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 赤穂英一代表監査委員。 

〔赤穂英一代表監査委員登壇〕 

○代表監査委員（赤穂英一君） ご報告申し上げます。資料番号８番、「平成３１年度 内子町一

般会計・特別会計決算審査意見書」の２８ページをご覧ください。総括意見としてまとめさせて

いただいております。地方自治法第２３３条に基づく、平成３１年度における一般会計・特別会

計の歳入歳出決算審査は、代表監査委員の私、赤穂、山本監査委員及び監査委員事務局により、

内子町監査基準に基づき、各課等から提出された決算資料を中心に、関係職員から説明を聴取し、

さらに財務監査、従来の定例監査や例月現金出納検査の結果も参考にして実施しました。その結

果、各会計の決算書及び関係調書等は予算並びに関係法令に準拠して作成されており、誤りのな

いものと認めました。評価できる事項もたくさんありましたが、一方で、引き続き、留意いただ

きたい事項もありました。具体的な意見は、次のとおりです。 
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まず、１番は、一般会計予算額に対する不用額についてです。不用額は、歳出予算現額から支

出済額及び翌年度繰越額を控除し残ったお金であり、見方によっては、無駄な予算執行と言われ

ている予算の使い切りを行っていないことでもあります。大切なことは、不用額発生の原因です。 

良い不用額の発生事例としては、事業の効率的な執行の節約、競争原理を生かした入札による残

金、予見し難いため万一に備え余裕を持たせた予算等が挙げられます。今回の決算審査では、い

ずれの事例も見受けられました。また、年度終盤には、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う

事例も多く見受けられました。一方、良くない事例としては、予算編成時の調査・検証不足によ

る過大見積もり、予算執行上の管理不足など、多様な理由が挙げられますが、今回の決算審査で

は、このような事例は見受けられませんでした。執行管理表を活用するなど、的確な予算の執行

管理ができていました。引き続き、予算執行事務管理の徹底や、早めの決算見込みと不用額の把

握に努め、補正予算での対応、あるいは、将来のための基金として活用するなど、限られた財源

の最大限の活用に努めていただきたいと思います。 

次に、２番、一般会計委託料及び工事請負費についてです。競争性、透明性、経済性の確保に

ついてですが、驚くほど多くの業務が外注で執行されており、これは、民間の活性化や事務の効

率化に繋がり評価できることでもあります。大切なことは、この財源が税金であることに鑑み、

「より良いものをより安く調達しているか」で、地方自治法第２条の精神と趣旨、つまり、「最小

の経費で最大の効果を挙げる」がいかに生かされているかであります。今回の決算審査では、競

争性・透明性・経済性を踏まえ、更には地元業者の受注機会の確保を図る地域要件を考慮した競

争入札、比較見積もりが行われており、適正な予算執行が行われていました。また、平成３０年

度の豪雨災害に伴う復旧工事も数多く発注されており、それらの中には、工期等の理由で入札が

不調となり、必要な手続きを経て随意契約に至った事例も多く見受けられましたが、一連の契約

手続きは、法令に基づき適正に執行されていました。一刻も早い災害復旧に向けて、関係者の皆

さんが取り組まれたご苦労の跡が、伺えました。加えて、三業者以上の見積もりによる随意契約

については、指名競争入札に改善した事例も見受けられました。近年、入札・契約制度は多様化

しています。それぞれのメリット・デメリットを念頭に、事業に見合った最良の方法を検討され、

適正な契約執行に努められたいと思います。留意事項についてですが、不正に繋がりやすい随意

契約、あるいは複数年契約となる長期継続契約については、法的根拠が重要です。執行伺い決裁

書類には、根拠となる条項、理由の記載漏れがないよう留意願います。今回の決算審査では、根

拠となる条項及びその理由が確実に記載されていました。また、少額随意契約においては、癒着

による業者の固定化といった疑念を生じさせないよう、引き続き、複数業者による見積合せを行

い広く参加の機会が付与されるよう努めていただきたいと思います。次に、工事の現地検査につ

いてですが、多くの工事から抽出した工事について、「内子町監査基準」による工事検査の着眼点

を参考に書類検査と現地検査を実施しました。着眼点としては、契約と執行は適正か。設計書ど

おりに工事が施工されているか。設計・金額・工期、変更理由は適正かであります。書類検査と

現地検査の結果、それぞれの工事ともに適正に執行されていました。特に変更については、事前

に目視でき予測できる場合や関連する設備の経過年数の確認など、十分な調査と準備により、適

正な執行に努めていただきたいと思います。また、工事の各段階や竣工時の検査においては、発

注仕様書のとおりの成果・効果が出ているかという観点からも厳正な検査を行うよう留意願いま



令和２年 9 月第 110 回内子町議会定例会 

- 71 - 

す。 

次に、３番、滞納についてです。町税をはじめ、国民健康保険税、貸付金、負担金、使用料等

の全体の滞納は、次に示しております滞納額の推移のとおり、平成２２年度以降は減少傾向が継

続しております。平成３１年度は、対前年度比で１，４５２万１，０００円の減少となっていま

す。これは、厳しい経済と高齢化の状況下で、職員の皆様方が長期にわたり、日々頑張られた成

果であると思います。また、税務課主導の「内子町債権管理対策会議」等による緊密な連携によ

るものであり、高く評価できます。徴収事務は、自主財源の確保、公平な負担、行政の信頼につ

ながるものです。滞納については、今後とも、法令に基づき、初期対応に積極的に取り組み、現

年分の徴収が収入未済とならないよう努めるとともに、過年分を含め、その解消に一層努力して

いただきたいと思います。加えて、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う納税猶予等の措置に

は留意願います。町税の徴収率は、次の町税の徴収率の推移のとおり、平成３１年度は徴収率９

８．４４％となっています。平成２３年度以降最高率となっております。具体的には、法令に基

づく厳正・的確な滞納整理、高額・悪質事案の愛媛県地方税滞納整理機構への引継ぎ、振替納税

の利用勧奨などの結果であり、高く評価できるものです。一方、全体的に滞納が減少している中、

徴収率の低い町営住宅・駐車場使用料、住宅新築資金等貸付金については、引き続き、必要に応

じて専門家とも相談し、滞納者はもとより連帯保証人にも接触し、厳正な対応をしていただきた

いと思います。なお、住宅新築資金等貸付金の徴収率は、前年度に比べ２６．０９％大幅に上昇

して取り組みの成果が表れてきていると評価できます。 

次に、４番、資金運用についてです。資金の運用については、歳計現金のこまめな定期預金運

用、数年前から長期債券（国債）による積極的運用を行っています。今後とも、関係課との緊密

な連携のもと、安全確実を旨とした運用に努めていただきたいと思います。ここで大事なのは、

その時に、最も効率的で、安全であろうと判断した意思決定の過程を記録しておき、説明責任を

果たせるようにしておくことであります。地方自治体は、もうけ主義ではなく、安全確実な運用

が重要です。 

５番、情報化、ＩＣＴ化対応についてです。社会保障・税番号制度、平成２８年に運用されて

から早何年も経っておりますが、更なる情報化、ＩＣＴ化が進展しています。ここで重要なのは、

個人情報及びデータの保護は適正に行われているか、職員への情報管理やシステムの周知・研修・

監査・点検が十分に行われているかであります。平成３０年１０月に初めて実施された担当部署

による各現場での実地監査や例年実施されている職員研修は、極めて有効です。情報管理の徹底、

セキュリティの確保に引き続き、厳格な対応を願います。 

次に、６番、旅費、時間外勤務手当、備品等管理についてです。まず、旅費については、目的・

必要性・行程・旅行命令・復命書等について関係帳票の確認・ヒアリングを行いましたが、旅費

規定に基づき、適正に執行されていました。次に、時間外勤務手当については、命令簿・出退記

録タイムカードの確認・ヒアリングを行いました。一部の職員に時間外勤務が慢性化している等

の事象が確認されました。引き続き、特定の職員に過重な負担とならないよう必要に応じ、担当

者相互の事務支援や事務分担の見直し、職員が一人で悩むことがないような風通しの良い職場環

境の醸成、管理者による事務管理の徹底、事務処理手順の遵守等について、鋭意取り組んでいた

だきたいと思います。すでに各種対応策を講じておられるところですが、職員の健康管理やメリ
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ハリの付いた効率的な事務遂行のためにも、よろしくお願いします。 

 次に、備品等管理についてでありますが、検収・備品管理システムへの搭載・備品管理番号シー

ルの貼付・管理状況等について関係帳票の確認・ヒアリングを行いました。物品管理規定に基づ

き、各種手続きは適正に行われていましたが、職員の不注意による公用車・パソコンの損傷案件

が散見されました。いずれの案件も注意しておれば防げたものでありました。既に、職員への注

意喚起はなされていますが、物品の調達費や修繕費の財源は税金であることを常に認識の上、職

員への注意喚起を徹底し、再発防止に努めていただきたいと思います。 

  最後に、内子町の財政は、資料番号８番の「平成３１年度健全化判断比率及び資金不足比率

審査意見書」の８ページにありますとおり、健全財政であります。これは、短期で成し遂げたも

のではなく、これまでの議会及び理事者の皆様方の地道な改革と改善に取り組まれた成果である

と思います。今後も、過疎化と人口減少、少子・高齢化の進行に加え、地球温暖化に伴い多発す

る自然災害・予想される地震への対策、新型コロナウイルス感染症の影響など、厳しい地域の現

状が続くと思われますが、これまで同様に補助金制度の積極的な活用、基金の適正な積立と活用

等により、事業の選択と適時適切な実施に努めていただきたいと思います。特に、補助金確保に

熱意をもって取り組まれてきた町幹部及び担当部署の皆さんのご努力は並々ならぬものがあり、

引き続き、期待したいと思います。内子町の更なる進展を望み、決算審査報告といたします。 

○議長（森永和夫君） 議認第１２号から議認第１７号までの平成３１年度 各会計歳入歳出決

算認定について、の説明と報告が終わりました。これより、質疑に入ります。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（森永和夫君） ありませんので、これにて、質疑を終結します。 

お諮りします。 議認第１２号から議認第１７号までの決算認定６件は、予算決算常任委員会に

付託することにしたいと思います。  

 これに、ご異議ありませんか。 

〔「異議なし。」の声あり〕 

○議長（森永和夫君） ご異議なしと認めます。 

  よって、議認第１２号から議認第１７号の決算認定６件は、予算決算常任委員会に付託するこ

とに決定致しました。

 

○議長（森永和夫君） ここで暫時休憩します。午後１時から再開します。 

 

午前１１時５９分 休憩 

 

午後 １時００分 再開 

 

○議長（森永和夫君） 休憩前に続き、会議を開きます。 

 

日程第１６ 議案第７８号 平成３１年度内子町水道事業会計剰余金の処分について 

日程第１７ 議認第１８号 平成３１年度内子町水道事業会計決算の認定について 
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○議長（森永和夫君） 「日程第１６ 議案第７８号 平成３１年度内子町水道事業会計剰余金

の処分について」及び「日程第１７ 議認第１８号 平成３１年度内子町水道事業会計決算の認

定について」以上２件を一括議題とします。本案について説明を求めます。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 稲本町長。 

〔稲本隆壽町長登壇〕 

○町長（稲本隆壽君） 議案第７８号、平成３１年度内子町水道事業会計剰余金の処分について、

議認第１８号、平成３１年度内子町水道事業会計決算の認定につきましては、その内容を建設デ

ザイン課長に説明致させますので、よろしくご審議の上、ご決定・ご認定賜りますようお願い申

し上げます。 

○建設デザイン課長（正岡和猶君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 正岡建設デザイン課長。 

〔正岡和猶建設デザイン課長登壇〕 

○建設デザイン課長（正岡和猶君） 議案第７８号、平成３１年度内子町水道事業会計剰余金の

処分について。議認第１８号、平成３１年度内子町水道事業会計決算の認定につきましては、関

連がございますので、一括して説明をさせていただきます。 

議案資料１の２４ページでございます。平成３１年度内子町水道事業会計では、利益剰余金が

生じましたので、その処分につきまして地方公営企業法第３２条第２項の規定により、議会の議

決を求めるものでございます。次の２５ページに処分計算書を記載しております。未処分剰余金

６，３２１万６，６１１円を処分額といたしまして、その処分先でございますが、企業債の償還

に充てる目的の減債積立金に５，３２１万６，６１１円。欠損金を埋める目的の利益積立金に１，

０００万円を積み立てまして、処分するものでございます。 

次に、議認第１８号、平成３１年度内子町水道事業会計決算認定についてご説明いたします。

資料につきましては、別冊資料６でございます。 

２ページをお開き下さい。まず収益的収入でございます。1 款の事業収益が、４億６，３８０

万４，７８７円で前年度に比べ１．９８％の増額となっております。 

内訳として、１項の営業収益は、２億７，８７８万３，０７９円で給水収益でございます。２項

の営業外収益は、一般会計補助金、雑収入等で１億８，４８９万３，１９７円となっております。 

次に３ページの支出でございますが、１款の水道事業費用におきましては、３億８，８８３万

８，６８２円で前年度と比べ６．１２％の減となっております。内訳として１項の営業費用にお

きましては、３億４，４１２万８，７３４円で、２項の営業外費用は４，４４７万３，９９６円

でございます。 

続いて、４ページをお願いします。資本的収入及び支出でございます。まず、収入でございま

すが、1 款資本的収入におきまして、総額で５億４，５７２万４，５７２円でございます。対前

年度比７７．３１％の増額となっております。 

続きまして５ページの支出でございます。１款、資本的支出総額６億６，２８１万８，５００

円で対前年度比５２．４０％の増額となっております。収入の増額は、有価証券の満期及び売却

があったこと、また、支出の増額は、有価証券の購入や中山間地域総合整備事業の事業量の増が
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要因となっております。資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額、１億１，７０９万３，

９２８円につきまして、過年度分損益勘定留保資金、減債積立金、当年度消費税等資本的収支調

整額で補填しております。詳細につきましては６ページに記載しておりますのでお目通しをお願

いします。 

続きまして、７ページをお開きください。損益計算書です。まず、営業収益でございますが、

給水収益から加入金まで合わせまして２億５，６２４万４，５２０円でございます。次に営業費

用でございますが、原水及び浄水費からその他の営業費用まで合計で３億３，５０８万５，９９

０円でございます。営業収益から営業費用を差し引きました営業損失は、７，８８４万１，４７

０円となっております。続きまして、営業外収益は、受取利息及び配当金から雑収益までの合計

で、１億８，４８９万３，３２７円でございます。営業外費用が４，２７２万７，８０５円となっ

ており、このことによります経常利益は、６，３３２万４，０５２円となっております。これに

特別利益、特別損失を考慮しまして、当年度純利益は６，３２１万６，６１１円でございます。

したがいまして、平成３１年度未処分利益剰余金は、６，３２１万６，６１１円となります。こ

の剰余金処分につきましては、議案第７８号でご説明いたしましたが、内子町水道事業の利益及

び資本剰余金の処分等に関する条例第２条第１項のとおり、処分するものでございます。８ペー

ジから９ページには剰余金計算書を、１０ページには、剰余金処分計算書の案を記載しておりま

すのでお目通しをお願い致します。 

 １１ページから１３ページには、内子町水道事業貸借対照表を記載しており令和２年３月３１

日現在では、資産及び負債・資本とも合計７２億２，５５４万９，８０９円となっております。

１６ページには、キャッシュ・フロー計算書を。１７ページ以下には、事業報告などの関連資料

を記載しておりますので、お目通しをお願い致します。 

 以上、簡単でございますが、議案題７８号、平成３１年度内子町水道事業会計剰余金の処分に

ついて及び、議認第１８号、平成３１年度内子町水道事業会計決算の認定についての説明とさせ

ていただきます。よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い致します。 

○議長（森永和夫君） 監査委員から、審査意見書が、提出されておりますので、報告を求めま

す。 

○代表監査委員（赤穂英一君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 赤穂英一代表監査委員。 

〔赤穂英一代表監査委員登壇〕 

○代表監査委員（赤穂英一君） ご報告申し上げます。 

資料番号８番、「平成３１年度 内子町公営企業会計決算審査意見書」の３ページをご覧くださ

い。地方公営企業法第３０条に基づく、平成３１年度内子町公営企業会計決算審査は、代表監査

委員の私、赤穂、山本監査委員及び監査委員事務局により、内子町監査基準に基づき、担当部署

から提出された決算報告書等を中心に、関係職員から説明を聴取し、さらに財務監査、定例監査

や例月現金出納検査の結果も参考にして実施しました。その結果、４番で記載しております、審

査結果のとおり、審査に付された決算報告書、財務諸表、事業報告書及び附属明細書は、関係法

令に準拠して作成され、計数は関係諸帳簿等と符合し正確であり、当事業の経営成績及び財政状

況を適正に表示しているものと認めました。また、運営状況についても、地方公営企業法の趣旨
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に沿って経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するよう効率的な運営がなされていると

認めました。 

 続いて１４ページをご覧ください。公営企業のうち、水道事業に係る具体的な意見をまとめさ

せていただいております。まず、１番、経営状況についてです。平成２８年４月１日付で全ての

簡易水道事業と統合して、４年目の経営状況となっております。その状況を示す「損益計算書」

では、水道事業の正常な収益力を示す経常利益は６，３３２万４，０５２円。当年度未処分利益

剰余金は、６，３２１万６，６１１円となっております。良好です。 

次に、２番、財政状態についてです。財政の状態を示す「貸借対照表」による財政比率は、次

のとおり、良好であります。１番、固定資産対長期資本比率は、事業の固定的・長期安定性を見

る指標であります。１００％以下が望ましく９１．６７％となっています。流動比率は、１年以

内に返済すべき流動負債をどの程度返済可能かを見る指標でありますが、最低でも１００％以上

が必要で、３６１．０４％となっています。３番、自己資本構成比率は、総資本に占める自己資

本の割合を見る指標ですが、比率は高いほど良く、６３．５７％となっています。負債比率は、

企業の健全性を見る指標ですが、１００％以下が望ましく、５７．３２％となっています。 

次に、３番、資本的収入及び支出における不足額の取扱いについてです。資本的収入額が資本

的支出額に対して１億１，７０９万３，９２８円の不足額が生じていました。この不足額は、過

年度分損益勘定留保資金６，４２２万５，４１９円、減債積立金４，１１９万５，７５７円、当

年度消費税等資本的収支調整額１，１６７万２，７５２円で適正に補てん処理が行われていまし

た。 

次に、４番、工事請負契約及び業務委託契約についてです。工事請負、委託業務の契約にあたっ

ては、競争原理を生かした経済性のある適正な入札契約が行われていました。 

次に、５番、資金運用についてです。水道事業の資金の運用については、平成２７年以降、内

子町水道事業資金管理方針規定に基づき、内子町水道事業資金運用会議を設置し、１番、歳計現

金のこまめな定期預金運用、２番、近年、長期債券による積極的運用を行っています。先ほどの

一般会計・特別会計決算審査意見の繰り返しになりますが、今後とも、関係部署との緊密な連携

のもと、安全確実を旨とした運用に努めていただきたいと思います。有価証券は、安全性の基準

を満たし利率の良い物が出ても予算を組んでいないと購入できないため、令和元年１２月に有価

証券購入費１億５００万円を補正しましたが、安全性の基準を満たした利率の良い物が出なかっ

たため、予算執行せず、不用額が出ています。この判断は評価できることです。ここで大事なの

は、「その時に、最も効率的で、安全であろうと判断」した「意思決定の過程」を記録しておき、

説明責任を果たせるようにしておくことです。 

次に、６番、今後の経営についてです。人口減少に伴い料金収入の伸び悩みが予想される中、

簡易水道事業との統合で、施設の老朽化等による修繕及び更新、耐震化、水道料金等、多くの課

題が考えられます。特に、近年、有収率の低下が懸念されます。具体的な数値は、平成３１年度

が７４．７６％、平成３０年度が７１％、平成２９年度が７２．１７％、平成２８年度が７５．

２１％、平成２７年度が７７．４２％となっており、簡易水道との統合後、低下が顕著となって

います。平成３１年度は、前年度に比べ若干改善しているものの類似団体全国平均に比べて低調

です。参考として、平成３０年度の類似団体全国平均の有収率は８０．９３％です。有収率の減
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少は、送水・配水管の老朽化による漏水が一つの原因と考えられ、計画的に漏水調査を実施し早

期対応を行い、安定した給水のため、漏水件数を減らす努力を行っていますが、更なる効果的な

取組が必要です。令和２年３月末に完了した、耐震化計画等策定業務委託及び内子町水道事業経

営戦略策定支援業務委託の結果を踏まえ、引き続き、長期的な展望に立って課題解決に取り組み、

統合の目的である広域的受益の均衡化、経営の効率化と基盤の強化を図り、安心で安全な水道水

の安定供給に、一層努められることを願い、水道事業の決算審査報告といたします。 

○議長（森永和夫君） 議案第７９号及び議認第１９号の説明と報告が終わりました。 

これより、質疑にはいります。質疑はありませんか。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（森永和夫君） ありませんので、これにて質疑を終結します。 

それでは、お諮りします。議案第７８号及び議認第１８号の２件は、予算決算常任委員会に付

託することにしたいと思います。これに、ご異議ありませんか。 

〔「異議なし。」の声あり〕 

○議長（森永和夫君） ご異議なしと認めます。 

  よって、議案第７８号及び議認第１８号の２件は、予算決算常任委員会に付託することに決定

いたしました。 

 

  日程第１８ 議案第７９号 平成３１年度内子町下水道事業会計剰余金の処分について 

  日程第１９ 議認第１９号 平成３１年度内子町下水道事業会計決算の認定について 

○議長（森永和夫君） 「日程第１８ 議案第７９号 平成３１年度内子町下水道事業会計剰余

金の処分について」及び「日程第１９ 議認第１９号 平成３１年度内子町下水道事業会計決算

の認定について」以上２件を一括議題とします。本案について説明を求めます。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 稲本町長。 

〔稲本隆壽町長登壇〕 

○町長（稲本隆壽君） 議案第７９号、平成３１年度内子町下水道事業会計剰余金の処分につい

て、議認第１９号、平成３１年度内子町下水道事業会計決算の認定につきましては、その内容を

建設デザイン課長に説明させますので、よろしくご審議の上、ご決定・ご認定賜りますようお願

い申し上げます。 

○建設デザイン課長（正岡和猶君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 正岡建設デザイン課長。 

〔正岡和猶建設デザイン課長登壇〕 

○建設デザイン課長（正岡和猶君） 議案第７９号、平成３１年度内子町下水道事業会計剰余金

の処分について。議認第１９号、平成３１年度内子町下水道事業会計決算の認定につきましては、

関連がございますので、一括して説明をさせていただきます。 

資料でございますが、議案資料１の２７ページをお願いします。平成３１年度内子町下水道事

業会計で、利益剰余金が生じましたので、その処分につきまして、地方公営企業法第３２条第２

項の規定より議会の議決を求めるものでございます。 
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次の２８ページに処分計算書を記載しております。未処分剰余金４７９万５，９６４円を処分

額といたしまして、その処分先でございますが、企業債の償還に充てる目的の減債積立金に５４

万５，９６４円を積み立てまして、残りの４２５万円につきましては繰越剰余金とするものでご

ざいます。この繰越利益剰余金でございますが、６月議会で説明いたしました、委託費の事故繰

越分でございまして、決算時には剰余金として計上されますが、委託業務完成の際に支出予定で

ございますので今回は委託費相当分以外の剰余金５４万５,９６４円を処分するものでございま

す。 

次に議認第１９号、平成３１年度内子町下水道事業会計決算の認定についてご説明いたします。

資料につきましては、別冊資料６のあさぎ色の仕切りからの内子町下水道事業会計決算書でござ

います。２ページでございます。まず収益的収入でございます。１款の事業収益が、２億７，８

０６万５，８０２円となっております。内訳といたしまして、１項の営業収益は、８，１１０万

９，０３５円で下水道使用料でございます。２項の営業外収益は、一般会計補助金、雑収入等で、

１億９，６８８万５，０５４円となっております。 

次３ページの支出でございますが、１款の下水道事業費用が、２億７，３２６万９，８３８円

となっております。内訳として１項の営業費用は、２億４，５１０万３，２３５円で、主なもの

は、処理場費、減価償却費でございます。２項の営業外費用は２，８１６万５，４２８円となっ

ており、主に企業債利息でございます。 

続きまして、４ページをお願いします。資本的収入及び支出でございます。まず、収入でござ

いますが、1款資本的収入は、総額で８，０５７万９，５００円でございます。 

続きまして５ページの支出でございます。１款資本的支出総額１億４，０６６万９，０８０円

となっており、主なものは、第２項の企業債償還金でございます。資本的収入額が資本的支出額

に対し不足する額６，００８万９，５８０円につきまして、過年度分損益勘定保留資金で補填し

ております。詳細につきましては６ページに記載しておりますのでお目通しをお願いします。 

続きまして７ページをお開きください。損益計算書です。まず、営業収益でございますが、下

水道使用料、その他営業収益を合わせまして７，４５５万５，９９０円でございます。次に営業

費用でございますが、官渠費からその他の営業費用まで合計で２億３，７７１万２，５７３円で

ございます。営業収益から営業費用を差し引きました営業損失は、１億６，３１５万６，５８３

円となっております。続きまして、営業外収益は、他会計補助金から雑収益までの合計で、１億

９，６８８万６，２６４円でございます。営業外費用が２，８９９万８，９７７円となっており、

このことによります経常利益は、４７３万７０４円となっております。これに特別利益、特別損

失を考慮しまして、当年度純利益は４７９万５，９６４円となっております。従いまして、平成

３１年度未処分利益剰余金は４７９万５，９６４円となります。この剰余金処分につきましては、

議案第７９号でご説明いたしましように、委託費相当分４２５万円が含まれておりその額を差し

引いた５４万５，９６４円を処分額と致しまして、内子町下水道事業の利益及び資本剰余金の処

分等に関する条例第２条第１項のとおり処分するものでございます。 

８ページ、９ページには剰余金計算書を、１０ページには、剰余金処分計算書の案を記載して

おりますのでお目通しをお願い致します。 

 １１ページから１３ページには、内子町下水道事業貸借対照表を記載しております。令和２年
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３月３１日現在では、資産及び負債・資本とも合計で４３億７３６万１，０２４円となっており

ます。１６ページにはキャッシュ・フロー計算書、１７ページ以下には、事業報告などの関連資

料を記載しておりますので、お目通しをお願い致します。以上、簡単ですが、議案題７９号、平

成３１年度内子町下水道事業会計剰余の処分について及び、議認第１９号、平成３１年度内子町

下水道事業会計決算の認定についての説明とさせていただきます。よろしくご審議の上、ご決定

賜りますようお願い致します。 

○議長（森永和夫君） 監査委員から、審査意見書が、提出されておりますので、報告を求めま

す。 

○代表監査委員（赤穂英一君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 赤穂英一代表監査委員。 

〔赤穂英一代表監査委員登壇〕 

○代表監査委員（赤穂英一君） ご報告申し上げます。 

 お手元の資料番号８番、「平成３１年度 内子町公営企業会計決算審査意見書」の３ページをご

覧ください。監査の根拠法令とか監査担当者については先ほど水道事業の方でご説明しましたの

で割愛いたします。４番の審査結果のとおり、審査に付された決算報告書、財務諸表、事業報告

書及び附属明細書は、関係法令に準拠して作成され、計数は関係諸帳簿等と符合し正確であり、

当事業の経営成績及び財政状況を適正に表示しているものと認めました。また、運営状況につい

ても、地方公営企業法の趣旨に沿って経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するよう効

率的な運営がなされていると認めました。 

 ２８ページをご覧ください。公営企業のうち、下水道事業に係る具体的な意見をまとめさせて

いただいております。まず、１番、経営状況についてです。平成２９年４月１日から地方公営企

業法を適用して、地方公営企業に移行し、経営状況の明確化・適切な施設管理など効率的な事業

運営を目指すとともに、使用料金の改定を行っています。移行３年目の経営状況は、損益計算書

で見ると、下水道事業の正常な収益力を示す経常利益は４７３万７０４円、当年度未処分利益剰

余金は４７９万５，９６４円となっています。また、維持管理費の経費回収率は、７９．３７％

と必要とされる１００％に比べ、大幅に低調な状況です。参考として、平成３０年度が９２．３

４％、平成２９年度が９５．６９％、平成２８年度が７３．４７％です。 

次に、２番、財政状態についてです。財政の状態を示す貸借対照表による財政比率は、次のと

おり、厳しい項目もあり、一般会計からの多額の繰り入れで賄っている状況です。固定資産対長

期資本比率は、１０２．２４％、流動比率は、４０．１８％、自己資本構成比率は、６８．４０％、

負債比率は、４１．０６％となっています。 

次に、３番、資本的収入及び支出における不足額の取扱いについてです。資本的収入額が資本

的支出額に対して６，００８万９，５８０円の不足額が生じていました。この不足額は、過年度

分損益勘定留保資金６，００８万９，５８０円で適正に補てん処理が行われていました。 

次に、４番、工事請負契約及び業務委託契約についてです。工事請負、委託業務の契約にあたっ

ては、競争原理を生かした経済性のある適正な入札契約等が行われていました。 

次に、５番、今後の経営についてです。下水道事業は、これまで、病院や商業施設の誘致など

にも多大な貢献をしてきました。人口減少に伴い下水道使用料収入の伸び悩みが予想される中、
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８６．３４％に止まっている水洗化率これは決算資料においては、接続率のことを水洗化率で表

されています。また、施設利用率を参考とした施設の適正規模の在り方の検討、施設の老朽化を

見据えた長寿命化対策、汚水処理費の低減化、使用料金等、多くの課題が考えられます。特に、

先ほどもご説明しましたが、維持管理費の経費回収率は、１番の経営状況のところで申し上げま

したとおり、近年改善してきていましたが、また、低調な状況に転じており、使用料金を含め改

善の検討が必要です。令和２年３月末に完了の内子町下水道事業経営戦略策定支援業務委託の結

果及び令和２年度に完了予定の内子町公共下水道内子町浄化センター他再構築基本計画、ストッ

クマネジメント計画、これを踏まえ、引き続き、長期的な展望に立って課題解決に取り組み、安

定的なサービスの提供、維持可能な下水道事業の経営の効率化を図るため、一層努められること

を願い、下水道事業の決算審査報告といたします。 

○議長（森永和夫君） 議案第７９号及び議認第１９号の説明と報告が終わりました。これより、

質疑にはいります。質疑はありませんか。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（森永和夫君） ありませんので、これにて質疑を終結します。 

それでは、お諮りします。議案第７９号及び議認第１９号の２件は、予算決算常任委員会に付

託することにしたいと思います。 

 これに、ご異議ありませんか。 

〔「異議なし。」の声あり〕 

○議長（森永和夫君） ご異議なしと認めます。 

よって、議案第７９号及び議認第１９号の２件は、予算決算常任委員会に付託することに決定

いたしました。 

 

  日程第２０ 議案第８０号 内子町議会議員及び内子町長の選挙における選挙運動の公費

負担に関する条例の制定について 

○議長（森永和夫君） 「日程第２０ 議案第８０号 内子町議会議員及び内子町長の選挙にお

ける選挙運動の公費負担に関する条例の制定について」を議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 稲本町長。 

〔稲本隆壽町長登壇〕 

○町長（稲本隆壽君） 議案第８０号、内子町議会議員及び内子町長の選挙における選挙運動の

公費負担に関する条例の制定につきましては、公職選挙法の一部改正により、町村議会議員選挙

及び町村長選挙における選挙運動の選挙公営の対象が拡大されたことに伴い、条例を制定するも

のでございます。 

その内容につきましては、総務課長に説明致させますので、よろしくご審議の上、ご決定賜り

ますようお願いいたします。 

○総務課長（山岡敦君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 山岡総務課長。 
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〔山岡敦総務課長登壇〕 

○総務課長（山岡敦君） それでは、私の方から、議案書１の３０ページ、議案第８０号「内子

町議会議員及び内子町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の制定」についてご説

明致しします。 

 本案につきましては、第２０１回国会において成立した公職選挙法の一部を改正する法律が、

令和２年法律第４５号をもって令和２年６月１２日付けで公布され、町村議会議員選挙及び町村

長選挙において、選挙運動用自動車の使用料と選挙運動用ポスター・ビラの作成費用が選挙公営

の対象となりましたことから、内子町でも条例を制定し、公費負担の規定を設けるものでござい

ます。 

 条例の説明の前に、この度の公職選挙法の一部改正の内容について簡単にご説明申し上げます。 

第 1に、「町村議会議員選挙及び町村長選挙における選挙公営の拡大」でございます。これまで、

都道府県知事や都道府県議会議員選挙、また市長・市議会議員選挙では認められていた選挙運動

用自動車の借上料や選挙運動用ポスター・ビラの作成経費について、町村議会議員選挙、町村長

選挙においても選挙公営の対象とされました。 

第２に、町村議会議員選挙におけるビラ頒布の解禁でございます。 

頒布そのものが認められていなかった町村議会議員選挙におけるビラの頒布が解禁されました。

なお、ビラ頒布の上限枚数は１，６００枚で、ビラの種類や頒布方法、規格などは現行法の市議

会議員選挙と同様でございます。 

第３に、「町村議会議員選挙における供託金制度の導入」でございます。公営対象拡大に伴い、

町村議会議員選挙においても供託金制度が導入され、その額が１５万円とされました。供託物没

収点は、こちらも現行法の市議会議員選挙と同様でございます。 

第４に、「施行期日等」でございます。本法律は、公布の日から起算して６月を経過した日、す

なわち、令和２年１２月１２日より施行されることとなります。よって、来年予定されている内

子町議会議員及び内子町長の選挙において、改正後の公職選挙法が適用されることになります。 

 それでは、条文毎に説明をいたします。議案資料 1の３１ページから３４ページにかけまして

条例案を掲載しておりますので、順次お目通しをお願いしたいと思います。 

 第 1条では、本条例の趣旨を定めるものです。本条例は、公職選挙法の規定に基づき、選挙運

動用自動車の使用、選挙運動用ビラ・ポスターの作成の公費負担に関し必要な事項を定めるもの

でございます。 

 第２条では、選挙運動用自動車の使用の公費負担について定めるものです。候補者１人当たり

の内子町議会議員選挙及び内子町長選挙における候補者の届け出日、告示日から当該選挙期日の

前日までの選挙運動期間において、一日あたり６万４，５００円に運動期間日数を乗じて得た金

額の範囲内で選挙運動用自動車を無料で使用することができます。また、法第１００条第４項の

規定による無投票となった場合の選挙用自動車の使用は告示日のみとなります。ただし、供託物

が没収される候補者には適用されません。 

 第３条では、選挙運動自動車の選挙公営制度を利用するにあたり、有償契約を締結すること及

び委員会に対して所定の届け出をする必要があることを定めるものでございます。道路運送法第

３条第１号ハに規定する一般旅客自動車運送事業とは、タクシー、ハイヤー等の貸し切り型で乗
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客数１１人未満の旅客運送事業者をいいます。タクシー等事業者と契約を締結する場合は、自動

車借入、燃料代、運転手の雇用を一括して含んだ契約を行うことになります。他方で、「その他の

者」とは、前述のタクシー等業者以外のレンタカー業者やマイカー所有の知人等をいいます。な

お、選挙公営の対象となるのは、借入代金、燃料代、運転手雇用代に限られますので、例えば看

板取り付代金や拡声器の借入れ代金は公費負担の対象外となります。 

 続いて、第４条では、選挙運動自動車の選挙公営制度を利用するにあたり、契約類型ごとの公

費負担額を定めるものでございます。 

議案資料１の３２ページになります。まず、１号では、一般運送契約、ハイヤー方式と申しま

すが、この場合を規定します。この場合の選挙運動自動車は、１日１台に限り、６万４，５００

円を上限に、各日に使用した合計金額となります。契約により支払う金額が６万４，５００円未

満の場合はその額が単価となり、候補届出日、告示日から選挙期日の前日までの間で、実費のみ

が公費負担の対象となります。２号では、一般運送契約以外の借り入れ契約、個別契約の場合を

規定します。その内、アは、自動車借り入れ契約の場合でござまして、１日１台につき１万５，

８００円を上限に、各日に使用した合計金額となります。続いて、イは、燃料供給契約の場合で

ございまして、１日につき７，５６０円を上限に、選挙運動期間中に選挙運動自動車に供給した

燃料代のうち、選挙管理委員会が確認した金額となります。なお、契約に基づき支払う金額が当

該金額未満のときはその額となります。続いて、ウは、運転手雇用契約の場合でございまして、

１日１人につき１万２，５００円を上限に、運転業務に従事した各日の合計金額となります。 

続いて、３３ページでございます。第５条では、選挙運動用自動車の使用の契約の指定につい

て定めるものでございます。選挙運動用自動車の使用に関し、前条１号に定める契約と２号に定

める契約がなされている場合には、候補者の指定するいずれか一方の号の契約のみが締結されて

いるものとみなされ、両方の制度を同時に利用することはできないという内容でございます。な

お、この際は候補者による指定が必要となります。 

続いて、第６条では、選挙運動用ビラの作成と公費負担を定めるもので、公費負担の対象とな

るのはビラ作成費用であるとするものでございます。ただし、供託物が没収される候補者には適

用されません。 

続いて第 7条では、選挙運動用ビラの作成の契約締結の届出を定めるものでございます。選挙

運動用ビラ作成公営制度の適用を受けるためには、業者との間で有償契約を締結し、委員会の規

定に従い、届出書の提出を義務付けるものでございます。 

 第８条では、選挙運動用ビラの作成の公費負担額及び支払手続について定めるものでございま

す。ビラ作成費用について、公費負担の限度額と業者からの請求に基づいて業者に対して支払う

ことを定めるものです。単価と作成枚数にそれぞれ限度があるほか、委員会が確認していない場

合及び枚数を超過した場合の超過部分は公費負担の対象外となります。選挙運動用ビラの 1枚あ

たりの単価の限度額は７円５１銭、作成枚数の限度額は、法第１４２条第 1 項 7号より町長選挙

においては５，０００枚、町議会議員の選挙においては１，６００枚でございます。 

 第９条では、選挙運動用ポスターの作成の公費負担について定めるものでございます。公費負

担の対象となるのは、ポスター掲示場に掲示するポスター作成費でございます。こちらも選挙運

動用自動車、ビラと同様に、供託物が没収される候補者には適用されません。 
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 第１０条では、選挙運動用ポスターの作成の契約締結の届出を定めるものでございます。選挙

運動用ポスター作成公営制度の適用を受けるためには、業者との間で有償契約を締結して、委員

会の規定に従い、届出書の提出を義務付けるものでございまして、契約の相手方は業者であり、

かつ有償でなければなりません。 

３３ページから３４ページにかけてですが、第１１条では、選挙運動用ポスターの作成の公費

負担額及び支払手続について定めるものでございます。ポスター作成費用の単価上限を規定する

とともに、ポスター作成費用については業者からの請求に基づいて業者に対して支払うことを定

めるものです。選挙運動用ポスターの 1枚あたりの単価の限度額は、５２５円６銭にポスター掲

示場数を乗じて得た金額に３１万５００円を加えた金額を、ポスター掲示場数で除した金額であ

り、１円未満の端数がある場合には、その端数は１円とするものでございます。 

第１２条では、条例施行にあたり必要な事項については、委員会が別に定めると規定するもの

でございます。 

最後に附則において、施行期日、適用区分を定めるものでございます。施行日は、改正公職選

挙法が施行される令和２年１２月１２日でございます。以上、内子町議会議員及び内子町長の選

挙における選挙運動の公費負担に関する条例の制定につきまして、改正公職選挙法の概要ととも

にご説明申し上げました。よろしくご審議のうえ、ご決定賜りますようお願いいたします。 

○議長（森永和夫君） これより、質疑に入ります。質疑はありませんか。 

○１１番（下野安彦君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 下野安彦議員。 

○１１番（下野安彦君） 基本的にこの条例制定により、全国の市と町の行政の選挙に立候補さ

れる首長や議長というのは日付とか日数とか金額が違うだけで基本的な考え方は同等となったと

考えたんでよろしいでしょうか。 

○総務課長（山岡敦君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 山岡総務課長。 

○総務課長（山岡敦君） この条例につきましてはそれぞれの地方公共団体の判断にゆだねられ

ておりまして、必ずしもすべての自治体がこういう条例を規定しているものではございませんが、

国が要請している内容につきましては同様と考えてけっこうでございます。 

○１１番（下野安彦君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 下野安彦議員。 

○１１番（下野安彦君） これで同じ議員や同じ首長でありながら自治体の市の制度と町の制度

によって違いが出ていたんですけど、一般の住民の人から見ればそういうことまでは十二分に知

られてない。どうせああいうのは公費ででるんじゃろうと思っている人もいれば、全部出さんと

いけんのかというて今までは、はがき８００枚だけだったと思うんですけど、それで住民の人も

分かってくれると思うんですけど、広報等にも出されるし、議会だよりにも出ると思いますので。

そこで町長にお尋ねしたいんですけど、愛媛県の町村会の会長でもあるし、全国の副会長さんで

もあると思うんですけど、供託金制度により、ポスター代やいろんな費用が出るということにな

ると、それにより今度の町長選挙は立候補する人が増えたり、議会議員選挙がどんどんと成り手

不足のところが解消されるというそういった首長の会議の方で話は出ていたかどうかどんなかっ
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たでしょうか。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 稲本町長。 

○町長（稲本隆壽君） そういう話はきいておりませんし、議論もしたことはありません。ただ

これは条例を制定するということですから条例を制定するのには町長がその条例案を議会に提案

する。そして議員の皆さん方が審議をしていただくという一連の手続きを経ないとこの条例は成

立しないわけでございますので町によっては、うちは条例を制定しないよというところがあるか

もしれません。それはそれぞれのお考え方です。特別に議論したことはございません。 

○議長（森永和夫君） 他に質疑はありませんか。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（森永和夫君） ありませんので、これにて質疑を終結します。 

お諮りします。「議案第８０号」は、総務文教常任委員会に付託することにしたいと思います。

これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし。」の声あり〕 

○議長（森永和夫君） ご異議なしと認めます。 

  よって、「議案第８０号」は、総務文教常任委員会に付託することに決定致しました。 

 

日程第２１ 議案第８１号 内子町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関

する基準を定める条例の一部を改正する条例について 

○議長（森永和夫君） 「日程第２１ 議案第８１号 内子町特定教育・保育施設及び特定地域

型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について」を議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 稲本町長。 

〔稲本隆壽町長登壇〕 

○町長（稲本隆壽君） 議案第８１号「内子町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運

営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例」につきましては、特定教育・保育施設及び

特定地域型保育事業の運営に関する基準の一部改正に伴い、条例の一部を改正するものでござい

ます。その内容につきましては、こども支援課長に説明致させますので、よろしくご審議の上、

ご決定賜りますようお願いいたします。 

○こども支援課長（前野良二君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 前野こども支援課長。 

〔前野良二こども支援課長登壇〕 

○こども支援課長（前野良二君） それでは、議案第８１号「内子町特定教育・保育施設及び特

定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について」をご説明申

し上げます。まず、本条例の改正の趣旨ですが、昨年１０月に施行された、子ども子育て支援法

の一部を改正する法律、いわゆる幼児教育・保育の無償化の施行に伴うものです。本来であれば、

昨年１０月の無償化にあわせて、関連する条例を改正しなければなりませんでしたが、市町村の
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準備期間を考慮して、改正後１年間は政令で定めた内容を条例で定めたものとみなすとの経過措

置が設けられました。今回、無償化から１年が経過しようとする中で、子ども・子育て支援法の

改正にかかわる本条例について、一部を改正するものです。それでは、詳細については、議案説

明資料１０の新旧対照表でご説明させていただきます。 

議案説明資料の１ページでございます。まず、第２条「定義」の改正でございます。第２条の

改正は、１ページから２ページにわたりますが、無償化に伴い、子ども子育て支援法が改正され、

条文に使われる用語が改められております。さらに、３歳児以上の幼児教育・保育が無償化にな

ることに伴うことによる、必要な用語を加えるものでございます。なお、今回、ご提案させてい

ただく、本条例の一部改正については、これらの法改正に伴う用語の改定及び追加が多岐にわたっ

ております。これ以降の説明については、その用語の改定及び追加以外の改正内容について主に

ご説明させていただきます。 

それでは、４ページをご覧いただきたいと思います。４ページの中ほどになります。第１３条

「利用者負担額等の受領」についてです。本条文は幼稚園や保育園等の負担額を支払う保護者の

範囲を定めるものでございます。その第１項で、無償化に伴い、３歳未満の子どもの保護者にの

み、利用者負担額の支払を限定する内容に改める条文の改定です。 

続いて、５ページをご覧いただきたいと思います。第１３条になりますが第４項の（３）で「食

事の提供」に要する費用に関わる改定です。（３）食事の提供にア、及びイ、ウを加え、無償化に

伴う副食費の取扱いについて、これまで保育料に含まれていた３歳児以上の食材料費の副食費に

ついては、保護者が実費負担することになりました。しかし、年収３６０万円未満相当世帯及び

第３子以降の副食費については、その支払いを免除する内容の条文の追加するものでございます。 

続いて、少し飛びますが、１２ページをご覧ください。第４２条「特定教育・保育施設との連

携」に関わる条文の改正です。説明資料の１２ページから１３ページに渡る改定となっています。

この条文は、特定地域型保育施設と特定教育・保育施設との適切な連携を義務付けることについ

て規定しているものです。ここにある特定地域型保育型事業所とは、原則０歳から２歳児を対象

とする施設であり、例外もありますが、定員２０人以下の小規模な保育施設のことを指していま

す。これらの施設は、とりわけ、都市部で課題となっている、０歳児から２歳児の待機児童の解

消を図るために主に運営されている施設であり、現在、このような施設は内子町にはございませ

ん。ここでは、第４２条に新たな項を加え、連携施設確保を義務付ける施設要件の緩和をおこな

うものでございます。 

続いて、１９ページをご覧いただきたいと思います。１９ページ、付則第５条「連携施設に関

する経過措置」です。先ほど説明した特定地域型保育事業者に対し、幼稚園や保育園等の連携施

設を確保するための義務年限を５年から１０年に延長し、連携施設の確保義務の猶予年限を延長

したものでございます。以上、議案第８１号「内子町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事

業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について」について、簡単でございま

すが、説明とさせていただきます。よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い申し上げま

す。 

○議長（森永和夫君） これより、質疑に入ります。 

〔「なし。」の声あり〕 
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○議長（森永和夫君） ありませんので、これにて質疑を終結します。 

 お諮りします。「議案第８１号」は、産業建設厚生常任委員会に付託することにしたいと思いま

す。これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし。」の声あり〕 

○議長（森永和夫君） ご異議なしと認めます。 

  よって、「議案第８１号」は、産業建設厚生常任委員会に付託することに決定しました。 

 

  日程第２２ 議案第８２号 内子町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定め

る条例の一部を改正する条例について 

○議長（森永和夫君） 「日程第２２ 議案第８２号 内子町家庭的保育事業等の設備及び運営

に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について」を議題とします。 

提案理由の説明を求めます。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 稲本町長。 

〔稲本隆壽町長登壇〕 

○町長（稲本隆壽君） 議案第８２号「内子町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を

定める条例の一部を改正する条例」につきましては、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する

基準の一部改正に伴い、条例の一部を改正するものでございます。 

その内容につきましては、こども支援課長に説明致させますので、よろしくご審議の上、ご決

定賜りますようお願い致します。 

○こども支援課長（前野良二君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 前野こども支援課長。 

〔前野良二こども支援課長登壇〕 

○こども支援課長（前野良二君） それでは議案書１の４７ページ、議案第８２号「内子町家庭

的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について」ご説明

申し上げます。提案理由は、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い、

本条例の一部を改正するものでございます。まず、本条例の改定条文の説明をする前に、「家庭的

保育事業等」について説明させていただきます。「家庭的保育事業等」とは、小規模保育事業、家

庭的保育事業、事業所内保育事業、居宅訪問型保育事業の４つの先ほど議案第８１号で説明申し

上げました地域型保育事業のことを指しております。いずれの施設も、原則０歳から２歳児を対

象とする施設であり、事業所内保育事業を除き、定員２０人以下の小規模な保育施設です。それ

ら４つの保育事業所は、利用児童に対し保育が適正かつ確実に行われ、及び家庭的保育事業者等

による保育の終了後、つまり３歳児なった時も、その保育が継続的に提供されるよう、幼稚園、

保育所、こども園などの規模の大きい連携施設を確保することが義務づけられております。今回

の改正は、これらの事業・施設が、現在、都市部で課題となっている０歳から２歳児の待機児童

の受け皿として運営されていますが、その待機児童の課題が解消に至っていない現状をふまえ、

これら４つの保育事業の運営の要件を緩和する趣旨の一部改正でございます。なお、内子町には

これらの「家庭的保育事業等」を実施している該当施設はございません。 
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それでは、議案説明資料１０の２０ページをご覧いただきたいと思います。第６条「保育所等

との連携」ですが、２０ページから２１ページにかけて、新たに２項から５項を追加し、家庭的

保育事業者等の連携しなければならない施設について、その要件を緩和する条文を追加するもの

です。 

続いて２１ページ、ページの下の方、第１６条「食事の提供の特例」です。その第２項に（４）

を追加して、家庭的保育事業での施設に食事を搬入する事業者の要件を緩和するものです。 

続いて２３ページをご覧ください。第２８条の設備の基準ですが、建築基準法の施行令の改正

によるところの、避難用設備の基準の改定です。さらに、第２９条においては、准看護師を追加

し、職員基準を施設の運営要件について緩和しました。これら、避難用設備の基準及び職員基準

の改定は、２５ページをご覧いただいたらと思うんですけど、同じく第４３条第１項、第４４条

第３項、第４７条第３項でも同じ趣旨で改定・追加されております。 

それでは２３ページにお戻りいただいて、ページ下の方になります。第３７条では、居宅訪問

型保育事業に「保護者の疾病、疲労その他の身体上、精神上若しくは環境上の理由により家庭に

おいて保育が困難な場合」が加えられ、居宅訪問型保育事業が実施できる新たな要件が追加され

ました。 

続いて２５ページをご覧ください。ページ中ほど、第４５条に２項が追加され、事業所内保育

事業の連携施設の要件が緩和されております。さらに、ページ一番下、付則第３条「連携施設に

関する経過措置」において、特定地域型保育事業者に対し、連携施設を確保するための義務期間

を５年から１０年に延長し、連携施設の確保について義務要件を緩和するものです。 

 以上、議案第８２号「内子町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一

部を改正する条例」について、簡単でございますが説明とさせていただきます。よろしくご審議

のうえ、ご決定賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（森永和夫君） これより、質疑に入ります。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（森永和夫君） ありませんので、これにて質疑を終結します。 

  お諮りします。「議案第８２号」は、産業建設厚生常任委員会に付託することにしたいと思い

ます。これに、ご異議ありませんか。 

〔「異議なし。」の声あり〕 

○議長（森永和夫君） ご異議なしと認めます。 

よって、「議案第８２号」は、産業建設厚生常任委員会に付託することに決定しました。 

 

○議長（森永和夫君） 暫時休憩をします。午後２時２０分から再開します。 

 

午後 ２時 ８分 休憩 

 

午後 ２時２０分 再開 

 

○議長（森永和夫君） 休憩前に続き、会議を開きます。 
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  日程第２３ 議案第８３号 内子町小田深山観光施設条例の一部を改正する条例について 

○議長（森永和夫君） 「日程第２３ 議案第８３号 内子町小田深山観光施設条例の一部を改

正する条例について」を議題とします。 

提案理由の説明を求めます。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 稲本町長。 

〔稲本隆壽町長登壇〕 

○町長（稲本隆壽君） 議案第８３号「内子町小田深山観光施設条例の一部を改正する条例」に

つきましては、小田深山渓谷関連施設を明確化し、キャンプ利用について料金を設定するため、

条例の一部を改正するものでございます。 

その内容につきましては、小田支所長に説明致させますので、よろしくご審議の上、ご決定賜り

ますようお願い致します。 

○小田支所長（畑野亮一君） 議長。 

○議長(森永和夫君)  畑野小田支所長。 

〔畑野亮一小田支所長登壇〕 

○小田支所長（畑野亮一君） それでは、議案第８３号内子町小田深山観光施設条例の一部を改

正する条例についてご説明申し上げます。議案書１の５１ページをお開きください。提案理由と

いたしましては、小田深山渓谷関連施設を明確化し、キャンプ利用について料金を設定するため、

条例の一部を改正するものであります。遊歩道を中心とする小田深山渓谷関連施設について、現

有施設を明記するとともに、今後のキャンプ利用に対応するため、利用料金を設定するものでご

ざいます。 

改正する内容につきましては、議案書１の５２ページから５３ページにその内容を記載してお

ります。議案説明資料では２７ページから２９ページに新旧対照表を掲載しておりますのでご覧

ください。説明は、新旧対照表により行わせていただきます。 

議案説明資料の２７ページをお開きください。今回の改正箇所を赤字で示しております。まず、

第２条の観光施設の名称及び位置について、小田深山渓谷関連施設として、従来の遊歩道に加え

て、公衆トイレ、廻り岩キャンプ場、キャンプサイト兼駐車場、簡易水道施設、旧深山荘跡地を

現状に合わせて記載しております。また、第５条の指定管理者の指定の期間について、５年間と

いう規定を５年以内に改正しております。これは、今回１０月から始まる指定期間の最後を年度

末に合わせるための改正でございます。 

次に２８ページをご覧ください。別表観光施設利用料金の区分スキー場について、夏季等のキャ

ンプ利用を想定し、表にキャンプ場使用料と宿泊料を追加しております。キャンプ場使用料につ

きましては、１人１回につき大人２００円、小学生１００円、幼児は無料としております。日帰

りキャンプの場合はこの料金になります。宿泊される場合は、テント１張、１泊につき２，００

０円を加算致します。金額はいずれも基準額でありますので、実際にはこの基準額の０．５倍か

ら１．５倍の範囲内で、町長の承認を受けて指定管理者が定めることになります。 

次に２９ページをご覧ください。こちらは小田深山渓谷関連施設にキャンプ場の規定を設ける
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ものです。対象となる場所は、廻り岩キャンプ場と、キャンプサイト兼駐車場です。料金はスキー

場と同一としております。なお、備考として、１、大人とは、中学生以上の者をいう。２、幼児

とは、義務教育就学前の者をいう。という説明を追記しております。以上、提案理由の説明とさ

せていただきます。よろしくご審議のうえ、ご決定賜りますようお願いいたします。 

○議長（森永和夫君） これより、質疑に入ります。質疑はありませんか。 

○１１番（下野安彦君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 下野安彦議員。 

○１１番（下野安彦君） 単純な質問ですけど宿泊料としてキャンプのテントを１張りすると１

泊につき２，０００円ということなんですが、宿泊をしない、テントを張る、日除けとか虫よけ

に休日にテント張られますけどもしそういうテントを張った場合には、宿泊はしないからとらな

いという考え方でよろしいでしょうか。 

○小田支所長（畑野亮一君） 議長。 

○議長(森永和夫君)  畑野小田支所長。 

○小田支所長（畑野亮一君） この場合は日帰りキャンプという考え方で使用料のみ大人２００

円をいただくという形になります。 

○議長(森永和夫君)  他に質疑はありませんか。 

○１２番（林博君） 議長。 

○議長(森永和夫君)  林博議員。 

○１２番（林博君） 今回関連施設を明記するという中に簡易水道施設という表示をされておる

んですが、町全体において簡易水道は現在ない中において小田深山だけ簡易水道施設という位置

づけをされるのか。そこを確認をさせていただきたいと思います。 

○小田支所長（畑野亮一君） 議長。 

○議長(森永和夫君)  畑野小田支所長。 

○小田支所長（畑野亮一君） こちらの場合は旧深山荘時代からありました簡易な水道施設とい

う意味で使っております。 

○議長(森永和夫君)  他に質疑はありませんか。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（森永和夫君） ありませんので、これにて質疑を終結します 

 お諮りします。「議案第８３号」は、産業建設厚生常任委員会に付託することにしたいと思いま

す。これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし。」の声あり〕 

○議長（森永和夫君） ご異議なしと認めます。 

 よって、「議案第８３号」は、産業建設厚生常任委員会に付託することに決定致しました。 

 

  日程第２４ 議案第８４号 内子町小田深山観光施設（小田深山渓谷関連施設）の指定管

理者の指定について 

○令和議長（森永和夫君） 「日程第２４ 議案第８４号 内子町小田深山観光施設（小田深山

渓谷関連施設）の指定管理者の指定について」を議題とします。 
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 提案理由の説明を求めます。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 稲本町長。 

〔稲本隆壽町長登壇〕 

○町長（稲本隆壽君） 議案第８４号「内子町小田深山観光施設（小田深山渓谷関連施設）の指

定管理者の指定」につきましては、去る８月５日に開催しました内子町公の施設指定管理者選定

委員会の審査結果報告に基づく指定管理者の指定について、地方自治法第２４４条の２第６項の

規定より、議会の議決を求めるものでございます。その内容につきましては、小田支所長に説明

致させますので、よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い致します。 

○小田支所長（畑野亮一君） 議長。 

○議長(森永和夫君)  畑野小田支所長。 

〔畑野亮一小田支所長登壇〕 

○小田支所長（畑野亮一君） それでは、議案第８４号、内子町小田深山観光施設の指定管理者

の指定につきましてご説明致します。 

議案書１の５４ページをお開き下さい。今回、提案致しますのは、内子町小田深山観光施設の

内、小田深山渓谷関連施設の指定管理者の指定についてでございます。小田深山渓谷関連施設に

つきましては、新深山荘建設計画との兼ね合いから、令和２年３月３１日で指定管理を一旦終了

し、その後は町管理と致しておりましたが、新深山荘建設計画が一時凍結となったことに伴い、

新たに指定管理者を選定したため、議会の議決を求めるものであります。指定管理者の選定にあ

たりましては、公募、７月１日から７月３１日を行い、ミカタスイッチ株式会社１社のみの応募

があり、８月５日に開催されました指定管理者選定委員会において、異議なく選定されたところ

でございます。  

  それでは内容をご説明します。議案説明資料の３０ページに指定管理施設の位置図を掲載し

ておりますのでご参照ください。指定管理者に管理を委託する施設の名称は、「内子町小田深山観

光施設」のうち、「小田深山渓谷関連施設」で、施設の内容は、遊歩道延長 1,689ｍ、公衆トイレ

１棟、廻り岩キャンプ場３，０４５㎡、キャンプサイト兼駐車場７，７５９㎡、深山荘敷地４１

０㎡及び簡易水道施設一式でございます。これらの施設について、年間を通して、トイレや敷地

内の清掃、草刈り、水管理、キャンプ場の運営、情報発信などを行っていただくものであります。

所在地は、内子町中川小田深山地内となっています。 

 指定管理者に指定する団体は、ミカタスイッチ株式会社、代表取締役、納堂邦弘氏。会社の所

在地は、内子町小田８４番地でございます。ミカタスイッチ株式会社は、平成２９年８月に設立

された会社で、平成３０年 7月 1日から令和２年３月３１日まで小田深山渓谷関連施設の指定管

理者を務められました。代表者であります納堂邦弘氏は、地域おこし協力隊として、平成２９年

１０月までの３年間、道の駅「せせらぎ」のマネージャーとして、「オダメイド」等の商品開発に

尽力されました。その後は起業され、現在も小田地区を中心に事業を展開されています。また、

森林インストラクターの資格を取得されており、幅広い人脈も築かれております。今後、施設の

維持管理、運営とともに、情報発信も行っていただきながら、小田深山観光施設の活性化にご尽

力いただけるものと期待しております。指定の期間は、令和２年１０月１日から令和７年３月３
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１日までの４年６ケ月間としています。以上、提案理由の説明とさせていただきます。よろしく

ご審議の上、ご決定賜りますようお願いいたします。 

○議長（森永和夫君） これより、質疑に入ります。質疑はありませんか。 

○２番（関根律之君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 関根律之議員。 

○２番（関根律之君） 小田深山渓谷関連施設の定義についてなんですけど、この関連資料で写

真と名称を書いていただいている遊歩道、公衆トイレとかここに出ているものだけということで

よろしいでしょうか。新深山荘が凍結になったということですけど深山荘の計画がこれからどう

なるかまだ分かりませんけれども、新深山荘の計画をしていた土地、ここについては今回の指定

管理者の対象から外れるという考えでよろしいでしょうか。 

○小田支所長（畑野亮一君） 議長。 

○議長(森永和夫君)  畑野小田支所長。 

○小田支所長（畑野亮一君） 当面の間は町の方で管理したいというふうに考えております。 

○議長（森永和夫君） 他に質疑はありませんか。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（森永和夫君） ありませんので、これにて、質疑を終結します。 

お諮りします。「議案第８４号」は、産業建設厚生常任委員会に付託することにしたいと思い

ます。これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし。」の声あり〕 

○議長（森永和夫君） ご異議なしと認めます。 

  よって、「議案第８４号」は、産業建設厚生常任委員会に付託することに決定致しました。 

 

日程第２５ 議案第８５号 第 44 号令和２年度内子町クリーンセンター２号ガス冷却室耐

火物補修他工事に係る工事請負契約について 

○議長（森永和夫君） 「日程第２５ 議案第８５号 第 44号令和２年度内子町クリーンセン

ター２号ガス冷却室耐火物補修他工事に係る工事請負契約について」を議題と致します。 

提案理由の説明を求めます。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 稲本町長。 

〔稲本隆壽町長登壇〕 

○町長（稲本隆壽君） 議案第８５号「第４４号 令和２年度内子町クリーンセンター２号ガス

冷却室耐火物補修他工事に係る工事請負契約」につきましては、８月５日に見積を聴取し、仮契

約を締結した工事請負契約について、議会の議決を求めるものでございます。 

その内容につきましては、環境政策室長に説明致させますので、よろしくご審議の上、ご決定賜

りますようお願いいたします。 

○環境政策室長（中嶋優治君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 中嶋環境政策室長。 

〔中嶋優治環境政策室長登壇〕 
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○環境政策室長（中嶋優治君） それでは、議案第８５号第４４号令和２年度内子町クリーンセ

ンター２号ガス冷却室耐火物補修他工事に係る工事請負契約について説明をさせていただきます。

資料につきましては、議案書は５５ページ。説明資料につきましては、資料１０の３１、３２ペー

ジになります。まず、議案書の方で説明させて頂きます。 

契約の目的でございますが、第４４号、令和２年度内子町クリーンセンター２号ガス冷却室耐

火物補修 他工事に係る工事請負でございまして、契約の方法につきましては、随意契約でござ

います。クリーンセンターの補修に関しましては、当施設の設計・施工業者である荏原環境プラ

ント株式会社の専門的知識、技術力を必要とすることから、地方自治法施行令第１６７条の２第

１項、第２号の規定を適用し、随意契約とするものであります。契約金額は、８，２５０万円で、

設計金額に対する見積額は、率にして９７．９２％であります。契約の相手方は、大阪府大阪市

北区堂島１丁目６番２０号、 荏原環境プラント株式会社西日本支店支店長、塩原利康でございま

す。工期につきましては、議会の議決のあった日の翌日から、令和３年３月２５日までの予定で

ございます。 

工事個所、概要について説明させて頂きます。説明資料の３１ページをご覧ください。この図

は、施設全体の流れを示したフローシート上に、今回の補修カ所を色付けしたものです。クリー

ンセンターは、同じ構造で２つの焼却炉が並列しており、この図の左端にあります、ごみ投入ピッ

トを正面に見たときに、向かって右側が１号炉、左側が２号炉となっております。それぞれ、同

じ構造を有しておりますので、フロー図上では、１号、２号の区分はしておりません。どの処理

工程で補修工事を行うのかを示したものでございます。今回の工事カ所は、左下に示している６

件の工事になります。それぞれの、工事概要についてご説明申し上げます。①黄色で示している 

２号ガス冷却室 耐火物補修工事ですが、ガス冷却室は、ごみ燃焼の際に発生する排ガスに水を

噴霧して、排ガスの温度を下げる設備になります。焼却炉内はダイオキシン類の発生を抑えるた

め、約９００℃前後の温度で燃焼しておりますけれども、その後、排ガスが煙突に行くまでの冷

却過程で、少なからずダイオキシン類が再合成します。特に３００から５００℃の温度域で再合

成が活発になりますので、冷却室やその後の、予熱器内での循環による熱交換を経て、煙突排出

時には１５０℃程度となるよう運転をしております。今回、工事を施工する２号炉については、

平成１８年に全面打替を行って以降、すでに１３年が経過し、耐火壁にクラックが入るなど経年

劣化が進行しているため、２回目の全面打替を行うものです。続いて、②緑色の小さい四角で示

している２号バグフィルタ、灰搬出装置整備については、左上の凡例の中に黒の太い矢印で示し

ておりますのが排ガスの流れとなりますけれども、図面上この黒い矢印を追っていただきますと、

焼却炉を右の方に向かっていく途中で、煙突手前にあります設備でバグフィルタという設備がご

ざいます。これは、排ガスの中に、飛散している飛灰、飛んでいる灰のことですが、これを吸着

する集塵装置となります。吸着した飛灰は、ダストコンベアを経由して、ごみが燃えた後の残渣

であります主灰と混ぜ合わせコンテナに貯留されます。今回、バグフィルタの下部、回転して飛

灰を送り出すロータリーバルブにおいて、駆動軸の曲りが生じていることから、バルブ本体を取

り替えるものです。次に③、水色で示している１号白煙防止用空気予熱器補修工事ですけれども、

予熱器内部には、伝熱管が６０本通っております。管の中を外部から取り入れた燃焼用の空気が

通り、管の外を燃焼後の排ガスが循環し、熱交換を行う機関です。白煙防止用の全６段あるブロッ
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クのうち、下部の伝熱管について穴あき個所が多数あり、空気漏れによるロスが大きくなってい

るため、下段２つのブロック、計１２０本の伝熱管について、一回り細いスリーブ管を挿入し、

内側から補強を行うものです。④くすんだ水色なんですけど、不燃物処理設備補修工事ですけれ

ども、右下に青い点線枠で囲んでおります設備です。この設備では不燃物を分別・破砕し、陶器

ですとか、ガラスなどの不燃物、これについて、ベルトコンベアーで最終的にバンカーに送りま

して、運搬用コンテナに詰めるまでの工程を行っています。この設備は、設置から４５年が経過

し、老朽化による不具合が顕著でありますので、水色で色付けしております個所、制御盤、集塵

機、破砕物コンベヤ、破砕物バンカの４カ所について、新しいものに取り替えるものでございま

す。また、⑤の朱色で示しております受変電室内にある高圧機器⑥の薄いオレンジで示している 

のが３箇所ありますが、バグフィルタ、減温塔、有毒ガス除去装置、それぞれの制御盤につきま

しても更新時期を迎えておりますので、電気事故防止、安全運転の観点から基盤内部品を取り替

えるものです。なお、次ページめくっていただきますと、ナンバー２という図面がございますけ

ど、こちらの図面には断面の配置図を記載しております。先ほどのフロー図とは左右が逆になっ

ておりまして、建物の奥、東南側からみた断面図です。実際の修繕する個所をこのフローシート

上と同じ配色で示しておりますので、お目通しを頂ければと思います。以上、工事概要の説明と

させて頂きます。焼却炉におきては、稼働から２２年目を迎えており、定期的な修繕が必要となっ

ておりますが、安全で円滑な運転を行うため、当初予算でお認め頂いている工事につきまして、

請負契約を行うものでございます。ご審議のうえ、ご決定賜りますよう、よろしくお願い致しま

す。 

○議長（森永和夫君） これより、質疑に入ります。質疑はありませんか。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（森永和夫君） ありませんので、これにて質疑を終結します。 

お諮りします。「議案第８５号」は、産業建設厚生常任委員会に付託することにしたいと思い

ます。これに、ご異議ありませんか。 

〔「異議なし。」の声あり〕 

○議長（森永和夫君） ご異議なしと認めます。 

  よって、「議案第８５号」は、産業建設厚生常任委員会に付託することに決定致しました。 

 

日程第２６ 議案第８６号 第８５号 愛媛県ＧＩＧＡスクール端末等共同調達に係る 

物品購入契約について 

○議長（森永和夫君） 「日程第２６ 議案第８６号 第８５号 愛媛県ＧＩＧＡスクール端末

等共同調達に係る物品購入契約について」を議題と致します。 

 提出者の説明を求めます。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 稲本町長。 

〔稲本隆壽町長登壇〕 

○町長（稲本隆壽君） 議案第８６号「第８５号 愛媛県ＧＩＧＡスクール端末等共同調達に係

る物品購入契約」につきましては、愛媛県及び県内市町が連携・共同して、公立学校における「Ｇ
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ＩＧＡスクール構想の実現」に係る端末を整備することを目的として設立した「愛媛県ＧＩＧＡ

スクール端末等共同調達協議会」が、８月２０日に入札を執行し決定した落札業者と仮契約を締

結した物品購入契約について、議会の議決を求めるものでございます。内容につきましては、学

校教育課長に説明致させますので、よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願いいたします。 

○学校教育課長（泉邦彦君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 泉学校教育課長。 

〔泉邦彦学校教育課長登壇〕 

○学校教育課長（泉邦彦君） それでは、私の方から説明させていただきます。まず紙ベースに

つきましては議案書１の５６ページでございます。タブレットにつきましては、只今、送信をさ

せていただきました。第８５号、愛媛県ＧＩＧＡスクール端末等共同調達に係る物品購入契約に

ついてでございますけれども、本件は、国の推進する「ＧＩＧＡスクール構想の実現」に向け、

児童生徒１人１台端末環境を実現するためのものでございます。一度に大量の端末を購入するた

め、国では、都道府県単位を基本とした広域・大規模調達を推奨しており、愛媛県ではこれを受

け、愛媛県ＧＩＧＡスクール端末等共同調達協議会を設立し、共同調達を行うための入札を執行

したものでございます。契約の目的は、第８５号愛媛県ＧＩＧＡスクール端末等共同調達に係る

物品契約、契約の方法は随意契約、契約金額は５，２２１万２,６００円、契約の相手方は、愛媛

県今治市南大門町１丁目１番地の１５、四国通建株式会社、代表取締役、高木康弘でございます。 

続きまして、議案書説明資料１０の紙ベースで行きますと、３３ページでございます。端末に

つきましては、今送信をさせていただきました。業者の選定方法は、愛媛県ＧＩＧＡスクール端

末等共同調達協議会が実施する一般競争入札、契約台数及び端末の設置先は記載のとおりでござ

います。機器の概要につきましては、共同調達協議会ワーキンググループ会議で検討し、Ｇｏｏ

ｇｌｅ Ｃｈｒｏｍｅ ＯＳの端末でございます。物品の納入期限は３月２４日としております

けれども、契約業者へは出来る限り早い端末調達を求める予定としております。以上、物品の購

入についての議案説明とさせていただきます。よろしくご審議の上、ご決定を賜りますよう、お

願い致します。 

○議長（森永和夫君） これより、質疑に入ります。質疑はありませんか。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（森永和夫君） ありませんので、これにて質疑を終結します。 

お諮りします。「議案第８６号」は、総務文教常任委員会に付託することにしたいと思います。

これにご異議ございませんか。 

〔「異議なし。」の声あり〕 

○議長（森永和夫君） ご異議なしと認めます。 

よって、「議案第８６号」は、総務文教常任委員会に付託することに決定致しました。

 

  日程第２７ 議案第８７号 第４５号 内子東自治センター耐震補強改修建築主体工事に

係る工事請負契約について 

○議長（森永和夫君） 「日程第２７ 議案第８７号 第４５号 内子東自治センター耐震補強

改修建築主体工事に係る工事請負契約について」を議題とします。 
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提案理由の説明を求めます。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 稲本町長。 

〔稲本隆壽町長登壇〕 

○町長（稲本隆壽君） 議案第８７号「第４５号 内子東自治センター耐震補強改修建築主体工

事に係る工事請負契約」につきましては、８月２６に入札を執行し、仮契約を締結した工事請負

契約につきまして、議会の議決を求めるものでございます。内容につきましては、自治・学習課

長に説明致させますので、よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願いいたします。 

○自治・学習課長（黒澤賢治君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 黒澤自治・学習課長。 

〔黒澤賢治自治・学習課長登壇〕 

○自治・学習課長（黒澤賢治君） それでは、議案第８７号、第４５号、内子東自治センター耐

震補強改修建築主体工事に係る工事請負契約について、ご説明させていただきます。 

資料１議案書の５７ページをお開き願います。タブレットは、只今送信をさせていただきまし

た。また、議案説明資料は、資料１０「議案説明資料」の最後のページ３４ページになります。 

まず、契約の目的でございますが、第４５号、内子東自治センター耐震補強改修建築主体工事に

係る工事請負でございまして、契約の方法につきましては、指名競争入札による契約でございま

す。契約金額は、１億６２６万円でございまして、契約の相手方は、内子町内子２０７７番地、

株式会社山本建設、代表取締役、長岡健次でございます。落札率につきましては、９６．０％、

工期につきましては、議会の議決のあった翌日から令和３年３月１９日の予定でございます。 

続きまして、工事概要についてご説明申し上げます。資料１０の議案説明資料の最後のページ

３４ページをお開きください。タブレットは、只今送信いたしました。内子東自治センターは、

平面図でご覧いただきますと、大きく左側の事務所棟と右側のトレーニングセンター棟に分かれ

ております。耐震補強工事の概要といたしましては、事務所棟については、1 階平面図のとおり

枠付耐震ブレースを２か所、耐震スリットを３か所設置いたします。次に、トレーニングセンター

棟については、２階平面図のとおり、水平鉄骨トラス補強を２構面、また、壁には、鉄骨ブレー

スを４か所、それから天井には、水平ブレースを５２か所設置いたしております。次に、老朽改

修工事につきましては、資料右側の赤枠内の老朽改修工事にお示しいたしておりますとおり、屋

根、外壁、内装工事などを予定いたしております。なお、電気設備及び機械設備工事につきまし

ては、別途発注を行っております。以上、説明とさせていただきます。よろしくご審議の上、ご

決定賜りますよう、お願い申し上げます。 

○議長（森永和夫君） これより、質疑に入ります。他に質疑はありませんか。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（森永和夫君） ありませんので、これにて質疑を終結します。 

お諮りします。「議案第６５号」は、総務文教常任委員会に付託することにしたいと思います。

これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし。」の声あり〕 

○議長（森永和夫君） ご異議なしと認めます。 
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  よって、「議案第６５号」は、総務文教常任委員会に付託することに決定致しました。

 

日程第２８ 議案第８８号 令和２年度内子町一般会計補正予算（第７号）について 

日程第２９ 議案第８９号 令和２年度内子町介護保険事業特別会計補正予算（第２号）

について 

○議長（森永和夫君） 「日程第２８ 議案第８８号 令和２年度内子町一般会計補正予算（第

７号）について」「日程第２９ 議案第８９号 令和２年度内子町介護保険事業特別会計補正予

算（第２号）について」以上２件を一括議題とします。 

提案理由の説明を求めます。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 稲本町長。 

〔稲本隆壽町長登壇〕 

○町長（稲本隆壽君） 議案第８８号「令和２年度内子町一般会計補正予算（第７号）」につい

て、議案第８９号「令和２年度内子町介護保険事業特別会計補正予算（第２号）」について、一

括してご説明致します。 

補正予算関係資料９をお手元にご用意ください。まず、水色の仕切りでございます。議案第８

８号、令和２年度内子町一般会計補正予算（第７号）についてご説明致します。１ページをご覧

下さい。令和２年度内子町一般会計補正予算（第７号）は、歳入歳出それぞれ２億５，１５４万

２，０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を１２１億５，９６５万円とするものでございます。

前年度の９月補正後予算と比較して１８億８，４５２万６，０００円、率にして１８．３％の増

となっております。 

１２ページをお願いします。歳入歳出補正予算事項別明細書の歳出、表の右側「補正額の財源

内訳合計欄」をご覧ください。このたびの一般会計補正予算（第７号）の財源につきましては、

国県支出金が２億２，１７７万６，０００円の増、地方債６，４６０万円の増、その他特定財源 

で１億１，０２６万７，０００円の減額、一般財源として７，５４３万３，０００円の増額でご

ざいます。 

７ページにお戻りください。第２表の「債務負担行為補正」でございます。内子小学校グラン

ド照明ＬＥＤリース料として、令和３年度から令和１２年度までの期間に７４６万９，０００円

の支出を予定しております。 

９ページをお願いします。第３表「地方債補正」でございます。災害復旧事業債として８，３

３０万円を追加いたします。 

１０ページをお願いします。緊急防災・減災事業債を１，８７０万円減額し、補正後の限度額

を１，６３０万円としております。また、臨時財政対策債を３，７６４万８，０００円増額し、

補正後の限度額を１億９，７６４万８，０００円としております。詳細につきましては、歳入歳

出事項別明細書において説明をさせていただきます。それでは、主な補正についてご説明させて

頂きます。今回の補正においては、主に災害関連、新型コロナウイルス感染症対策経費が主なも

のとなっております。 
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まず歳入でございます。１３ページをお開きください。９款、地方交付税でございます。令和

２年度の普通交付税の額の確定に伴いまして、３億４，８５０万円を増額いたしまして、４６億

７，８５０万円としております。普通交付税は、対前年度比７，２３１万３，０００円、１．７％

の増額となっております。 

１４ページをお願いします。上段の１３款、国庫支出金、２項、国庫補助金、１目、総務費国

庫補助金でございます。新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金として、１億１，３

７９万４，０００円を計上しております。今年度、専決により補正をしています歳出予算に対し

ての財源としてそれぞれに充当をしております。同じく１４ページの下段でございます。１４款、

県支出金、２項、県補助金、７目、消防費県補助金でございます。災害情報伝達設備強化支援事

業費補助金として、今年度の戸別受信機整備事業における県補助金 ４４３万７，０００円計上

しております。 

１５ページをお願いします。１７款、繰入金、１項、基金繰入金、１目、基金繰入金でござい

ます。地方交付税、純繰越金や補助金の額の確定にともない、財政調整基金繰入金３億３，０８

９万３千円の減額公共施設整備基金繰入金１億１，５５０万円の減額としております。１８款、

繰越金、１項、繰越金、１目、繰越金につきましては、平成３１年度繰越金の額の確定に伴いま

して、１，１９０万７，０００円を増額し、２億１，１９０万７，０００円としております。２

０款、町債については、臨時財政対策債の発行可能額の確定に伴いまして、３，７６４万８，０

００円の増額補正をしております。また７目の消防債でございますが、防災行政無線整備事業債

として１，８７０万円の減額補正を行っております。 

また、災害関連の歳入につきましては、１３ページをお願いします。１１款、分担金及び負担

金、１項、分担金、７目、災害復旧費分担金といたしまして、５４３万３，０００円。 

１４ページをお願いします。１３款、国庫支出金、２項、国庫補助金、８目、災害復旧費国庫

支出金として２，１８１万円。１４款、県支出金、２項、県補助金、９目、災害復旧費県補助金

として６，９２４万１，０００円。 

１５ページをお願いします。下段でございます。２０款、町債、１項、町債、９目、災害復旧

事業債として、８，３３０万円をそれぞれ計上しております。続きまして、歳出でございます。

まず、災害関係につきましては、６月１８日から１９日、並びに７月３日から８日までの梅雨前

線豪雨によります被害箇所の復旧費として、２億１，８６８万２，０００円を計上しております。 

２１ページをお願いします。中段でございます。８款、土木費、２項、道路橋梁費、２目、道

路橋梁維持修繕費に、修繕料として１，１００万円を。続く、８款、土木費、３項、河川費、１

目、河川及び防災費に、町単がけ崩れ防災対策事業補助金３８０万円を計上しております。 

２５ページをお願いします。１１款、災害復旧費、１項、農林水産施設災害復旧費、１目、農

業施設災害復旧費に６，８８２万４，０００円を計上しております。被害件数は、補助が９件、

単独が１３件、合わせて２２件でございます。 

２６ページをお願いします。１１款、災害復旧費、１項、農林水産施設災害復旧費、２目、林

業施設災害復旧費に４，８３８万８，０００円を計上しております。被害件数は、補助が９件、

単独が１５件、合わせて２４件でございます。１１款、災害復旧費、２項、公共土木施設災害復

旧費、１目、公共土木施設災害復旧費に８，６６７万円を計上しております。被害件数は、補助
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７件、単独６４件、合わせて７１件でございます。続いて、新型コロナウイルス感染症対策経費

でございます。 

戻りまして、１７ページをお願いします。２款、総務費、１項、総務管理費、４目、電算管理

費でございます。文書管理・庶務管理システムなどの整備費と致しまして２，４６１万３，００

０円を計上致しております。文書管理システムでは、紙書類での決裁を電子決裁とすることで、

接触機会の抑制と業務の迅速・効率化を図ることを目的と致しております。 

１９ページをお願いします。３款、民生費、２項、児童福祉費、４目、児童福祉館費でござい

ます。換気のための網戸の設置や、３密を避けるための洗面台の設置、空調設備などの整備費と

して１９３万５，０００円を計上しております。 

同じく、１９ページの下段でございます。６款、農林水産業費、１項、農業費、３目、農業振

興費でございます。新型コロナウイルス感染症の影響を克服するために、感染拡大防止対策を行

いつつ、販路回復・開拓や事業継続・転換のための機械・設備の導入や、人手不足解消の取組を

総合的に支援することにより地域を支える農林業者の経営の継続を図ることを目的として、イン

ドア花いっぱい応援事業委託、経営継続補助金、道の駅ものづくり・商業・サービス生産性向上

促進補助金等、２，７７１万円を計上致しております。 

２３ページをお願いします。１０款、教育費、１項、教育総務費、４項、学校情報通信技術環

境整備事業費でございます。ＧＩＧＡスクール用端末の設定委託、ＧＩＧＡスクールサポーター

配置委託を含め、家庭学習のための通信機器の整備など、８９４万１，０００円を計上しており

ます。新型コロナウイルス感染症対策におけるその他の予算につきましては、イベントの中止に

よる事業費の減額を行っております。 

そのほかの歳出と致しましては、２０ページをお願い致します。６款、農林水産業費、２項、

林業費、２目、林業振興費でございます。林業事業主に対し、林業従事者の労働安全衛生の充

実、技術・技能の向上、福利厚生の充実を支援する森林整備担い手確保育成対策事業補助金な

ど、４５５万１，０００円を計上しております。 

２４ページをお願いします。１０款、教育費、５項、社会教育費、３目、自治センター費でご

ざいます。１４節、工事請負費に、みそぎの里トイレ改修工事２７６万１，０００円を計上いた

しております。 

２５ページをお願いします。１０款、教育費、６項、保健体育費、３目、体育施設管理費でご

ざいます。当初で予算計上をしておりました内子小グラウンド夜間照明工事はリース方式に変更

することとしたため、設計委託及び工事請負費について全額減額し、リースに係る費用を計上し

たことなどにより、１，４０６万６，０００円の減額補正を行っております。 

２７ページから３１ページにかけましては、給与費明細書を掲載しておりますのでお目通しく

ださい。 

続きまして、ピンク色の仕切り、議案第８９号、令和２年度内子町介護保険事業特別会計補正

予算（第２号）につきましてご説明致します。１ページをお願いします。令和２年度介護保険事

業特別会計補正予算（第２号）につきましては、繰越金の確定に対する予算を計上しており、歳

入歳出それぞれ１５万６，０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を２６億４，０１０万６，０

００円とするものでございます。前年度の９月補正後予算と比較し、３，１１６万円、１．２％



令和 2 年 9 月第 110 回内子町議会定例会 

‐ 98 ‐ 

の増としております。以上で、議案第８８号、令和２年度内子町一般会計補正予算（第７号）」

について、議案第８９号、令和２年度内子町介護保険事業特別会計補正予算（第２号）」につい

て、ご説明を申し上げました。よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（森永和夫君） これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（森永和夫君） ありませんので、これにて、質疑を終結します。 

お諮りします。「議案第８８号」から「議案第８９号」までの２議案は、予算決算常任委員会

に付託することにしたいと思います。これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし。」の声あり〕 

○議長（森永和夫君） ご異議なしと認めます。 

よって、「議案第８８号」から「議案第８９号」までの２議案は、予算決算常任委員会に付託

することに決定致しました。 

 

日程第３０ 諮問第２号 人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて 

○議長（森永和夫君） 「日程第３０ 諮問第２号 人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求

めることについて」を議題とします。 

 提出者の説明を求めます。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 稲本町長。 

〔稲本隆壽町長登壇〕 

○町長（稲本隆壽君） 諮問第２号「人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについ

て」でございます。人権擁護委員である 仲岡由紀子氏が、令和２年１２月３１日で任期満了を

迎えるため、引き続き 仲岡由紀子氏を人権擁護委員候補者に推薦致したく、議会の意見を求め

るものでございます。仲岡氏は、昭和２２年１０月２９日のお生まれで、内子町大久喜甲３８３

番地の１にお住まいでございます。地域の相談役として、長年、旧五十崎町の人権・同和教育を

牽引し、同和問題の解消と人権意識の高揚にご尽力されました。現在、うちこ福祉館の館長を務

められるなど、地域福祉の充実に積極的に取り組まれておられます。また、人権侵害や差別問題

に対し、専門的な知識も豊富であり、人格識見が高く、人権擁護委員に適任であると存じます。 

よろしくご審議の上、ご同意賜りますようお願い致します。 

○議長（森永和夫君） これより、質疑に入ります。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（森永和夫君） ありませんので、これにて質疑を終結します。 

 本案は人事案件でありますので、討論は省略し、直ちに採決に入ります。 

 諮問第２号、人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めすことについては、これを適任とす

ることに賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（森永和夫君） 起立全員です。 

 よって、本案はこれを適任とすることに決定しました 
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日程第３１ 諮問第３号 人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて 

○議長（森永和夫君） 「日程第３１ 諮問第３号 人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求

めることについて」を議題とします。 

 提出者の説明を求めます。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 稲本町長。 

〔稲本隆壽町長登壇〕 

○町長（稲本隆壽君） 諮問第３号「人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることにつ

いて」でございます。人権擁護委員である 谷口利光氏が、令和２年１２月３１日で任期満了

を迎えるため、その後任として 熊野千賀子氏を人権擁護委員候補者に推薦致したく、議会の

意見を求めるものでございます。熊野氏は、昭和３２年１１月１６日のお生まれで、内子町内

子２６８９番地にお住まいでございます。幼稚園教諭、保育士として長年幼児教育に携わる一

方で、人権・同和教育にも積極的に取り組まれ、自己研鑽を怠らず、知識・指導力の向上に努

められておられます。また、地域活動にも積極的に参加されるなど、様々な事象への対応能力

にも長けておられ、人権擁護委員に適任であると存じます。ご同意賜りますよう、よろしくお

願い致します。 

○議長（森永和夫君） これより、質疑に入ります。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（森永和夫君） ありませんので、これにて質疑を終結します。 

 本案は人事案件でありますので、討論は省略し、直ちに採決に入ります。 

 諮問第３号、人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めすことについては、これを適任とす

ることに賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（森永和夫君） 起立全員です。 

 よって、本案はこれを適任とすることに決定しました 

 

  日程第３２ 諮問第４号 人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについ

て 

○議長（森永和夫君） 「日程第３２ 諮問第４号 人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求

めることについて」を議題とします。 

 提出者の説明を求めます。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 稲本町長。 

〔稲本隆壽町長登壇〕 

○町長（稲本隆壽君） 諮問第４号「人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについ

て」でございます。人権擁護委員である 北福 章弘氏が、令和２年１２月３１日で任期満了を

迎えるため、その後任として 山上 幸久氏を人権擁護委員候補者に推薦致したく、議会の意見
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を求めるものでございます。山上氏は、昭和３０年８月２６日のお生まれで、内子町平岡甲１０

１５番地にお住まいでございます。内子町役場職員として、小田・五十崎自治センター長を歴任

され、人権・同和教育等に深く携わられ、地域住民の多様な問題に関わった経験から、人権問題

解決の知識と教養を持ち備えておられます。また、現在、内子町社会教育委員並びに自治会長を

務められており、優れた人的資質により様々な事象への対応能力にも長けておられ、人権擁護委

員に適任であると存じます。よろしくご審議の上、ご同意賜りますようお願い致します。 

○議長（森永和夫君） これより、質疑に入ります。質疑はありませんか。 

○２番（関根律之君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 関根議員。 

○２番（関根律之君） この方がどうということではないんですけど、人権擁護委員というのは

全員で何人いらっしゃるのかということがひとつと、五十崎地区、内子地区ときたので小田の方

なのかなと思っていたら住所が平岡になっているので、小田地区での人権擁護委員ということで

選任されているのかどうか。 

○住民課長（二宮善徳君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 二宮住民課長。 

○住民課長（二宮善徳君） 内子では８名の方がいらっしゃいます。旧町の割り振りといいます

か、旧内子町が４名、旧五十崎町が２名、旧小田地区が２名。小田地区は前年に２名の方を選任

しております。以上です。 

○議長（森永和夫君） 他に質疑はありませんか。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（森永和夫君） ありませんので、これにて質疑を終結します。 

 本案は人事案件でありますので、討論は省略し、直ちに採決に入ります。 

 お諮りします。諮問第４号、人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めすことについては、

これを適任とすることに賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（森永和夫君） 起立全員です。 

 よって、本案はこれを適任とすることに決定しました。 

 

○議長（森永和夫君） 以上で、本日の議事日程はすべて終了しました。本日、各常任委員会及

び予算決算常任委員会に付託しました、議案の審査報告については、９月１７日の本会議でお願

いします。 

次の本会議は、９月１７日、午前１０時に開会します。本日は、これをもって散会致します。 

 

午後 ３時２８分 閉会 
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地方自治法第１２３条第２項の規定により、ここに署名する。 

 

内子町議会議長 

 

内子町議会議員 

 

内子町議会議員 
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令和２年９月第１１０回内子町議会定例会会議録（第３日） 

○招集年月日   令和２年 ９月 ２日（水） 

○開会年月日   令和２年 ９月１７日（木） 

○招 集 場 所   内子町議会議事堂 

 

○出 席 議 員（１４名） 

１番  大 西 啓 介 君         ２番  関 根 律 之 君 

３番  向 井 一 富 君         ４番  久 保 美 博 君 

５番  森 永 和 夫 君         ６番   地 幸 雄 君 

７番  泉   浩 壽 君         ８番  大 木   雄 君 

９番  山 本   徹 君        １０番  才 野 俊 夫 君  

１１番  下 野 安 彦 君        １２番  林     博 君 

 １４番  寺 岡   保 君        １５番  中 田 厚 寬 君 

           

 

○欠 席 議 員   １３番  山 崎 正 史 君 

 

○地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席を求めた者の職氏名 

  町 長  稲 本  壽 君     副 町 長  小野植 正 久 君 

総 務 課 長  山 岡   敦 君     住 民 課 長  二 宮 善 徳 君 

税 務 課 長  𠮷 川 博 徳 君     保健福祉課長  曽根岡 伸 也 君 

こども支援課長  前 野 良 二 君     会計管理者  田 中   哲 君 

建設デザイン課長  正 岡 和 猶 君     農林振興課長  山 中 保 正 君 

小田支所長  畑 野 亮 一 君     環境政策室長  中 嶋 優 治 君 

 政策調整班長  上 山 淳 一 君     上下水道対策班長  上 石 富 一 君 

危機管理班長  松 岡 裕 樹 君     商工観光班長  大 竹 浩 一 君 

教 育 長  山 岡   晋 君     学校教育課長  泉   邦 彦 君 

自 治 ・ 学 習 課 長  黒 澤 賢 治 君 

代表監査委員  赤 穂 英 一 君     農 業 委 員 会 会 長  堀 本 健 二 君 

 

○出席した事務局職員の職氏名 

事 務 局 長  林   純 司 君     書 記  和 氣  啓 介 君 

 

○議事日程（第９号） 

令和２年９月１７日（木）午前１０時開議 

日程第 １ 会議録署名議員の指名 

日程第 ２ 議事日程通告 

日程第 ３ 議認第１２号 平成３１年度内子町一般会計歳入歳出決算の認定について 
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日程第 ４ 議認第１３号 平成３１年度小田高校寄宿舎特別会計歳入歳出決算の認定について 

日程第 ５ 議認第１４号 平成３１年度内子町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定

について 

日程第 ６ 議認第１５号 平成３１年度内子町介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて 

日程第 ７ 議認第１６号 平成３１年度内子町介護保険サービス事業特別会計歳入歳出決算の

認定について 

日程第 ８ 議認第１７号 平成３１年度内子町後期高齢者医療保険事業特別会計歳入歳出決算

の認定について 

日程第 ９ 議案第７８号 平成３１年度内子町水道事業会計剰余金の処分について 

日程第１０ 議認第１８号 平成３１年度内子町水道事業会計決算の認定について 

日程第１１ 議案第７９号 平成３１年度内子町下水道事業会計剰余金の処分について 

日程第１２ 議認第１９号 平成３１年度内子町下水道事業会計決算の認定について 

日程第１３ 議案第８０号 内子町議会議員及び内子町長の選挙における選挙運動の公費負担に

関する条例の制定について 

日程第１４ 議案第８１号 内子町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する

基準を定める条例の一部を改正する条例について 

日程第１５ 議案第８２号 内子町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例

の一部を改正する条例について 

日程第１６ 議案第８３号 内子町小田深山観光施設条例の一部を改正する条例について 

日程第１７ 議案第８４号 内子町小田深山観光施設（小田深山渓谷関連施設）の指定管理者の

指定について 

日程第１８ 議案第８５号 第 44 号 令和２年度内子町クリーンセンター２号ガス冷却室耐火

物補修他工事に係る工事請負契約について 

日程第１９ 議案第８６号 第 85 号 愛媛県ＧＩＧＡスクール端末等共同調達に係る物品購入

契約について 

日程第２０ 議案第８７号 第 45 号 内子東自治センター耐震補強改修建築主体工事に係る工

事請負契約について 

日程第２１ 議案第８８号 令和２年度内子町一般会計補正予算（第７号）について 

日程第２２ 議案第８９号 令和２年度内子町介護保険事業特別会計補正予算（第２号）につい

て 

日程第２３   議案第９０号 第 91 号 内子町デジタル防災行政無線戸別受信機整備工事に係る

工事変更請負契約について 

日程第２４ 発議第 １号 米軍機による低空飛行訓練の中止を求める意見書 

日程第２５ 発議第 ２号 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方財政の急激な悪化に対

し地方税財源の確保を求める意見書 

日程第２６ 議会運営委員会の閉会中の所掌事務調査の件 

日程第２７ 常任委員会の閉会中の所管事務調査の件 
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○本日の会議に付した事件 

日程第１から日程第２７ 

 

午前１０時００分 開会 

○議長（森永和夫君） 只今、出席議員１４名であります。欠席届が山崎正史議員から提出され

ております。それでは、只今から本日の会議を開きます。 

 

  日程第 １  会議録署名議員の指名 

○議長（森永和夫君） 日程第１ 会議録署名議員の指名を行います。会議録署名議員は、会議

規則第１１９条の規定により、議長において、１番、大西 啓介議員、１５番、中田 厚寬議員

を指名します。 

 

  日程第 ２ 議事日程通告 

○議長（森永和夫君） 日程第２ 議事日程通告をします。本日の「議事日程」は、お手元に配

布しております、議事日程第９号のとおりであります。これより、議事日程に従って、提出議案

の審議に入ります。 

 

  日程第 ３ 議認第１２号 平成３１年度内子町一般会計歳入歳出決算の認定について 

  日程第 ４ 議認第１３号 平成３１年度小田高校寄宿舎特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて 

  日程第 ５ 議認第１４号 平成３１年度内子町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算

の認定について 

  日程第 ６ 議認第１５号 平成３１年度内子町介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認

定について 

  日程第 ７ 議認第１６号 平成３１年度内子町介護保険サービス事業特別会計歳入歳出

決算の認定について 

  日程第 ８ 議認第１７号 平成３１年度内子町後期高齢者医療保険事業特別会計歳入歳

出決算の認定について 

○議長（森永和夫君） 「日程第３ 議認第１２号 平成３１年度内子町一般会計歳入歳出決算

の認定について」から「日程第８ 議認第１７号 平成３１年度内子町後期高齢者医療保険事業

特別会計歳入歳出決算の認定について」までの６件を一括議題とします。予算決算常任委員長に

審査の経過並びに結果について報告を求めます。 

中田委員長、登壇願います。 

○予算決算常任委員長（中田厚寬君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 中田委員長。 

〔中田厚寬予算決算常任委員長登壇〕 

○予算決算常任委員長（中田厚寬君） ご報告申し上げます。去る９月３日の本会議において、
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予算決算常任委員会に付託されました、「議認第１２号 平成３１年度内子町一般会計歳入歳出

決算の認定について」から、「議認第１７号 平成３１年度内子町後期高齢者医療保険事業特別会

計歳入歳出決算の認定について」の６件について、審査の結果をご報告申し上げます。審査経過

等につきましては、配付いたしております審査報告書のとおりであり、審査結果については、「議

認第１２号」から「議認第１７号」までの６件は原案のとおり認定すべきものとするものでござ

います。去る９月８日、９日、１０日の３日間の日程で委員会を開催し、平成３１年度各会計の

決算について、歳入歳出決算書、決算資料、わが町の家計簿、および各課で作成された説明資料

等に基づき、「事業執行において、どのような効果があったのか。住民の福祉の向上にどう寄与し

ているのか。」を基本として審査を行いました。審査における経過及び主な質疑等についてご報告

をいたします。 

まず、一般会計決算からご報告いたします。総務費関係では、「地域おこし協力隊が積極的に取

り組んでいる旧二宮邸の活用について、町としてどのような方向性を持っているのか。」との質問

に対し、「県の補助金や地方創生臨時交付金などを活用しながら、都会に住む方のニーズが多いテ

レワーク事業ができるような環境整備を進めるよう検討しているところである。」との答弁があ

りました。「デマンドバスの利用者数が増えていない要因について分析はできているのか。」との

質問に対し、「モニタリングを実施して、利用者の状況を把握したうえで運行しているが、病院の

送迎サービスや移動販売サービスなどが増えており、運営計画についてさらに考えていく必要が

ある。」との答弁がありました。「戸籍事務の広域化について、将来の見通しは。」との質問に対し、

「法務省が中心となって、戸籍とマイナンバーとを連携したシステムを開発しており、ゆくゆく

は自由に戸籍がとれるよう事業が進められている。」との答弁がありました。「軽自動車税で不納

欠損した場合の取り扱いは。」との質問に対し、「納税証明が発行できないので、車検を受けるこ

とができない。」との答弁がありました。「町有林管理について、山林委員が管理するものと管理

委託するものがあるが、同じ形態で管理すべきではないか。」との質問に対し、「長年続いている

状況を引き継いできているが、検討させていただきたい。」との答弁がありました。 

民生費関係では、「在宅福祉事業の緊急通報装置とはどういったものか。」との質問に対し、「手

持ちのボタン式のものを押すと、コールセンターへ連絡が入るもので、サービスを提供する業者

と委託契約を結んでいる。」との答弁がありました。「４月に開園した認定こども園に運営上の課

題はあるのか。」との質問に対し、「新型コロナウイルス感染防止対策では、保護者の意見も聞き

ながら、しっかり対応してきた。今後は３密対策をどう取っていくのかが課題である。」との答弁

がありました。「児童館の臨時職員の雇用に新型コロナの影響はあったのか。」との質問に対し、

「児童館については休館の措置をとる期間もあったが、職員の生活に影響が出ないよう運営を

行った。」との答弁がありました。 

衛生費関係では、インフルエンザ予防接種費用一部助成について「３割の子どもたちが接種し

ていない。新型コロナの問題もあるので、教育委員会や保護者と連携して１００％に近づけてほ

しい。」との意見に対し、「広報等を通して周知の徹底を行っていきたい。」との答弁がありました。

「合併浄化槽の法定検査の現状は。」との質問に対し、「合併浄化槽については台帳が整備されて

いるが、単独槽については台帳整理が完全にはできておらず、検査を受けていない場合もある。」

との答弁がありました。「徳島県上勝町のおけるゴミゼロ・ウェイストの取り組みのように、１０
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０％リサイクルを目指すことが内子町においてもできないのか。」との質問に対し、「モデル地区

などで実施することも検討したが、具体化していない。ゴミを出さない消費行動を意識すること

が重要になるので、啓発などをしていく中で、検討していきたい。」との答弁がありました。 

農林水産業費関係では、鳥獣対策事業について「被害額が増えているハクビシンの対策につい

て。」との質問に対し、「ワイヤーメッシュや電気柵では対応しにくいが、小型の箱罠での対策が

考えられる。」との答弁がありましたが、「設置には免許が必要なのか。」との質問に対し、「狩猟

免許が必要である。」との答弁がありました。商工費関係では、「町産品販路開拓支援助成金の対

象事業者が固定化しており、本来の助成金の趣旨と違ってきているのではないか。」との質問に対

し、「同じ事業内容だと原則３年までとしている。」との答弁がありましたが、「事業者の中には商

社的な事業者もあり、ルールを明確化して新規事業者の育成にも取り組んでほしい。」との意見が

ありました。 

土木費関係では、老朽空き家除去事業補助について「かなり老朽化した空き家について、どの

ように対応したらいいのか。」との質問に対し、「老朽空き家は原則的に所有者が取り壊すものだ

が、相続などの問題もあり、行政が少しずつ手続きを進めながら、段階を踏んで解決していきた

い。」との答弁がありました。 

教育費関係では、小田高校魅力化事業補助について「生徒数が増えていない現状から、これま

でにない発想で取り組まないと小田分校は守れないのではないか。」との質問に対し、「寮のＷＩ

－ＦＩ環境整備やコーディネーターの配置などに取り組んできたが、関係各課と協議もしながら

さらに進めていきたい。」との回答がありました。各学校で不用額が出ていることについて「学校

の図書購入費についても経費削減を学校側に求めているのか。」との質問に対し、「各学校には図

書購入費の予算配分をしており、満足のいくものではないかもしれないが、削減などの要求はし

ていない。」との答弁がありました。「県が整備した柿原川下流の小田川河川敷の管理について。」

との質問に対し、「建設デザイン課と協議しながら管理を考えていきたい。」との答弁がありまし

た。「自治会制度について、人口分布や構成が変わってきている状況で枠組みについて再調整は考

えてないのか。」との質問に対し、「来年度は各自治会の地域づくり計画書の見直しの年でもあり、

自治会の将来について、地域住民や職員・自治センターなどが一緒に考えて検討していただきた

い。」との答弁がありました。 

５つの特別会計については、それぞれ質疑はありましたが、福祉や社会生活など住民サービス

に直結する事業であり、今後も健全な運営を続けていただきたいと思います。 

特に国民健康保険事業特別会計では、「一人当たりの医療費が増えているのか。」との質問に対

し、「平成３０年度が３６万８，６３２円、元年度が４０万８，７７５円で増えている。」との答

弁がありました。 

また、後期高齢者医療保険事業特別会計では、「一般的に不納欠損処理をした場合、保険はどう

なるのか。」との質問に対し、「不納欠損した期間にもよるが、本来本人負担が１割のところが、

３割負担になるといったペナルティがある。」との答弁がありました。 

以上、審査状況について報告をいたしました。採決の結果、平成３１年度における各会計決算

は、予算の議決目的及び施策に基づき、執行されていると認められ、よって「議認第１２号」か

ら「議認第１７号」は原案のとおり認定すべきものと決定いたしました。 
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それぞれの事業において、各担当課長より説明を受け、議決した予算に対し、その執行状況の

適否を確認することができました。厳しい財政状況ではありますが、今後においても健全な財政

運営をお願いするものであります。なお、今回の審査において各委員から出された意見、要望等

については十分検討のうえ、今後の町政運営と来年度の予算編成に反映させていただきたいこと

を申し添え、委員長報告を終わります。 

○議長（森永和夫君） 報告が終わりました。委員長報告に対する質疑は省略します。 

中田委員長、席にお戻りください。 

「議認第１２号」から「議認第１７号」までの６件は、一括して討論、採決を行いたいと思い

ます。これにご異議ありませんか。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（森永和夫君） ご異議なしと認めます。 

よって、「議認第１２号」から「議認第１７号」までの６件は、一括して討論、採決を行うこ

とに決定致しました。 

 討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（森永和夫君） これにて、討論を終結します。 

 採決をおこないます。「議認第１２号」から「議認第１７号」に対する委員長報告は「認定」

とするものです。委員長報告のとおり認定することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（森永和夫君） 起立全員です。 

よって、「議認第１２号」から「議認第１７号」までの決算認定６件は、委員長報告のとおり

認定されました。

 

  日程第 ９ 議案第７８号 平成３１年度内子町水道事業会計剰余金の処分について 

  日程第１０ 議認第１８号 平成３１年度内子町水道事業会計決算の認定について 

○議長（森永和夫君） 「日程第９ 議案第７８号 平成３１年度内子町水道事業会計剰余金の

処分について」及び「日程第１０ 議認第１８号 平成３１年度内子町水道事業会計決算の認定

について」を以上２件を一括議題とします。予算決算常任委員長に審査の経過並びに結果につい

て報告を求めます。 

中田委員長、登壇願います。 

○予算決算常任委員長（中田厚寬君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 中田委員長。 

〔中田厚寬予算決算常任委員長登壇〕 

○予算決算常任委員長（中田厚寬君） ご報告申し上げます。 

去る９月３日の本会議において、予算決算常任委員会に付託されました「議案第７８号 平成

３１年度内子町水道事業会計剰余金の処分について」、「議認第１８号 平成３１年度内子町水道

事業会計決算の認定について」の２議案の審査結果をご報告申し上げます。審査結果について
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は、「議案第７８号」、及び「議認第１８号」は原案のとおり可決及び認定すべきものとするもの

でございます。議案ごとに、説明を受けた内容並びに質疑等についてご報告をいたします。 

「議案第７８号 平成３１年度内子町水道事業会計剰余金の処分について」は、条例に基づき、

剰余金の処分については、議会の議決を得るものとされています。水道事業で生じた利益剰余金

は、６，３２１万６，６１１円です。減債積立金に５，３２１万６，６１１円を積立し、企業債

の償還に備えるものです。また、残りの１，０００万円を将来の欠損金を埋めるための積立とし

て利益積立金に積み立てるものであります。いずれも、法に基づいた適切な処分であると判断い

たしました。採決の結果、議案第７８号は、全会一致で可決すべきものと決定いたしました。 

議認第１８号、平成３１年度水道事業会計決算については、委員より、「石畳地区での水道の

加入金はいくらになるのか。」との質問に対し、「一般家庭１３㎜の加入金が３１万５，０００円

で、給水工事負担金については限度額が８万５，０００円である。」との答弁がありました。予

算議決のとおり、いずれも適正に執行されており、公営企業として安定した経営を行っており、

特に問題はなく、採決の結果、原案のとおり認定すべきものと決定致しました。今後、より一層

の企業努力を期待して、委員長報告を終わります。 

○議長（森永和夫君） 報告が終わりました。委員長報告に対する質疑は省略します。 

中田委員長、席にお戻りください。 

 討論、採決は１件ずつ行います。「議案第７８号 平成３１年度内子町水道事業会計剰余金の

処分について」討論を行います。 

討論はありませんか。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（森永和夫君） これにて討論を終結します。 

採決を行います。本案に対する委員長報告は「可決」です。委員長報告のとおり決定すること

に賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（森永和夫君） 起立全員です。 

よって、「議案第７８号」は委員長報告のとおり可決されました。 

次に、「議認第１８号 平成３１年度内子町水道事業会計決算の認定について」討論を行いま

す。討論はありませんか。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（森永和夫君） 採決を行います。 

 本案に対する委員長報告は「認定」とするものです。委員長報告のとおり認定することに賛成

の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（森永和夫君） 起立全員です。 

よって、議認第１８号は、委員長報告のとおり認定されました。 

 

  日程第１１ 議案第７９号 平成３１年度内子町下水道事業会計剰余金の処分について 

  日程第１２ 議認第１９号 平成３１年度内子町下水道事業会計決算の認定について 
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○議長（森永和夫君） 「日程第１１ 議案第７９号 平成３１年度内子町下水道事業会計剰

余金の処分について」及び「日程第１２ 議認第１９号 平成３１年度内子町下水道事業会計決

算の認定について」以上の２件を一括議題とします。予算決算常任委員長に審査の経過並びに結

果について報告を求めます。 

中田委員長、登壇願います。 

○予算決算常任委員長（中田厚寬君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 中田委員長。 

〔中田厚寬予算決算常任委員長登壇〕 

○予算決算常任委員長（中田厚寬君） ご報告申し上げます。 

去る９月３日の本会議において、予算決算常任委員会に付託されました「議案第７９号 平成

３１年度内子町下水道事業会計剰余金の処分について」、「議認第１９号 平成３１年度内子町下

水道事業会計決算の認定について」の２議案の審査結果をご報告申し上げます。 

審査結果については、「議案第７９号」及び「議認第１９号」は原案のとおり可決及び認定す

べきものとするものでございます。議案ごとに、説明を受けた内容並びに質疑等についてご報告

をいたします。 

「議案第７９号 平成３１年度内子町下水道事業会計剰余金の処分について」は、条例に基づ

き、剰余金の処分については、議会の議決を得るものとされています。下水道事業で生じた利益

剰余金は、４７９万５，９６４円です。減債積立金に５４万５，９６４円を積立し、企業債の償

還に備えるものです。また、残りの４２５万円につきましては繰越剰余金とするものです。いず

れも、法に基づいた適切な処分であると判断いたしました。採決の結果、「議案第７９号」は、

全会一致で可決すべきものと決定いたしました。 

 「議認第１９号 平成３１年度下水道事業会計決算について」は、予算議決のとおり、いずれ

も適正に執行されており、公営企業として安定した経営を行っており、特に問題はなく、採決の

結果、原案のとおり認定すべきものと決定いたしました。今後、より一層の企業努力を期待し、

委員長報告を終わります。 

○議長（森永和夫君） 報告が終わりました。委員長報告に対する質疑は省略します。 

 中田委員長、席にお戻りください。討論、採決は１件ずつ行います。 

「議案第７９号 平成３１年度 内子町下水道事業会計剰余金の処分について」討論を行いま

す。討論はありませんか。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（森永和夫君） これにて、討論を終結します。 

採決を行います。本案に対する委員長報告は「可決」です。委員長報告のとおり決定すること

に賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（森永和夫君） 起立全員です。 

よって、「議案第７９号」は、委員長報告のとおり可決されました。 

次に、「議認第１９号 平成３１年度内子町下水道事業会計決算の認定について」討論を行いま

す。討論はありませんか。 
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〔「なし。」の声あり〕 

○議長（森永和夫君） これにて、討論を終結します。採決を行います。 

本案に対する委員長報告は「認定」とするものです。委員長報告のとおり認定することに賛成

の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（森永和夫君） 起立全員です。 

よって、「議認第１９号」は、委員長報告のとおり認定されました。 

 

日程第１３ 議案第８０号 内子町議会議員及び内子町長の選挙における選挙運動の公費

負担に関する条例の制定について 

○議長（森永和夫君） 「日程第１３ 議案第８０号 内子町議会議員及び内子町長の選挙にお

ける選挙運動の公費負担に関する条例の制定について」を議題とします。審査経過並びに結果に

ついて、委員長の報告を求めます。 

久保総務文教常任委員長、登壇願います。 

○総務文教常任委員長（久保美博君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 久保委員長。 

〔久保美博総務文教常任委員長登壇〕 

○総務文教常任委員長（久保美博君） ご報告申し上げます。 

去る９月３日の本会議において、総務文教常任委員会に付託されました、議案第８０号「内子町

議会議員及び内子町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の制定について」、審査

の結果をご報告申し上げます。審査経過等につきましては、配付いたしております審査報告書の

とおりであり、審査結果について、議案第８０号は「原案のとおり可決すべきもの」とするもの

でございます。議案について、説明を受けた内容並びに質疑等についてご報告を致します。今回

の制定は、公職選挙法の一部改正により、町村議会議員選挙及び町村長選挙における選挙運動の

選挙公営の対象が拡大されたことに伴い、条例を制定するものです。 

委員の質疑においては、「選挙運動用のポスターの公費負担について、掲示場の数の範囲内だと

すると、予備のポスターはどうなるのか。」との質疑に対し、「内子町の場合は議員の負担とな

る。」との答弁でありました。その他、この条例については多数の質問がありました。条例の制

定後、規則も整備されるとのことです。委員から、「さらに細かい点を確認したいので、全員協

議会で説明をお願いしたい。」との要望に対し、「規則が整備された段階で、説明の機会を設けた

い。」との答弁でありました。採決の結果、「議案第８０号」は、全会一致により「原案のとおり

可決すべきもの」と決定いたしました。以上で、委員長報告を終わります。 

○議長（森永和夫君） これより、委員長報告に対する質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（森永和夫君） ありませんので、これにて質疑を終結します。 

久保委員長、席にお戻りください。 

これより討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし。」の声あり〕 
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○議長（森永和夫君） これにて、討論を終結します。 

「議案第８０号」の採決を行います。本案に対する委員長の報告は「可決」です。 

「議案第８０号」は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（森永和夫君） 起立全員です。 

 よって、「議案第８０号」は、委員長報告のとおり可決されました。 

 

  日程第１４ 議案第８１号 内子町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に

関する基準を定める条例の一部を改正する条例について 

○議長（森永和夫君） 「日程第１４ 議案第８１号 内子町特定教育・保育施設及び特定地域

型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について」を議題とします。

審査経過並びに、審査結果について、委員長の報告を求めます。 

大木産業建設厚生常任委員長、登壇願います。 

○産業建設厚生常任委員長（大木雄君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 大木委員長。 

〔大木雄産業建設厚生常任委員長登壇〕 

○産業建設厚生常任委員長（大木雄君） ご報告申し上げます。 

去る９月３日の本会議において、産業建設厚生常任委員会に付託されました、「議案第８１号 

内子町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改

正する条例について、審査の結果をご報告申し上げます。 

審査経過等につきましては、配付いたしております審査報告書のとおりであり、審査結果につ

いては、「議案第８１号」は、原案のとおり可決すべきものとするものでございます。 

議案について、説明を受けた内容並びに質疑等についてご報告をいたします。今回の改正は、特

定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準の一部改正に伴い、条例の一部を

改正するものです。委員から、特に質疑はなく、採決の結果、「議案第８１号」は、全会一致によ

り、原案のとおり可決すべきものと決定しましたので、ここにご報告申し上げ委員長報告を終わ

ります。 

○議長（森永和夫君） これより、委員長報告に対する質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（森永和夫君） ありませんので、これにて質疑を終結します。 

 大木委員長、席にお戻りください。 

これより、討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（森永和夫君） これにて討論を終結します。 

 「議案第８１号」の採決を行います。本案に対する委員長の報告は「可決」です。 

 「議案第８１号」は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（森永和夫君） 起立全員です。 
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よって、「議案第８１号」は、委員長報告のとおり可決されました。 

 

日程第１５ 議案第８２号 内子町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定め

る条例の一部を改正する条例について 

○議長（森永和夫君） 「日程第１５ 議案第８２号 内子町家庭的保育事業等の設備及び運営

に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について」を議題とします。審査経過並びに結

果について、委員長の報告を求めます。 

大木産業建設厚生常任委員長、登壇願います。 

○産業建設厚生常任委員長（大木雄君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 大木委員長。 

〔大木雄産業建設厚生常任委員長登壇〕 

○産業建設厚生常任委員長（大木雄君） ご報告申し上げます。 

去る９月３日の本会議において、産業建設厚生常任委員会に付託されました、「議案第８２号 

内子町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例につい

て」、審査の結果をご報告申し上げます。審査経過等につきましては、配付いたしております審査

報告書のとおりであり、審査結果については、「議案第８２号」は、原案のとおり可決すべきもの

とするものでございます。議案について、説明を受けた内容並びに質疑等についてご報告をいた

します。今回の改正は、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い、条例

の一部を改正するものです。委員から、「この条例は急激に待機児童が増えた場合などに対応する

ものか。」との質問に対し、「現在の内子町の状況では、家庭的保育事業が運営される見通しは無

いと考えている。」との答弁がありました。採決の結果、「議案第８２号」は、全会一致により、

原案のとおり可決すべきものと決定しましたので、ここにご報告申し上げ委員長報告を終わりま

す。 

○議長（森永和夫君） これより、委員長報告に対する質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（森永和夫君） ありませんので、これにて、質疑を終結します。 

大木委員長、席にお戻りください。 

これより、討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（森永和夫君） これにて討論を終結します。 

 「議案第８２号」の採決を行います。本案に対する委員長の報告は「可決」です。 

 「議案第８２号」は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（森永和夫君） 起立全員です。 

よって、「議案第８２号」は、委員長報告のとおり可決されました。 

 

日程第１６ 議案第８３号 内子町小田深山観光施設条例の一部を改正する条例について 
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○議長（森永和夫君） 「日程第１６ 議案第８３号 内子町小田深山観光施設条例の一部を改

正する条例について」を議題とします。審査経過並びに結果について、委員長の報告を求めま

す。 

大木産業建設厚生常任委員長、登壇願います。 

○産業建設厚生常任委員長（大木雄君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 大木委員長。 

〔大木雄産業建設厚生常任委員長登壇〕 

○産業建設厚生常任委員長（大木雄君） ご報告申し上げます。 

去る９月３日の本会議において、産業建設厚生常任委員会に付託されました、「議案第８３号 

内子町小田深山観光施設条例の一部を改正する条例について」審査の結果をご報告申し上げます。

審査経過等につきましては、配付致しております審査報告書のとおりであり、審査結果について

は、「議案第８３号」は、原案のとおり可決すべきものとするものでございます。議案について、

説明を受けた内容並びに質疑等についてご報告をいたします。 

今回の改正は、小田深山渓谷関連施設を明確化し、キャンプ利用について料金を設定するため、

条例の一部を改正するものです。委員から、「現在キャンプ場は区画の整備ができているのか。」

との質問に対し、「現状はただの広場だが、条例を整備し有料化していく中で、区画の整備を進め

ていく。」との答弁がありました。また委員から、「キャンプ場の整備に関しては、新深山荘との

関連もあり、全体的な構想を構築すべきではないのか。」との質問に対し、「キャンプ場の在り方

や深山に来られる方のニーズなどを、実証実験や調査をしながら総合的に考えていきたい。」との

答弁がありました。採決の結果、議案第８３号は、全会一致により、原案のとおり可決すべきも

のと決定しましたので、ここにご報告申し上げ委員長報告を終わります。 

○議長（森永和夫君） これより、委員長報告に対する質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（森永和夫君） ありませんので、これにて、質疑を終結します。 

大木委員長、席にお戻りください。 

これより、討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（森永和夫君） これにて討論を終結します。 

 「議案第８３号」の採決を行います。本案に対する委員長の報告は「可決」です。 

 「議案第８３号」は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（森永和夫君） 起立全員です。 

よって、「議案第８３号」は、委員長報告のとおり可決されました。 

 

  日程第１７ 議案第８４号 内子町小田深山観光施設（小田深山渓谷関連施設）の指定管

理者の指定について 



令和２年 9 月第 110 回内子町議会定例会 

- 115 - 

○議長（森永和夫君） 「日程第１７  議案第８４号 内子町小田深山観光施設（小田深山渓

谷関連施設）の指定管理者の指定について」を議題とします。審査経過並びに結果について、委

員長の報告を求めます。 

大木産業建設厚生常任委員長、登壇願います。 

○産業建設厚生常任委員長（大木雄君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 大木委員長。 

〔大木雄産業建設厚生常任委員長登壇〕 

○産業建設厚生常任委員長（大木雄君） ご報告申し上げます。 

去る９月３日の本会議において、産業建設厚生常任委員会に付託されました、「議案第８４号 

内子町小田深山観光施設（小田深山渓谷関連施設）の指定管理者の指定について」、審査の結果を

ご報告申し上げます。審査経過等につきましては、配付いたしております審査報告書のとおりで

あり、審査結果については、「議案第８４号」は、原案のとおり可決すべきものとするものでござ

います。議案について、説明を受けた内容並びに質疑等についてご報告をいたします。 

本議案は、８月５日に開催しました内子町公の施設指定管理者選定委員会の審査結果報告に基

づく指定管理者の指定について、地方自治法第２４４条の２第６項の規定より、議会の議決を求

めるものです。委員から、「指定管理者であるミカタスイッチ株式会社の従業員は。」との質問に

対し、「代表取締役１名、正社員１名、パート職員４名体制である。」との答弁がありました。採

決の結果、議案第８４号は、全会一致により、原案のとおり可決すべきものと決定しましたので、

ここにご報告申し上げ委員長報告を終わります。 

○議長（森永和夫君） これより、委員長報告に対する質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（森永和夫君） ありませんので、これにて、質疑を終結します。 

大木委員長、席にお戻りください。 

これより、討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（森永和夫君） これにて討論を終結します。 

 「議案第８４号」の採決を行います。本案に対する委員長の報告は「可決」です。 

 「議案第８４号」は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（森永和夫君） 起立全員です。 

よって、「議案第８４号」は、委員長報告のとおり可決されました。 

 

  日程第１８ 議案第８５号 第４４号令和２年度内子町クリーンセンター２号ガス冷却室

耐火物補修他工事に係る工事請負契約について 

○議長（森永和夫君） 「日程第１８ 議案第８５号 第４４号令和２年度内子町クリーンセン

ター２号ガス冷却室耐火物補修他工事に係る工事請負契約について」を議題とします。審査経過

並びに結果について、委員長の報告を求めます。 

大木産業建設厚生常任委員長、登壇願います。 
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○産業建設厚生常任委員長（大木雄君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 大木委員長。 

〔大木雄産業建設厚生常任委員長登壇〕 

○産業建設厚生常任委員長（大木雄君） ご報告申し上げます。 

去る９月３日の本会議において、産業建設厚生常任委員会に付託されました、「議案第８５号 

第４４号 令和２年度内子町クリーンセンター２号ガス冷却室耐火物補修他工事に係る工事請負

契約について」審査の結果をご報告申し上げます。審査経過等につきましては、配付いたしてお

ります審査報告書のとおりであり、審査結果については、「議案第８５号」は、原案のとおり可決

すべきものとするものでございます。議案について、説明を受けた内容並びに質疑等についてご

報告をいたします。 

本議案は、８月５日に見積を徴収し、仮契約を締結した工事請負契約について、議会の議決を

求めるものです。委員から、「工事中はごみ処理に不都合はないのか。」との質問に対し、「同じ処

理施設が２系列あり、片方を通常運転しながら工事を進めていくので、特に支障は無い。」との答

弁がありました。採決の結果、「議案第８５号」は、全会一致により、原案のとおり可決すべきも

のと決定しましたので、ここにご報告申し上げ委員長報告を終わります。 

○議長（森永和夫君） これより、委員長報告に対する質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（森永和夫君） ありませんので、これにて、質疑を終結します。 

大木委員長、席にお戻りください。 

これより、討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（森永和夫君） これにて討論を終結します。 

 採決を行います。本案に対する委員長の報告は「可決」です。 

 「議案第８５号」は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（森永和夫君） 起立全員です。 

よって、「議案第８５号」は、委員長報告のとおり可決されました。 

 

  日程第１９ 議案第８６号 第８５号愛媛県ＧＩＧＡスクール端末等共同調達に係る物品

購入契約について 

○議長（森永和夫君） 「日程第１９ 議案第８６号 第８５号愛媛県ＧＩＧＡスクール端末等

共同調達に係る物品購入契約について」を議題とします。審査経過並びに結果について、委員長

の報告を求めます。 

久保総務文教常任委員長、登壇願います。 

○総務文教常任委員長（久保美博君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 久保委員長。 

〔久保美博総務文教常任委員長登壇〕 

○総務文教常任委員長（久保美博君） ご報告申し上げます。 
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去る９月３日の本会議において、総務文教常任委員会に付託されました、「議案第８６号 第８

５号愛媛県ＧＩＧＡスクール端末等共同調達に係る物品購入契約について」審査の結果をご報告

申し上げます。審査経過等につきましては、配付いたしております審査報告書のとおりであり、

審査結果について、「議案第８６号」は、原案のとおり可決すべきものとするものでございます。

議案について、説明を受けた内容並びに質疑等についてご報告を致します。本議案は、愛媛県及

び県内市町が連携・共同して、公立学校における「ＧＩＧＡスクール構想の実現」に係る端末を

整備することを目的として設立した「愛媛県ＧＩＧＡスクール端末等共同調達協議会」が、８月

２０日に入札を執行し決定した落札業者と仮契約を締結した物品購入契約について、議会の議決

を求めるものです。委員の質疑においては、「共同調達協議会が実施した入札はどのようなもの

だったのか。」との質疑に対し、「８団体が参加をし、単価入札を行った。」との答弁でありました。 

また、「家庭のＷｉ－Ｆｉ環境はどこまで進んでいるのか。」との質疑に対し、「アンケート調査の

結果、環境が整っていない家庭については、今回の補正で要求している個別のＷｉ－Ｆｉルーター

を貸し出す予定にしている。」との答弁でありました。採決の結果、「議案第８６号」は、全会一

致により、原案のとおり可決すべきものと決定致しました。以上で、委員長報告を終わります。 

○議長（森永和夫君） これより、委員長報告に対する質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（森永和夫君） ありませんので、これにて、質疑を終結します。 

久保委員長、席にお戻りください。 

これより、討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（森永和夫君） これにて討論を終結します。 

 「議案第８６号」の採決を行います。本案に対する委員長の報告は「可決」です。 

 「議案第８６号」は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（森永和夫君） 起立全員です。 

よって、「議案第８６号」は、委員長報告のとおり可決されました。 

 

  日程第２０ 議案第８７号 第４５号内子東自治センター耐震補強改修建築主体工事に 

係る工事請負契約について 

○議長（森永和夫君） 「日程第２０ 議案第８７号 第４５号内子東自治センター耐震補強改

修建築主体工事に係る工事請負契約について」を議題とします。審査経過並びに結果について、

委員長の報告を求めます。 

久保総務文教常任委員長、登壇願います。 

○総務文教常任委員長（久保美博君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 久保委員長。 

〔久保美博総務文教常任委員長登壇〕 

○総務文教常任委員長（久保美博君） ご報告申し上げます。 
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去る９月３日の本会議において、総務文教常任委員会に付託されました、「議案第８７号 第４

５号内子東自治センター耐震補強改修建築主体工事に係る工事請負契約について」審査の結果を

ご報告申し上げます。審査経過等につきましては、配付いたしております審査報告書のとおりで

あり、審査結果について、「議案第８７号」は、原案のとおり可決すべきものとするものでござい

ます。議案について、説明を受けた内容並びに質疑等についてご報告をいたします。 

本議案は、８月２６に入札を執行し、仮契約を締結した工事請負契約について、議会の議決を

求めるものです。委員の質疑においては、「設備工事を機械と電気に分けて発注したのはなぜか。」

また、「それでは経費削減につながらないのでは。」などの質疑に対し、明確な回答がありません

でしたが、最終的に、「分離発注することにより、入札業者数が増え、入札の競争性を持たせるこ

とができるため。」との答弁がありました。そのほかの質疑についても不明瞭な説明がありました。

今後の常任委員会においては、議案の趣旨をよく理解し、明確な答弁ができるように準備してい

ただくことを希望します。また、「最少の経費で最大の効果を出すよう、良い工事をしてほしい。」

との意見もありました。採決の結果、「議案第８７号」は、全会一致により原案のとおり可決すべ

きものと決定致しました。以上で、委員長報告を終わります。 

○議長（森永和夫君） これより、委員長報告に対する質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（森永和夫君） ありませんので、これにて、質疑を終結します。 

久保委員長、席にお戻りください。 

これより、討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（森永和夫君） これにて討論を終結します。 

 「議案第８７号」の採決を行います。本案に対する委員長の報告は、可決です。 

 「議案第８７号」は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（森永和夫君） 起立全員です。 

よって、「議案第８７号」は、委員長報告のとおり可決されました。 

 

○議長（森永和夫君） ここで１５分間休憩をします。午前 時 分から再開します。 

 

午前 時 分 休憩 

 

午前 時 分 再開 

 

○議長（森永和夫君） 休憩前に続き、会議を開きます。 

 

日程第２１ 議案第８８号 令和２年度内子町一般会計補正予算（第７号）について 

日程第２２ 議案第８９号 令和２年度内子町介護保険事業特別会計補正予算（第２号）

について 
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○議長（森永和夫君） 「日程第２１ 議案第８８号 令和２年度内子町一般会計補正予算（第

７号）について」「日程２２ 議案第８９号 令和２年度内子町介護保険事業特別会計補正予算

（第２号）について」を議題とします。審査結果について、委員長の報告を求めます。 

中田予算決算常任委員長、登壇願います。 

○予算決算常任委員長（中田厚寬君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 中田委員長。 

〔中田厚寬予算決算常任委員長登壇〕 

○予算決算常任委員長（中田厚寬君） ご報告申し上げます。 

去る９月３日の本会議において、予算決算常任委員会に付託されました２件の補正予算につい

て、９月１１日に委員１２名出席のもと、各課長等からの説明を受け、質疑を行い、慎重な審査

を行いました。審査の結果につきましては、配付いたしております審査報告書のとおり、全２議

案、原案のとおり可決すべきものでございます。議案ごとに説明を受けた内容並びに質疑等につ

いてご報告をいたします。 

議案第８８号、令和２年度内子町一般会計補正予算（第７号）につきましては、歳入歳出それ

ぞれ２億５，１５４万２，０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を１２１億５，９６５万円と

するものです。一般会計補正予算（第７号）に充当する財源は、国県支出金２億２，１７７万６，

０００円、地方債６，４６０万円、一般財源７，５４３万３，０００円の増額、その他特定財源

１億１，０２６万７，０００円の減額となっています。主な歳入については、地方交付税ですが、

普通交付税の確定に伴い、３億４，８５０万円を増額し、４６億７，８５０万円としています。

また、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金として、１億１，３７９万４，０００

円、戸別受信機整備事業における県補助金４４３万７，０００円などが計上されています。地方

交付税や純繰越金や補助金の額の確定にともない、財政調整基金繰入金３億３，０８９万３，０

００円、公共施設整備基金繰入金１億１,５５０万円の減額をしています。 

主な歳出予算ですが、２款総務費においては、コロナ対策として、紙書類での決裁を電子決裁

とするため文書管理・庶務管理システムなどの整備として２，４６１万３，０００円が計上され

ています。委員から、「業務の迅速・効率化が進む半面、職員間のコミュニケーションをどう作っ

ていくのか。」との質問に対し、「新しい働き方として取り入れることとなるが、直接話すことが

できるテレビ会議の導入や定期的な会議なども必要となってくる。」との答弁がありました。 

３款民生費においては、委員から、「デジタル手続法に向けた住民基本台帳システム改修委託に

ついてその内容を。」との質問に対し、「住民基本台帳システムと戸籍のシステムは現在連携して

いないが、連携できるよう手続きするものである。マイナンバーと戸籍が繋がることにより、将

来的には様々な運用が期待できる。」との答弁がありました。また、内子児童館のコロナ対策のた

め、換気のための網戸の設置や３密を避けるための洗面台の設置、空調設備などの整備費として

１９３万５，０００円が計上されています。委員から、「これにより子どもが集まるような放課後

児童クラブなどの３密対策は完了したのか。」との質問に対し、「地方創生臨時交付金などを活用

してさらに対応していきたい。」との答弁がありました。 
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６款農林水産業費では、内子町インドア花いっぱい応援事業について、委員から、「町内の事業

者の数は。」との質問に対し、「８業者であるが、新型コロナのダメージを受けている。」との答弁

がありました。 

７款商工費では、小田深山振興計画策定事業について、委員から、「コンサルティング業務を委

託する前に、どのようなキャンプ場にするのかといった構想が必要なのではないか。」との質問に

対し、「今回はあくまでも実証実験という位置づけをしており、お客さんの需要や要望を見ながら

判断していきたい。」との答弁がありました。 

８款土木費では、委員から、「郷の谷川東２号線を町道にする理由は。」との質問に対し、「地元

の自治会長、区長から要望があり、町道認定要件に合致するため町道に認定する。」との答弁があ

りました。１０款教育費では、ＧＩＧＡスクール整備関連費として８９４万１，０００円が計上

されています。委員から、「今回整備する機器はかなり重たいものだが、学校と家庭との持ち帰り

はどうするのか。」との質問に対し、「パソコンの利用シーンは主に学校での授業ということとな

るが、新型コロナ対応の緊急時には家に持ち帰るケースもありうるので、その対応については今

後考えていきたい。」との答弁がありました。また、みそぎの里トイレ改修工事２７６万１，００

０円が計上されています。委員から、「男子トイレと女子トイレの仕切りの上下が空いているので、

改修できないか。」との質問に対し、「予算の関係もあるが、なるべくできる方向で考えていきた

い。」との答弁がありました。その他、予算について多くの質疑がなされました。採決の結果、議

案第８８号、令和２年度内子町一般会計補正予算（第７号）は、原案のとおり、全会一致で可決

すべきものと決定致しました。 

次に、特別会計１件についてですが、議案第８９号、令和２年度内子町介護保険事業特別会計

補正予算（第２号）につきましては、歳入歳出それぞれ１５万６，０００円を増額し、総額を２

６億４，０１０万６，０００円とするものです。特に質疑はなく、採決の結果全会一致で可決す

べきものと決定いたしました。以上で、委員長報告を終わります。 

○議長（森永和夫君） 委員長報告に対する質疑を省略します。 

 中田委員長、席にお戻りください。 

討論、採決は議案ごとに行います。 

まず、「議案第８８号 令和２年度内子町一般会計補正予算（第７号）について」の討論を行

います。討論はありませんか。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（森永和夫君） これにて討論を終結します。 

 採決を行います。本案に対する委員長の報告は「可決」です。 委員長報告のとおり決定する

ことに賛成の方は、起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（森永和夫君） 起立全員です。 

よって、「議案第８８号」は、委員長報告のとおり可決されました。 

次に、「議案第８９号 令和２年度内子町介護保険事業特別会計補正予算（第２号）につい

て」の討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし。」の声あり〕 
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○議長（森永和夫君） これにて討論を終結します。 

採決を行います。本案に対する委員長の報告は「可決」です。委員長報告のとおり決定するこ

とに賛成の方は、起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（森永和夫君） 起立全員です。 

よって、「議案第８９号」は、委員長報告のとおり可決されました。 

 

  日程第２３ 議案第９０号 第９１号内子町デジタル防災行政無線戸別受信機整備工事に

係る工事変更請負契約について 

○議長（森永和夫君） 「日程第２３ 議案第９０号 第９１号内子町デジタル防災行政無線

戸別受信機整備工事に係る工事変更請負契約について」を議題とします。 

提案理由の説明を求めます。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 稲本町長。 

〔稲本隆壽町長登壇〕 

○町長（稲本隆壽君） 議案第９０号、第９１号内子町デジタル防災行政無線戸別受信機整備工

事に係る工事変更請負契約につきましては、設計変更に伴い工事請負額について変更するもので、

地方自治法第９６条第１項第５号並びに内子町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処

分に関する条例第２条の規定により議会の議決を求めるものでございます。その内容につきまし

ては、総務課長に説明致させますので、よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願いいたし

ます。 

○総務課長（山岡敦君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 山岡総務課長。 

〔山岡敦総務課長登壇〕 

○総務課長（山岡敦君） 私の方から議案書１の２の１ページ、議案第９０号、内子町デジタル

防災行政無線戸別受信機整備工事に係る工事変更請負契約についてご説明申し上げます。本案に

つきましては、設計変更によりまして工事請負額を変更するもので地方自治法第９６条第１項第

５号並びに内子町議会の議決にするべき契約及び財産の取得または処分に関する条例第２条の規

定により議会の議決を求めるものでございます。１の契約の目的でございます。第９１号内子町

デジタル防災行政無線戸別受信機整備工事に係る工事変更請負でございます。２の契約金額は元

契約額が２億９，７００万円。変更契約額が２億３，８２７万４，０００円。５，８７２万６，

０００円の減額でございます。３の契約の相手方は、松山市衣山５丁目１５３６－６四電エンジ

ニアリング株式会社松山支店支店長、仙波春喜でございます。 

説明資料の１０の２の１ページをお開きください。令和元年１１月５日に契約を締結し、事業

を進めております本工事につきましては、繰越明許費により令和２年度に事業を繰り越して取り

組んでいるところでございまして、工期は今月末９月３０日となっており、いよいよ大詰めの段

階を迎える中で事業量が確定することに伴い、設計変更による工事請負額の変更契約を締結する

ものでございます。設計変更の主な理由と致しましては、まず一つ目に受信機を整備するにあた
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りまして、申請者の都合によるキャンセルが想定よりも多かったということでございます。設置

希望者の転出やメール配信サービスを登録したなどの理由によるものでございます。２つ目に電

波状態の悪い場合に設置する外付けのダイポールアンテナ、それから３素子八木型のアンテナを

整備するにあたりまして戸別受信機を現地で設置する際に机上の検討よりも電波状態がよくアン

テナが想定よりも不要になったこと。３つ目に以前に設置しておりましたアナログ受信機とアン

テナを撤去するにあたり、机上の想定よりも改修台数が少なかったことによるものでございます。

なお、議案説明資料には主な変更理由（１）として、戸別受信機整備台数等の数量変更、（２）と

してアナログ方式設備撤去台数等の数量変更についてそれぞれ項目別に増減を記載しております

ので、お目通しをいただけたらと存じます。また、平成３１年度予算で購入済みの戸別受信機に

つきましては、先ほどご説明しましたように予備台数が生じておりますが、今後の新たな要望者

等への対応分として確保することと致します。以上、議案第９０号、内子町デジタル防災行政無

線戸別受信機整備工事に係る工事変更請負契約についてご説明を申し上げました。よろしくご審

議のうえ、ご決定賜りますよう、お願い致します。 

○議長（森永和夫君） これより、質疑に入ります。質疑はありませんか。 

○１２番（林博君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 林博議員。 

○１２番（林博君） 変更についてご質問したいと思います。事前の説明でもこの減額分は ア

ンテナの減額であって、本体の機器については町が予備として持っておくという説明を受けたん

ですが、説明資料の表記の仕方を見ると一般的に本体分も含まれるという認識を持たざるをえん

と思うんですが、１８６台、これの本体の機器はもう今後町が予備としてもっておってもその後

経費は発生しないのかどうか。それを質問したい。 

○総務課長（山岡敦君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 山岡総務課長。 

○総務課長（山岡敦君） 今回、戸別受信機の本体の整備につきまして２，５９９台分が２，４

１３台分、１８６台分の整備費ということで減額が生じているということでございます。あくま

で購入ではなくて整備、各ご家庭、事業所に対して本体を整備する数量が１８６台分減少したと

いう認識でお願いしたいとお願いします。 

○１２番（林博君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 林博議員。 

○１２番（林博君） 各家庭に設置をする整備費が１８６台減ったと。町が予備としてもってお

る１８６台を新たに今後整備をしていく上においては新たな経費が発生するというとらえ方をし

ないといけないんでしょうか。 

○総務課長（山岡敦君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 山岡総務課長。 

○総務課長（山岡敦君） そのとおりでございます。今後の整備費用につきましては、当然、本

体の設置にかかる経費もございますし、状況によってはアンテナ当の設置等も経費の中に必要に

なってくるというふうに認識をしております。 

○議長（森永和夫君） 他に質疑はありませんか。 
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〔「なし。」の声あり〕 

○議長（森永和夫君） ありませんので、これにて、質疑を終結します。 

これより討論に入ります。討論はありませんか。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（森永和夫君） これにて討論を終結します。 

 これより、議案第９０号、第９１号内子町デジタル防災行政無線戸別受信機整備工事に係る工

事変更請負契約についての採決に入ります。本案を原案のとおり決することに賛成の方はご起立

願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（森永和夫君） 起立全員です。 

よって、本案は、原案のとおり可決することに決定致しました。 

日程第２４ 発議第１号 「米軍機による低空飛行訓練の中止を求める意見書」について 

○議長（森永和夫君） 「日程第２４ 発議第１号 「米軍機による低空飛行訓練の中止を求

める意見書」について」を議題とします。提出者の趣旨説明を求めます。 

久保総務文教常任委員長、登壇願います。 

○総務文教常任委員長（久保美博君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 久保委員長。 

〔久保美博総務文教常任委員長登壇〕 

○総務文教常任委員長（久保美博君） 発議第１号、米軍機による低空飛行訓練の中止を求める

意見書、地方自治法第９９条の規定により、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、外務大臣、

防衛大臣、内閣官房長官に対し、別紙意見書を提出することにつき、会議規則第１４条第３項の

規定により、提出する。令和２年９月１７日提出。提出者 内子町議会 総務文教常任委員会、委

員長、久保 美博。 

提出の理由。米軍機による低空飛行訓練について、町内での目撃情報が相次いでおり、住民は

強い不安や懸念を抱いている。よって、国においては事態を正確に把握し、的確な情報提供を行

うとともに、飛行訓練が関係自治体の意向を無視して実施されることのないよう、政府に対し意

見書を提出するものである。 

意見書の朗読をおこないます。米軍機による低空飛行訓練の中止を求める意見書。米軍機の国

内における低空飛行訓練については、平成１１年の日米合意に基づき、その安全性を最大限確保

するとともに、我が国住民に与える影響を最小限にすることが求められている。しかしながら、

本県上空をはじめ、四国を経路とするいわゆるオレンジルートなどにおいて、これまでも米軍機

による低空飛行訓練が目撃されており、平成３０年１２月に高知県沖で発生した米軍機の墜落事

故や、令和元年１２月に実施された四国初の日米共同オスプレイ実動訓練と相まって、住民は強

い不安を抱いている。このような中、県内において、継続的に行われている米軍機による低空飛

行は、住民の抱える不安を増幅させるものであり、誠に遺憾である。こうした低空飛行は、爆音

による被害のみならず、万一墜落した場合には、住民を巻き込む大惨事につながりかねないもの

であり、かかる事態が憂慮されている。また、本県には伊方原子力発電所が立地しており、安全
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対策上の観点から原発上空の飛行禁止について、強く住民の求めるところである。よって、国に

おいては、県内で頻発する米軍機による低空飛行に対し、住民の安全・安心を確保する観点から、

次の措置を講じられるよう強く要望する。 

記。１つ、住民が不安を抱くような飛行を速やかに中止するよう米軍に申し入れること。２つ、

米軍機による低空飛行訓練等については、国の責任で必要な実態調査を行うこと。３つ、低空飛

行の禁止や原子力発電所周辺・人口密集地域等の上空の飛行回避など日米合意事項の遵守につい

て徹底すること。４つ、航空機落下のリスク低減のため、原子力発電施設周辺上空の飛行禁止に

ついて、法制化を図ること。以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。令和２

年９月１７日。愛媛県内子町議会。以上です。 

○議長（森永和夫君） 質疑、討論を省略し、ただちに採決に入ります。         

久保委員長、席にお戻り下さい。お諮りします。本案を原案のとおり決することに、ご異議あ

りませんか。 

〔「異議なし。」の声あり〕 

○議長（森永和夫君） ご異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

  日程第２５ 発議第２号 「新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方財政の急激な悪

化に対し地方税財源の確保を求める意見書」について 

○議長（森永和夫君） 日程第２５ 発議第２号 「新型コロナウイルス感染症の影響に伴う

地方財政の急激な悪化に対し地方税財源の確保を求める意見書」についてを議題とします。提出

者の趣旨説明を求めます。 

久保総務文教常任委員長、登壇願います。 

○総務文教常任委員長（久保美博君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 久保委員長。 

〔久保美博総務文教常任委員長登壇〕 

○総務文教常任委員長（久保美博君） 発議第２号、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地

方財政の急激な悪化に対し地方税財源の確保を求める意見書。地方自治法第９９条の規定により、

衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、財務大臣、総務大臣、厚生労働大臣、経済産業大臣、

内閣官房長官、経済再生担当大臣、まち・ひと・しごと創生担当大臣に対し、別紙意見書を提出

することにつき、会議規則第１４条第３項の規定により、提出する。令和２年９月１７日提出。

提出者、内子町議会 総務文教常任委員会委員長、久保美博。 

提出の理由。新型コロナウイルス感染症拡大からもたらされる経済的・社会的影響によって、

今後の地方財政はかつてない厳しい状況になることが予想される。地方財政の急激な悪化に対し

地方税財源の確保を求めるため、政府に対し意見書を提出するものである。 

意見書の朗読をおこないます。新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方財政の急激な悪化

に対し地方税財源の確保を求める意見書。新型コロナウイルス感染症の拡大は、甚大な経済的・

社会的影響をもたらしており、国民生活への不安が続いている中で、地方税・地方交付税等の一

般財源の激減が避けがたくなっている。地方自治体は、福祉・医療、教育・子育て、防災・減災、
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地方創生、地域経済活性化、雇用対策など喫緊の財政需要への対応をはじめ、長期化する感染症

対策にも迫られ、今後の地方財政は、かつてない厳しい状況になることが予想される。よって、

国においては、令和３年度地方財政対策及び地方税制改正に向け、下記事項を確実に実現される

よう、強く要望する。 

 記。１つ、地方の安定的な財政運営に必要な地方税、地方交付税等の一般財源総額を確保・充

実すること。その際、臨時財政対策債が累積することのないよう、発行額の縮減に努めるととも

に、償還財源を確保すること。２つ、地方交付税については、引き続き財源保障機能と財源調整

機能が適切に発揮できるよう、総額を確保すること。３つ、令和２年度の地方税収が大幅に減少

することが予想されることから、万全の減収補填措置を講じるとともに、減収補填債の対象とな

る税目についても、地方消費税を含め弾力的に対応すること。４つ、税源の偏在性が小さく、税

収が安定的な地方税体系の構築に努めるとともに、国税・地方税の政策税制については、積極的

な整理合理化を図り、新設・拡充・継続に当たっては、有効性・緊急性等を厳格に判断すること。

５つ、特に、固定資産税は、市町村の極めて重要な基幹税であり、制度の根幹を揺るがす見直し

は、家屋・償却資産を含め、断じて行わないこと。また、新型コロナウイルス感染症緊急経済対

策として講じられた特例措置は、本来国庫補助金等により対応すべきものであり、今回限りの措

置として、期限の到来をもって確実に終了すること。以上、地方自治法第９９条の規定により意

見書を提出する。。令和２年９月１７日。愛媛県内子町議会。以上。 

○議長（森永和夫君） 質疑、討論を省略し、ただちに採決に入ります。         

久保委員長、席にお戻り下さい。お諮りします。本案を原案のとおり決することに、ご異議あ

りませんか。 

〔「異議なし。」の声あり〕 

○議長（森永和夫君） ご異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

日程第２６ 議会運営委員会の閉会中の所管事務調査の件 

○議長（森永和夫君） 「日程第２６ 議会運営委員会の閉会中の所管事務調査の件」を議題と

します。議会運営委員長から、会議規則第７５条の規定により、「議会の運営に関する事項及び

議長の諮問に関する事項」について、次期定例会まで、閉会中も継続して調査したい旨、申し出

がありました。 

お諮りします。議会運営委員長からの申し出のとおり、次期定例会まで、閉会中の継続調査と

することに、ご異議ありませんか。 

〔「異議なし。」の声あり〕 

○議長（森永和夫君） ご異議なしと認めます。 

 よって、議会運営委員長から申し出のとおり、次期定例会まで、閉会中の継続調査とすること

に、決定いたしました。 

 

  日程第２７ 常任委員会の閉会中の所管事務調査の件 

○議長（森永和夫君） 日程第２７ 常任委員会の閉会中の所管事務調査の件を議題とします。
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各常任委員長から、会議規則第７５条の規定により、次期定例会まで、閉会中も継続して調査し

たい旨、申し出がありました。 

お諮りします。各常任委員長からの申し出のとおり、次期定例会まで、閉会中の継続調査とす

ることに、ご異議ありませんか。 

〔「異議なし。」の声あり〕 

○議長（森永和夫君） ご異議なしと認めます。 

 よって、各常任委員長から申し出のとおり、次期定例会まで、閉会中の継続調査とすることに、

決定しました。 

以上で、本日の議事日程はすべて終了しました。会議を閉じます。 

ここで、稲本町長、ごあいさつをお願いします。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 稲本町長。 

〔稲本隆壽町長登壇〕 

○町長（稲本隆壽君） ９月定例会閉会にあたりまして、ひとことご挨拶をさせていただきます。

議員の皆様におかれましては大変ご多忙の中、９月定例会にご出席を賜りまして、ありがとうご

ざいました。提案させていただきました全議案につきまして、適切なご判断を賜りまして、心か

ら御礼を申し上げたいと思います。審議の途中で出していただきました様々なご意見等、十分、

尊重させていただいて今後の執行の中で活かさせていただきたいと思っております。また、その

事業の趣旨目的に沿って適切に執行してまいりたいと思います。引き続きご指導、ご鞭撻賜りま

すようよろしくお願いします。、今、内子町だけではございません。世界中でコロナ禍の中で曇っ

た雲が頭の上にどっしりと覆っている。行きたいところにもなかなか行けない。食べたいものも

なかなかいろんなところへ出かけていって食べるような雰囲気でもない。私たちの心そのものに

ブレーキがかかったようなところであります。リーマンショックの時には金融システムそのもの

が崩壊していたように思いますけど、今回の場合には需要と供給にブレーキがかかった。国や県

も行動のガイドラインを決めておりますからその範囲内でやれることはやっていかないと経済が

うごかないなということがあります。ありますけど、しかし早いところワクチンであるとか薬で

あるとかそういったものが開発されないと私たちもそうですけど、思い切って行動を起こすとい

うことになかなかならないところがあるのかなというふうに思っております。そうした中でも季

節は着実に動いておりまして、朝晩本当に肌寒くなってまいりました。議員の皆様方に置かれま

しては、どうぞ健康には十分ご留意いただきましてこれからも引き続き町政発展のためにご尽力、

ご協力、ご指導賜りたいというふうに思います。９月の定例会、本当にご苦労様でございました。

ありがとうございました。 

○議長（森永和夫君） 以上をもって、令和２年９月第１１０回内子町議会定例会を閉会します。 

 

午前１１時３６分 閉会 
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地方自治法第１２３条第２項の規定により、ここに署名する。 

 

内子町議会議長 

 

内子町議会議員 

 

内子町議会議員 
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第１１０回定例会付議事件名及び議決結果一覧表 

 

１ 町長提出議案 

番号 件名 
提 出 

年月日 

議 決 

年月日 
議決結果 

報告 

６ 

株式会社内子フレッシュパークからりの経営状況を

説明する書類の提出について 

令和 

2. 9. 2 

令和 

2. 9. 3 
受理 

報告 

７ 

小田まちづくり株式会社の経営状況を説明する書類

の提出について 

令和 

2. 9. 2 

令和 

2. 9. 3 
受理 

報告 

８ 

公益財団法人内子町国際交流協会の経営状況を説明

する書類の提出について 

令和 

2. 9. 2 

令和 

2. 9. 3 
受理 

報告 

９ 
健全化判断比率の報告について 

令和 

2. 9. 2 

令和 

2. 9. 3 
受理 

報告 

１０ 
資金不足比率の報告について 

令和 

2. 9. 2 

令和 

2. 9. 3 
受理 

報告 

１１ 
内子町教育委員会の点検・評価の書類の提出について 

令和 

2. 9. 2 

令和 

2. 9. 3 
受理 

議認 

１１ 

令和２年度内子町一般会計補正予算（第６号）の専決

処分の承認を求めることについて 

令和 

2. 9. 2 

令和 

2. 9. 3 
承認 

議認 

１２ 

平成３１年度内子町一般会計歳入歳出決算の認定に

ついて 

令和 

2. 9. 2 

令和 

2. 9.17 
認定 

議認 

１３ 

平成３１年度小田高校寄宿舎特別会計歳入歳出決算

の認定について 

令和 

2. 9. 2 

令和 

2. 9.17 
認定 

議認 

１４ 

平成３１年度内子町国民健康保険事業特別会計歳入

歳出決算の認定について 

令和 

2. 9. 2 

令和 

2. 9.17 
認定 

議認 

１５ 

平成３１年度内子町介護保険事業特別会計歳入歳出

決算の認定について 

令和 

2. 9. 2 

令和 

2. 9.17 
認定 

議認 

１６ 

平成３１年度内子町介護保険サービス事業特別会計

歳入歳出決算の認定について 

令和 

2. 9. 2 

令和 

2. 9.17 
認定 

議認 

１７ 

平成３１年度内子町後期高齢者医療保険事業特別会

計歳入歳出決算の認定について 

令和 

2. 9. 2 

令和 

2. 9.17 
認定 

議案 

７８ 

平成３１年度内子町水道事業会計剰余金の処分につ

いて 

令和 

2. 9. 2 

令和 

2. 9.17 
原案可決 
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議認 

１８ 

平成３１年度内子町水道事業会計決算の認定につい

て 

令和 

2. 9. 2 

令和 

2. 9.17 
認定 

議案 

７９ 

平成３１年度内子町下水道事業会計剰余金の処分に

ついて 

令和 

2. 9. 2 

令和 

2. 9.17 
原案可決 

議認 

１９ 

平成３１年度内子町下水道事業会計決算の認定につ

いて 

令和 

2. 9. 2 

令和 

2. 9.17 
認定 

議案 

８０ 

内子町議会議員及び内子町長の選挙における選挙運

動の公費負担に関する条例の制定について 

令和 

2. 9. 2 

令和 

2. 9.17 
原案可決 

議案 

８１ 

内子町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の

運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条

例について 

令和 

2. 9. 2 

令和 

2. 9.17 
原案可決 

議案 

８２ 

内子町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基

準を定める条例の一部を改正する条例について 

令和 

2. 9. 2 

令和 

2. 9.17 
原案可決 

議案 

８３ 

内子町小田深山観光施設条例の一部を改正する条例

について 

令和 

2. 9. 2 

令和 

2. 9.17 
原案可決 

議案 

８４ 

内子町小田深山観光施設（小田深山渓谷関連施設）の

指定管理者の指定について 

令和 

2. 9. 2 

令和 

2. 9.17 
原案可決 

議案 

８５ 

第４４号 令和２年度内子町クリーンセンター２号

ガス冷却室耐火物補修他工事に係る工事請負契約に

ついて 

令和 

2. 9. 2 

令和 

2. 9.17 
原案可決 

議案

８６ 

第８５号 愛媛県ＧＩＧＡスクール端末等共同調達

に係る物品購入契約について 

令和 

2. 9. 2 

令和 

2. 9.17 
原案可決 

議案 

８７ 

第４５号 内子東自治センター耐震補強改修建築主

体工事に係る工事請負契約について 

令和 

2. 9. 2 

令和 

2. 9.17 
原案可決 

議案 

８８ 

令和２年度内子町一般会計補正予算（第７号）につい

て 

令和 

2. 9. 2 

令和 

2. 9.17 
原案可決 

議案 

８９ 

令和２年度内子町介護保険事業特別会計補正予算（第

２号）について 

令和 

2. 9. 2 

令和 

2. 9.17 
原案可決 

議案 

９０ 

第９１号 内子町デジタル防災行政無線戸別受信機

整備工事に係る工事変更請負契約について 

令和 

2. 9.17 

令和 

2. 9.17 
原案可決 

諮問 

２ 

人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めること

について 

令和 

2. 9. 2 

令和 

2. 9. 3 
原案可決 

諮問 

３ 

人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めること

について 

令和 

2. 9. 2 

令和 

2. 9. 3 
原案可決 
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諮問

４ 

人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めること

について 

令和 

2. 9. 2 

令和 

2. 9. 3 
原案可決 

 

 

２ 議員提出議案 

発議 

１ 
米軍機による低空飛行訓練の中止を求める意見書 

令和 

2. 9.17 

令和 

2. 9.17 
原案可決 

発議 

２ 

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方財政の

急激な悪化に対し地方税財源の確保を求める意見書 

令和 

2. 9.17 

令和 

2. 9.17 
原案可決 
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議員提出議案 

発議第１号 

米軍機による低空飛行訓練の中止を求める意見書 

地方自治法第９９条の規定により、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、外務大臣、防衛大

臣、内閣官房長官に対し、別紙意見書を提出することにつき、会議規則第１４条第３項の規定に

より、提出する。 

令和２年９月１７日提出 

提出者 内子町議会 総務文教常任委員会 

委員長  久保 美博 

（提出の理由） 

米軍機による低空飛行訓練について、町内での目撃情報が相次いでおり、住民は強い不安や懸念

を抱いている。よって、国においては事態を正確に把握し、的確な情報提供を行うとともに、飛

行訓練が関係自治体の意向を無視して実施されることのないよう、政府に対し意見書を提出する

ものである。 

 

（別紙） 

米軍機による低空飛行訓練の中止を求める意見書 

 米軍機の国内における低空飛行訓練については、平成１１年の日米合意に基づき、その安全性

を最大限確保するとともに、我が国住民に与える影響を最小限にすることが求められている。 

 しかしながら、本県上空をはじめ、四国を経路とするいわゆるオレンジルートなどにおいて、

これまでも米軍機による低空飛行訓練が目撃されており、平成３０年１２月に高知県沖で発生し

た米軍機の墜落事故や、令和元年１２月に実施された四国初の日米共同オスプレイ実動訓練と相

まって、住民は強い不安を抱いている。 

 このような中、県内において、継続的に行われている米軍機による低空飛行は、住民の抱える

不安を増幅させるものであり、誠に遺憾である。 

 こうした低空飛行は、爆音による被害のみならず、万一墜落した場合には、住民を巻き込む大

惨事につながりかねないものであり、かかる事態が憂慮されている。また、本県には伊方原子力

発電所が立地しており、安全対策上の観点から原発上空の飛行禁止について、強く住民の求める

ところである。 

 よって、国においては、県内で頻発する米軍機による低空飛行に対し、住民の安全・安心を確

保する観点から、次の措置を講じられるよう強く要望する。 

記 

１ 住民が不安を抱くような飛行を速やかに中止するよう米軍に申し入れること。 

２ 米軍機による低空飛行訓練等については、国の責任で必要な実態調査を行うこと。 

３ 低空飛行の禁止や原子力発電所周辺・人口密集地域等の上空の飛行回避など日米合意事項の

遵守について徹底すること。 

４ 航空機落下のリスク低減のため、原子力発電施設周辺上空の飛行禁止について、法制化を図

ること。 
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 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 

令和２年９月 17日 

愛媛県内子町議会  
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議員提出議案 

発議第２号 

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方財政の急激な悪化に対し地方税財源の確保を求め

る意見書 

 地方自治法第９９条の規定により、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、財務大臣、総務

大臣、厚生労働大臣、経済産業大臣、内閣官房長官、経済再生担当大臣、まち・ひと・しごと創

生担当大臣に対し、別紙意見書を提出することにつき、会議規則第１４条第３項の規定により、

提出する。 

令和２年９月１７日提出 

 提出者 内子町議会 総務文教常任委員会 

 委員長  久保 美博 

（提出の理由） 

新型コロナウイルス感染症拡大からもたらされる経済的・社会的影響によって、今後の地方財政

はかつてない厳しい状況になることが予想される。地方財政の急激な悪化に対し地方税財源の確

保を求めるため、政府に対し意見書を提出するものである。 

 

（別紙） 

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方財政の急激な悪化に対し地方税財源の確保を求める

意見書 

 新型コロナウイルス感染症の拡大は、甚大な経済的・社会的影響をもたらしており、国民生活

への不安が続いている中で、地方税・地方交付税等の一般財源の激減が避けがたくなっている。 

地方自治体は、福祉・医療、教育・子育て、防災・減災、地方創生、地域経済活性化、雇用対

策など喫緊の財政需要への対応をはじめ、長期化する感染症対策にも迫られ、今後の地方財政は、

かつてない厳しい状況になることが予想される。 

よって、国においては、令和３年度地方財政対策及び地方税制改正に向け、下記事項を確実に

実現されるよう、強く要望する。 

１ 地方の安定的な財政運営に必要な地方税、地方交付税等の一般財源総額を確保・充実するこ

と。その際、臨時財政対策債が累積することのないよう、発行額の縮減に努めるとともに、償還

財源を確保すること。 

２ 地方交付税については、引き続き財源保障機能と財源調整機能が適切に発揮できるよう、総

額を確保すること。 

３ 令和２年度の地方税収が大幅に減少することが予想されることから、万全の減収補填措置を

講じるとともに、減収補填債の対象となる税目についても、地方消費税を含め弾力的に対応す

ること。 

４ 税源の偏在性が小さく、税収が安定的な地方税体系の構築に努めるとともに、国税・地方税

の政策税制については、積極的な整理合理化を図り、新設・拡充・継続に当たっては、有効性・

緊急性等を厳格に判断すること。 

５ 特に、固定資産税は、市町村の極めて重要な基幹税であり、制度の根幹を揺るがす見直しは、
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家屋・償却資産を含め、断じて行わないこと。また、新型コロナウイルス感染症緊急経済対策

として講じられた特例措置は、本来国庫補助金等により対応すべきものであり、今回限りの措

置として、期限の到来をもって確実に終了すること。 

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 

令和２年９月17日 

 愛媛県内子町議会 

 

 


